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平成２６年第３回定例会総務常任委員会記録 

平成２６年９月１１日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） おはようございます。定足数に達しましたので総務常任委

員会を開会します。本日、１名の方が委員会の傍聴の申し出がありましたので、

委員会条例第１７条の規定により、傍聴を許可することにいたしました。このこ

とにより、１名の傍聴を許可します。 

   おはようございます。傍聴の方に申し上げます。委員会開催中における私語発

言等があった場合には退場していただきます。なお、録音機器の持ち込みは禁止

いたします。携帯電話につきましては、電源をお切りいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

   傍聴者の方は全て係員の指示に従っていただきますようお願いします。 

   それでは、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、まず、本委員会に付託されました会計課関連の

認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とし

ます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは会計課の説明を求めます。 

○会計課長（岩下公治君） おはようございます。会計課、岩下です。よろしくお願

いいたします。 

それでは、決算ということですので６６ページ、６７ページ、６８ページ、６

９ページまでが会計課になっておりますので、お開き願いたいと思います。６７

ページを見てください。よろしいでしょうか。それでは２５年度、決算について

申し上げます。旅費につきましては、２万１,０００円の予算に対しまして１万６,

８００円ということで、５,２００円が不用額となっております。旅費につきまし

ては基本的に職員研修で、出納・決算事務の運用実務講座に当時の係長、河崎の

ほうが福岡の研修に行っております。事由につきましては５万７,０００円の予算

で、５万４,３７４円が支出しております。不用額は２,６２６円です。これは基

本的に会計課関係のトナーの事務費、プリンターの事務費、トナー等でございま

す。それから使用料につきましては５,０００円を計上いたしておりましたが、こ

れは先ほど言いました研修の折に高速使用料を上げておりましたが、バスで行っ
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たということでこれは不要額５,０００円が出ております。 

次のページ、６９ページをご覧いただきたいと思います。１９節、負担金補助

及び交付金、３万４,０００円の予算に対して３万３,６００円ということで４０

０円不用でございますが、これは研修の研修費負担金を支出しております。 

以上が会計課の決算でございます。以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論は

ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから本件について採決しま

す。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については認定

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

以上で、会計課に関連する付託案件については終了いたしました。会計課の皆

さん、お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、本委員会に付託されました監査委員事務局関連

の認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは監査委員事務局の説明を求めます。 

○監査委員事務局（甲斐敏文君） おはようございます。監査委員事務局の甲斐です。

総務常任委員会に付託されました監査委員事務局に関する事項は、歳入歳出決算

書でありますので決算書をもとに進めさせていただきます。まず、決算書の事項

別明細書でご説明いたしますので、決算書の９０ページ、９１ページをお開きく

ださい。 

款の総務費、項の監査費、目の監査費でございます。まず、監査費の予算総額

１１６万４,０００円。補正他流用等はございませんで予算現額同じく１１６万４,

０００円。支出済額、１１２万３７０円となっておりまして、不用額が４万３,６

３０円です。監査委員事務局としては特に説明が必要な１００万円以上の事業費

や、不用額の２０万円以上に該当するものはございません。 

以上、歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げました。以上でございます。 
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○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。これから本件について採決しま

す。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認

定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

以上で、監査委員事務局に関連する付託案件については終了いたしました。お

疲れでした、どうも。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第３、本委員会に付託されました議会事務局関連の認

定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題としま

す。議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局庶務係長（白石孝二君） おはようございます。議会事務局庶務係長の

白石です。よろしくお願いします。 

平成２５年度高森町歳入歳出決算についてご説明申し上げます。お手元の決算

書、６２ページ、６３ページをお開きください。議会事務局で所管しております

歳出予算につきましては、１款、議会費、２項、議会費、１目の議会費のみです。

少額の費用額については説明を省かせていただきます。まず、９節の旅費の不用

額が１３万１,９６９円となっておりますが、これは急な上京や出張等に対応でき

るよう余裕をもって積算していたため、少し多めに残っております。続きまして、

１３節の委託料の不用額が１２万５,８２０円となっております。これも会議録作

成について本会議、常任委員会の延長を考慮し、余分に計上していたためです。

１８節、備品購入費につきましては、平成２５年度に議長室の４２型テレビ及び

議場清掃用のサイクロン掃除機を購入しております。 

簡単ではございますが、議会費の歳出決算の説明については以上になります。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 
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これから本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳

入歳出決算の認定については認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第４、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局庶務係長（白石孝二君） 議会事務局庶務係長の白石です。 

それでは平成２６年度一般会計補正予算についてご説明申し上げます。一般会

計補正予算書の９ページをお開きください。９ページの一番上になります。１款、

１項１目の議会費の備品購入費につきまして、ブルーレイ内蔵型の議会録画閲覧

用テレビ購入費用１２万８,０００円を計上させていただきました。これは平成２

７年４月１日から本格稼働する高森ポイントチャンネルの放送に備え、番組とし

て適するか否かを判断していただき、議会中継録画を議員の皆さんで視聴してい

ただくためのテレビ購入でございます。テレビ画面の大きさは４０型、ブルーレ

イディスクドライブが内蔵されておりますので、ＤＶＤをすぐに再生、視聴する

ことができます。 

以上、簡単でございますが、補正予算の説明とさせていただきます。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） 委員長。私が補足で説明を、今の件でよございます

か。 

○委員長（立山広滋君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） この間、全員協議会でもお話しましたように、一般

質問の一問一答式ということで、今年、試行という形でしております。それで申

し上げましたように、一問一答の一般質問等におきまして委員さんのいわゆる一

般質問の内容について検討していただくというようなことで、今回このブルーレ

イの４０型ということで購入を計画しました。そういうことで、この委員会室に

常時置きたいなというような考えを持っておりますので、そういう意味ではこの

テレビ、ブルーレイディスク付きのを購入して一問一答の一般質問の議員さんの
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質を高めてもらうというような目的もございますので、補足して説明させていた

だきます。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから本案について採決します。 

議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、議会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。議会事

務局の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第５、本委員会に付託されました財産管理課関連の認

定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題としま

す。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは財産管理課の説明を求めます。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。よろしくお願いします。 

平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算について、ページに沿って係より説明

させます。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） おはようございます。よろしくお願いします。

財産管理課長補佐、田上でございます。よろしくお願いします。 

それではページに沿ってご説明させていただきたいと思います。 

まず歳入の部でございます。２８、２９ページをお開きください。１２款の分

担金及び負担金で、４目、衛生費負担金、この中で環境衛生負担金、１３万６,８

５０円になっております。これは防疫殺虫剤でございまして、昨年、１１９本負

担していただいております。 

続きまして、３０、３１ページをお開きください。１３款の使用料及び手数料、

１項、使用料、３目、民生費使用料ですが、このうち１節の河原総合センター使

用料、これは７,２００円使用料として上げております。 

続きまして、３２、３３ページをお開きください。款、項一緒でございまして、

目のほうが５目、農林水産費のうち農林水産使用料で、１節、物産館の工場使用

料、これにつきましては２０２万６,１１４円となっております。これは、物産館

の加工場の電気料が主でございます。続きまして、６目の商工費使用料、１節、

湧水トンネル公園使用料、３,３６３万８,６００円、入っております。これは湧
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水館使用料でございまして、１０万１,０００人ほどの昨年は利用があっておりま

す。２節、高森公園野外ステージ使用料で４,０００円入っております。３節、温

泉館使用料で２,７３３万４,５９３円入っております。昨年は１４万３,０００人

弱の利用でございました。同じく、９目になりますけれども教育費使用料で、１

節の社会教育施設使用料、２３４万６,０００円入っております。これは社会体育

関係の施設、体育館、グラウンド等を含みました施設の使用料が２３４万６,００

０円入っております。 

続きまして３４ページ、３５ページをお開きください。２項の手数料になりま

すけれども、手数料の中で４目、衛生費手数料、１節の犬登録及び注射手数料で、

３１万３,０００円入っております。これにつきましては、登録が昨年は３５件、

１件３,０００円でございます。注射が４１６件、併せまして３１万３,０００円

ということで入っております。 

続きまして５２ページ、５３ページをお開きください。１６款、財産収入、１

項、財産運用収入のうち１目、財産貸付収入で、１節の建物貸付収入で６３１万

２,０９５万円になっておりますが、これは財産管理のほうでしております貸付地

のほうで、関係の収入のほうが９７万６,６４１円、それに温泉館分が５１８万１,

１５４円ということで合わせましたところで６３１万２,０９５円ということでご

ざいます。同じページの２項、財産売払収入の３目、不動産売払収入のうち１節、

土地売払収入で６１６万３,４３８円となっております。これは工業団地の入口の

左側部分をトリックスのほうに売買しております。その分が５８２万２,８５０円

入っております。それに県の砂防の工事の中で、高森の城山の分がありましてそ

の分を売買しております。それで３４万５８８円入っております。 

続きまして５６、５７ページをお開きください。２０款、補修金の４項、雑入

の２目の雑入、２節の雑入で２,４３０万８２１円入っておりますけれども、この

うち１１７万７０８円につきましては財産管理費の分で、コピー料とか土地の貸

付料、維持料等含んでおります。財産管理費分が１１７万８,７０８円になります。

あとはもう一つ、温泉館のほうのロッカー等の使用料で２９４万９,５６１円と

なっております。歳入につきましては以上でございます。 

続きまして、歳出のほう、お願いしたいと思います。まず、６８ページ、６９

ページをご覧ください。２款の総務費でございますけれども、その６目、町有林

管理費、これにつきましては、歳出の主なもので不用額等の補正についてご説明

しております。賃金と委託料、それに主要なもので不用額、生じておりますけれ

ども、これは本年、大雪等によりまして３月まで山のほうが行けませんでござい

ました。で、けやきのほうが、する予定のところができないということでござい
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ましたので、その分、不用額ということとなっております。 

続きまして、７２ページ、７３ページをお開きください。目が１０目の墓地管

理費でございます。これにつきましては賃金と需用費です。 

続きまして、９４、９５ページをお開きください。３款、民生費、１項、社会

福祉費のうち３目の河原総合センター管理費分についてご説明申し上げます。こ

れにつきましては、河原総合センターの賃金と需用費でございますけれども、不

用額等の２０万円以上はございません。河原総合センターに関する賃金が管理者

の賃金ということで、あとは電気料でございます。と、保険料でございます。 

続きまして１１２ページ、１３ページをお開きください。４款、衛生費、１項

の保健衛生費のうち４目環境衛生費でございます。これにつきましてご説明申し

上げます。これにつきましては、需用費のうち２３１万１,０９８円の内、水道を

町のほうに水を流しております。その分の水道代の分でございます。これ、委託

料で２６７万７,０００円出ておりますけれども、これにつきましては、昨年はＮ

ＰＯのフォークスクールのほうに環境パトロールということで、不法投棄の環境

等の見回り等も含めましたところでパトロールのほうで委託しておりまして、そ

れが２６７万円ということでございます。 

続きまして１２０ページ、１２１ページをお開きください。５款の農林水産業

費、１項の農業費のうち１０目、物産館等管理費でございます。これにつきまし

て、物産館加工場等に関する経費でございます。この主なものにつきましては、

需用費につきましては電気料が主でございます。あと、備品購入費が３６万５,８

２０円出ておりますけれども、これにつきましては冷蔵庫を奥阿蘇物産館のほう

に大型冷蔵庫を置かれておりますので、その分でございます。 

○施設管理係長（甲斐武敏君） 施設管理係長の甲斐です。 

では観光費からいきたいと思います。ページは１２８ページから１２９ページ、

６款、商工費、４目の湧水館管理費で、１１節の需用費で、不用額が２０万７,７

８８円出ております。これは印刷製本費が１０万８,９３５円、光熱水費が１０万

６,９７４円です。１３節の委託料で、１,３２０万１,５３０円ですけど、これの

内訳は観光協会に３６０万円、農業用水代表者会に２１７万３,０００円、トンネ

ル内の崩落の点検の時に４６２万円等です。 

次、１３０ページ、１３１ページをお開きください。温泉館管理費が、１節、

報酬費で１,９０６万７,６５８円ですけど、この内訳として温泉館の管理者３名

と非常勤職員２０名が含まれております。１１節の需用費で、８１万７５９円不

用額が生じております。これは燃料費が４８万７,１１８円、光熱水費が３０万１,

２８０円で、最終補正時には予期できなかったためです。 
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次、１５６ページ、１５７ページをお開きください。９款、教育費、６項、社

会教育費、５目の社会教育施設費で町民体育館の分の、１１節の需用費で、１０

４万４,２２８円不用額が生じておりますが、町民体育館の分が含んでいますので

施設管理課の分が８０万２,３６３円不用額が出ております。これは電気料で最終

補正費では予測できなかったためです。１５節の工事請負費で１,８０７万５００

円、内訳が高森自然学校解体費で２５３万５００円、色見総合センター太陽光の

整備で１,５５４万円です。１８節の備品購入費で、町民体育館の芝刈り機が１０

７万６,２５０円、高森自然学校のテーブル等に９３万７,７５５円等です。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。芹

口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

７１ページ。高森総合センター管理費の１８節の備品購入費、これはいつどの

ような備品を買ったのかお尋ねをしたいと思います。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上です。 

申し訳ございませんけれども高森総合センター管理費につきましては、総務係

のほうでいたしますので申し訳ございません。 

○委員長（立山広滋君） 芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。それから監査委員の意見書の中に、財産の管理状

況ということがありますけれども、その中で現在使用されていない備品及び耐用

年数の経過した備品については、検証し廃棄するなどの整備をされたいというよ

うな監査からの指摘がございます。今後ですね、こういった指摘に対してどのよ

うなことで対応するように考えておるのかお尋ねしたいと思います。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上でございます。 

これにつきましてもですね、総務係のほうで共同でやっておりますので、今不

要な分というのはかなり前のパソコン等が多数あります。順次、不用品について

は備品から外して廃棄をしておるところでございますので、今後課ごととかそう

いう感じで詳細に追っていきながら廃止の手続きをしていきたいと思います。総

務係と共同でですね、やっていく必要ございますので一緒にやっていきたいと思

います。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言ありませんか。興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

温泉館について一つお尋ねをしたいと思います。温泉館については一般質問の

ほうで詳細に説明等あろうと思いますが、２５年度の運営状況、収支状況は町民
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に対して回覧等が流れておりますが、これを見ますと月１０万円程度の赤字とい

うような表現で文書が出とると思います。今後、温泉館運営についてどのような

措置をなされていかれるか、ご検討されているか、その辺をお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   公募ですね、今後する予定でした、指定管理者の。これのまだ後の一般質問が

あると思いますので、全員協議会にお話したいと思ってたんですけど、一般質問

がありましたのでこの問題については取り下げましたけど、今、お話をします。

今度債務負担行為で上げるつもりだったんですけど、来年選挙ということで町長

と協議しまして選挙も終わってそういうことを協議したいということで指定管理

者の公募は取り下げました。そして今現在、昨年の１０万４,０００円ぐらいの１

日当たりの赤字でした。今年度は５万６,４００円ぐらいの赤字になってるようで

す。どうするかって言われると、一番は入館料を増やすしかありませんけど、そ

こをどうやって増やすかを考えておりますけど、難しいですね。 

○委員長（立山広滋君） はい、興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。２５年度で指定管理者を探すということで、１名

の応募があったんですけど、公募が。しかしそれが要件を満たさなかったという

ことで２６年度に繰越したわけですね。で、指定管理者を探すような形でなされ

とったと思いますが、今の説明では来年度にまた持ち越すような説明ですね。そ

の原因としては今言われた選挙があるから。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課、安方です。 

   来年、町長と総務課長と協議しました結果、今度の新しいあれで協議したがい

いんじゃないかということで。要するに去年は１年で、指定管理期間の１年とい

うことでちょっと無理な感じはあったんです。今年は公募しようと思って計画し

ましたけど、そういうことを協議した結果、来年選挙が終わってそういうことも

協議したがいいんじゃないかということで町長とお話をして、今度は取り下げと

さしていただきました。 

○委員長（立山広滋君） 興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 今現在は１日に換算すれば５万いくらというわけですかね。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   ５万６,０００円です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい、後藤委員。 
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○委員（後藤英範君） はい、後藤です。 

   温泉館は私ども毎日、ほとんど行きよりますが、今の経営をですね、もう

ちょっと人件費減らす方向ですれば、だいたい人件費がどのくらいかかりよるで

すか。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   ２５年度は２,６９７万２,０００円。そのうち去年まではですね、職員ですね、

これは今、施設管理係長の甲斐君の給料が入っております。今年はその分が入っ

てなくてだいたい１,９００万円あたりの予算を取ってます。正直申しまして人件

費を減らすということは大変難しい問題じゃなかろうかと思います。３時間、４

時間で３人、で、管理者の方３名は２０万円ですね、ひと月。あとの方は非常勤

で今、２０名いらっしゃいますけど、湯殿の掃除清掃の方が今５名ですもんね。

あとはだいたい３名ぐらいでの３時間、３時間で回します。３つですね。朝、昼、

晩。そういう状況で人件費を減らすっていうことは今の段階では大変難しいん

じゃないかと思います。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） はい、後藤委員。 

○委員（後藤英範君） 後藤です。 

   お宅あたりはよその温泉館でもどういう経営をしとるかどうか見られたことは

ございますか。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   行っておりません。 

○委員（後藤英範君） おりませんでしょ。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ、後藤委員。 

○委員（後藤英範君） はい、後藤ですが、休みの時はですね、下のほうの温泉に俺

も行くわけです。高森が休みのときだけ。課長さんも来なはるけん分ろうが、お

金を払うとはですね、あそこはほとんどどこでも１人ですね。ところが高森の場

合は３人ぐらいおることもちょいちょいあるですね。あれも多分人件費の内に入

りゃせんですか。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   今、おっしゃったとおりうちの場合はサウナとかもございまして、男女もあり

ますのでそこのマット替え、その方の分は２名配置しております。で、清掃も

やっておりますので、最低３名はいるんじゃないかと考えております。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ、後藤委員。 
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○委員（後藤英範君） せっかくこれは赤字が出らんようにやっていくからにはです

ね、やっぱりよそのやり方も行って、視察でもする必要はありゃせんかと思いま

す。どういうふうに思われますか。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課長、安方です。 

   今から視察に行きます。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ、後藤委員。 

○委員（後藤英範君） 後藤でございます。いや、そうせんと、燃料なんかはこう、

上がりゃしても下がりゃせん、ならやっぱりいかにして経費を落とすかちゅうと

やっぱり素人から言うとそこら他にはないような気がいたします。そういうこと

でいろいろ検討して行ってみてください。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課長、安方です。 

   検討してみます。よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんか。後藤委員。 

○委員（後藤三治君） はい、後藤です。 

   温泉館の今の関連ですが、確かに全体的な経営部分と見ると赤字ということで、

一番目立つのは今言われたような人件費問題もあろうかと思いますが、私も県内

あたりで行くところでそういう温泉、利用するんですが、人件費があれ以上小さ

くすると運営はできないと私は思うんですよ。特にうちの場合は料金を取るとこ

ろと売店が要するに併設しとるもんですから、やはり２人立ち並ぶような状況に

なることもあると思うんですよね。そのへんは工夫してもらうとして、言うなら

やっぱり利用者を増やしてもらう努力ですよ。せっかく町の温泉ですからこの前

でも会員にしたいとしたとき３００人ぐらいしかいないという状況でありますか

ら、そこをせめて１,０００人ぐらいなるようにですたい。やはり今まで使ってお

られないけどいかに使っていただくか、そうすることによって今の人員でも当然

収益は上がってくると思いますから、あまりに今の状況を見て赤字、赤字だから

ではなくて、赤字を解決するためにはもちろん人件費の問題も考えなくてはいけ

ないんですけれども利用者を増やす、この努力はやっぱりしていただきたい。特

に役場は大所帯でございますので、７０人からおられますからせめて職員が月１

回なり２回なり入るようにやはりしていただかないと、自分たちの施設が利用し

なくて赤字、赤字だけ言っていたのではいかんと思うんですよ。その辺もやはり

工夫していただきたいというふうに思います。 

○委員長（立山広滋君） それに対する回答はよかですか。お願いします。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課長、安方です。 

言われたこともっともですので、最初に職員からそういうふうな雰囲気を持っ
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ていきたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長（立山広滋君） 後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。もう一つ、今の付随ですが、確かに今温泉館があ

る位置は高森町内全員からするとやはり利用しやすいところとしにくいところが

あると思うんですよ。草部等においてはやはり自家用車で来るにしても相当かか

りますし、バスと言ってもなかなか便が悪いと思うんですよ。できるだけスクー

ルバス等を併用できるかどうかは別にして、スクールバスの空いた時間を利用し

て各地域に昼間温泉館用のバスを直接出すとか、そういう工夫をすると少しは利

用できるんじゃないかなと私は思うんですよ。まず温泉館の赤字のことを言われ

る方のほとんどが利用してない方がほとんどじゃないかと思いますので、やはり

利用してその有効性を自分の体で考えられると多少なりと変わってくるんじゃな

いかと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課長、安方です。 

   今言われましたスクールバスの利用については私達もどうにもできませんので、

教育委員会と話して使用できるならして、やってみたいという気持ちはございま

す。ありがとうございました。 

○委員長（立山広滋君） 後藤委員。 

○委員（後藤三治君） ５３ページ、一番初め、歳入でご説明をいただいたんですが、

土地建物貸付収入の中で、６３１万２,０００円の内訳をちょっと言われましたよ

ね。で、温泉館のところの５１８万円て言われたのはどの部分にあたるのか

ちょっと、どういったもの。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上でございます。 

   温泉館の中で５１８万１,１５４円というふうに言っておりますけれども、この

内訳的には温泉館の売店の手数料が入っております。合わせましたところで、

諸々入っております。 

   以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言はありませんか。興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

   同じく５３ページですね。不動産の売買収入、土地売買収入、６１６万３,４３

８円、工業団地に売買された分ということの説明あったんですけど、残りまだか

なりあるんですかね、土地のほうは。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上でございます。 

   残りの部分というのが防火用水の確保地でございまして、あと売る土地とかそ

ういう部分についてはございます。工業団地については今回、トリックスのほう
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に緑地帯という感じで所有していた部分を駐車場にということでございましたの

で、ほかの部分も同意を得まして売買可ということになりましたのでその分ござ

いますので、他のところは防火用水の座わっているところだけが残った状態でご

ざいます。 

   以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳

入歳出決算の認定については認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第６、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。財産管理課の説明を求めます。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   平成２６年度高森町一般会計補正予算（第４号）についてページに沿って係よ

り説明いたします。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課課長補佐、田上でございます。 

   ９ページをお開きください。歳出でございますけれども、２款、総務費、１項、

総務管理費のうち、５目、財産管理費の１３節、委託料で１５１万２,０００円計

上させていただきました。これは先ほど町長の説明の中にもありましたように、

今後解体すべき建物等について計画を上げておきますと色々な起債とか、そうい

うものの対象になっているものでございます。それで、まず計画を作成しなけれ

ばそういう対象にもなりませんので、だいたいどのくらいの価格があるとかそう

いう部分も今までの整備の中でできておりますので、それで解体の計画等を主に

作成するものでございます。 

   続きまして、１５節の工事請負費でございますが、８９０万円計上していただ

いております。これにつきましては、前々から言っておりました尾下小学校等の

解体や、旧野尻保育園等の解体について補助金、がんばる交付金のほうで解体を

可ということになりました関係上、急きょ今回計上していただいたところでござ
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います。解体等につきましては、今まで対象になるものもございませんでしたの

で、まず単独ということでございましたけれども、今回、対象になるということ

で、計上していただいたところでございます。まだ、やっぱり解体すべきところ

もございますけれども、まずは２カ所を行った上でその後計画書に基づいて解体

を進めていきたいというふうに思っております。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○施設管理係長（甲斐武敏君） 施設管理係長の甲斐です。 

   それでは歳出を説明させていただきます。１２ページをお開きください。６款、

商工費、１項、商工費、３目、商工費、１３節、委託料を２０万円計上させてい

ただきました。高森駅は、高森町の玄関口として多くのお客様に利用していただ

いております。高森駅公園トイレは、高森高校にボランティア活動の一部で清掃

を委託しておりますが、学校行事等でいつでも清掃できるものでもなく、利用者

様に気持ちよく利用していただくためにも週３回程度の清掃委託で２０万円を計

上させていただきました。 

   次、同じく１２ページの４目、湧水館管理費、１５節、工事請負費で、湧水ト

ンネル内補修工事で４１７万９,６００円を計上させていただきました。昨年のト

ンネル内側壁のモルタルが剥がれ落ちたため緊急に点検をした結果、１３カ所に

ついては早急にする必要があり、計上させていただきました。 

   次に同じく４目、湧水館管理費、１５節、工事請負費で、湧水トンネル内床張

替え工事で、２９１万６,０００円を計上させていただきました。湧水トンネル内

の通路には材木を使用しておりますが、湿気が多く腐食が激しい状態です。昨年

度より水に強く、腐らない擬木を４スパン、本年度２スパンを張り替えましたが、

今現在１０スパンが腐食が進んでいる状態なので、予算を計上させていただきま

した。 

   次に１４ページをお開きください。９款、教育費、６項、社会教育費、５目、

社会教育施設費、１１節、需用費の修繕料を１３０万円計上させていただきまし

た。 

○委員長（立山広滋君） 係長、すみません。１３０万円ですか。 

○施設管理係長（甲斐武敏君） １６０万円で、このうち残りの３０万円は教育委員

会で財産管理課が１３０万円計上させていただきました。色見体育館の雨漏りの

影響で床が滑りやすく、早急に修理が必要なため１３０万円を計上させていただ

きました。 

   次に同じく、１３節、委託料で８０万円を計上させていただきました。上色見

生涯学習センター体育館の雨漏りがひどく、雨の日の使用に支障を来しています。
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本年度改修の設計委託料として計上させていただきました。 

   以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。芹

口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。今のは１６０万円、これは教育委員会と３０万円、

それから１３０万円という説明がありましたがこれはどういう意味ですか。 

○財産管理課長（安方 含君） はい。財産管理課長、安方です。 

   社会教育の施設の中で町民体育館、町民グラウンドは教育委員会の主幹になっ

ておりますので、教育委員会のほうが修繕料３０万円を上げております。町民体

育館とグラウンド関係です。その他の施設についてはうちが管理しております。

その関係でそういうふうになっております。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） 芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。いずれにしても重複して修繕料１６０万円予算計

上ですか。計１６０万円の修繕をするわけでしょ。 

○財産管理課長（安方 含君） はい。うちの場合は１３０万円です。すみません。

財産管理課長、安方です。 

   予算編成の中で修繕料の理由は申し上げました町民体育館と町民グラウンドが

社会教育施設費の中に入ってます。教育委員会が管理してる中でですね。そうい

う関係でうちの場合は１３０万円で色見小学校体育館の屋根修繕料を１３０万円

上げさせていただいた関係で、そういうふうになっております。 

   以上です。 

○委員（芹口誓彰君） 修繕する場所が違うていう意味な。いずれにしても。 

○財産管理課長（安方 含君） すみません。この社会教育の中で町民体育館とグラ

ウンドは教育委員会が管理しておりますので、そういう関係ですみませんがそう

いうふうになっております。 

○委員（芹口誓彰君） そんなら説明ば書いていただいたほうがよかですな。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言はありませんか。後藤委員。 

○委員（後藤三治君） はい、すみません。後藤です。 

   １２ページ、商工費の観光費の高森駅公園トイレ清掃委託費というのが２０万

円組んでありますが、多分これは前、以前はこの委託料ちゅうてあったと思うと

たいな。それが高森高校のボランティアに全部丸投げしたとかな、一時期。です

かね。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 
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○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上でございます。 

   その点につきましては、丸投げと言いますか高校生のボランティア活動が活発

であるということで、もともと委託している方々ももう高齢になっている部分等

もありましたので、そこで一遍切らしていただいたという部分もありまして、そ

れで高校生にボランティアの活動の一環としてやってくれ、というような感じで

委託契約とかそういうものは結んでおりません。で、好意的にというか原則的に

は週１回以上の清掃をお願いしますという感じでございましたけれども、どうし

ても観光客の使う、入り口でございますしね、駅の。それで高校に頼みに行った

ところ総体とか、期末テストとか、そういうときにはまだできないということで、

１週間来られない、２週間来られないというケースも多々ありましたので、どう

しても専門的にうちから、専属的に契約をして、させていただきたいなというこ

とで今回、計上させていただくところでございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。逆に言えば私は清掃には専用が必要だから高校の

週１回のボランティアというのはそれに足すような形でやはり持っていかないと、

やはり今言ったような時期には全くできないということになりますから、やはり

今後はそういう当初予算で、そちらのほうをメインに置いとってボランティアで

稼働していただくものについてはそれはもう逆にありがたいという気持ちでもっ

ていかないと、やはり汚くなるのではないかと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○財産管理課長（安方 含君） 財産管理課課長、安方です。 

   私どものほうもいろいろと問題がありましたので、高森高校とも話したんです

けど、そういう回答を得ました。できない回数も何回かあります。そういう関係

で今度上げさせていただいたのは、今上げておかないと来年度予算よりも今年上

げるということで、上げさせていただきました。 

○委員長（立山広滋君） ほかに。興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） はい、興梠です。 

   監査意見書の中にも先ほどお話があったとおり、公共施設の管理状況について

は廃止、解体を計画されるということで意見書が出ております。今回、９ページ

の財産管理の中で、公共施設等の管理計画作成支援業務委託料、１５１万２,００

０円。町長のあいさつの中でも１１月に大型補正の緊急経済対策ということで、

予想されるというようなことで話があったと思います。今までも廃止等、解体等

については計画がなされとったと思いますが、この大型補正の中に早急に組込み
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加入の措置はできないのかなと思いますが。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○財産管理課長補佐（田上浩尚君） 財産管理課長補佐、田上でございます。 

   大型補正等があるということで、財政係長から現段階で今後解体すべき建物等

については早急に見積等を徴収するようにということで、それでもし該当させら

れるようならば、順次、折込んでいこうということで、早々に新しい見積を取る

ようにという指示が出ておりますので、一覧表を作ってしていくものでございま

すので、大型補正でもし該当させられるようなところが出てくれば順次、行って

いきたいと思います。その後にその中で計画書と若干の差は出てきますけれども

大型補正に対応できればそちらのほうでどんどん進めていった方がいいと思いま

すので、計画はするつもりでございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい。ほかに発言はありませんか。あり

ませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５８号、平成２６年度高森町一般会

計補正予算については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

   以上で、財産管理課に関連する付託案件については終了いたしました。財産管

理課の皆さん、お疲れさまでした。 

   お諮りします。１０分間休憩したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） じゃあ１１時１５分から再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時 ５分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第７、本委員会に付託されました税務課関連の認定第

１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 
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   職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

   それでは税務課の説明を求めます。 

○税務課長（沼田勝之君） 皆さん、おはようございます。税務課課長の沼田です。

本日、野尻地籍調査係長が県の国土調査の推進協議会の地籍調査の実地研修とい

うことで、阿蘇のいこいの村に出張しておりますので、欠席になりますのでご了

承願いたいと思います。したがいまして、地籍調査事業に係る決算等の事業説明

は佐伯課長補佐が行いますのでよろしくお願いします。 

   それでは、税務課におきましては今回条例案、予算案等ありませんで、決算に

ついて各担当から事業説明を行いたいと思います。よろしくお願いします。 

○税務係長（眞原友紀君） 税務係、眞原です。お願いいたします。 

   決算書の２０ページ、２１ページですね。町民税の個人住民税の納付ですけれ

ども、現年課税分調定額、１億７,３０５万８００円に対しまして、収入済額１億

７,０３０万４,２９６円ということになっております。収入未済額が２７４万６,

５０４円で、収納率といたしましては現年課税分として９８.４％ということに

なっております。 

   それから滞納繰越分ですけれども、調定額１,３０１万６,７４３円に対しまし

て、収入済額４１２万９,２５８円ですので、収入未済額８８８万７,４９５円と

いうことで、収納率にいたしまして約３３％という形になっております。 

続きまして、２目、法人住民税でございますけれども、現年課税分調定額２,４

５７万３,８００円に対しまして収入済額２,４５４万３,８００円、収入未済額３

万円で、収納率にいたしましては９９.９％という形になっております。 

続きまして２節の滞納繰越金ですけれども、調定額６６万３,２００円に対しま

して、収入済額４７万９,５００円、収入未済額が１８万３,７００円、収納率７

２.３％という形になっております。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 続きまして、２項の固定資産税でございます。１目

の固定資産税、調定額、現年度課税分でございます。調定額２億６,６９２万３,

２００円に対しまして、収入未済額が２億４,２８９万５,８２５円でございます。

収入未済であった２,４０２万７,３７５円でございます。滞納人数につきまして、

１５８名でございます。これにつきましては、監査の意見にも書いてありますが、

特に固定資産税の収納率というのが非常に低うございます。要因としましては、

監査意見にもございましたが、大口の滞納部分につきまして、２,４０２万７,３

７５円の収入未済額の８０％を上回ります分の滞納で、固定資産税の収納率のほ

うが大幅に下がった要因でございます。 

 続きまして、滞納繰越分でございます。調定額が３,４５５万７,０７９円でご
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ざいます。収入済額が、９６２万２,３７６円、収入未済が２,４９３万４,７０３

円となっております。滞納者は１２８名でございます。これにつきましても、大

口滞納者が２口ほどございます。法人１件、個人１件ということで、この中でも

占める割合が４０％を超える滞納者がおりまして、収納率も下がっている状況で

ございます。 

 続きまして、２目の国有資産等所在町村交付金及び納付金でございます。調定

額が１６５万１,４００円に対しまして、収入済額同額でございます。こちらにい

たしましては高森町に所在します県、国の資産について国から交付金が落ちてく

るものでございまして、県の資産分が７０万円です。九州地方環境事務所が３万

９,２００円、それと九州森林管理署が９５万２,９００円という内訳になってお

ります。歳入につきましては以上でございます。 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係眞原です。３項、軽自動車税です。現年課

税分の調定済額１,９３１万２,５００円に対しまして、収入済額１,９０２万４,

１００円ということで、収納率９８.５％となっております。 

   続きまして、２２ページ、２３ページをお開きください。一番上になりますけ

れども軽自動車税滞納繰越分ということで、調定済額６９万８,２００円に対しま

して、収入済額２７万２,０７０円、収入未済額が４２万６,１３０円ということ

で、収納率といたしましては約３９％という形になっております。 

   続きまして、６項、たばこ税でございますけれども、こちらにつきましては調

定額が５,５４０万９,１１９円、収入済額も同額となっております。 

続きまして、５項、入湯税でございますけれども、現年課税分調定額１,４９８

万６,２３０円に対しまして収入済額１,３８５万５,９８０円、収入未済が１１３

万２５０円ということで、収納率といたしまして約９２.５％という形になってお

ります。 

続きまして、滞納繰越分ですけれども、調定額が２４０万４,４２０円に対しま

して収入済額２７万２,２２５円、収入未済が２１３万２,１９５円となっており

まして、収納率といたしまして１１.３％という形になっております。 

   続きまして、５０ページ、５１ページを。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） すみません。その前に４２ページ、４３ページをお

開きください。項の県補助金、目の総務費県補助金、節の４、地籍調査事業補助

金でございます。調定額４,１６９万２,５００円に対しまして、収入済額４,１６

９万２,５００円でございます。これにつきましては、昭和５４年から進めており

ます地籍調査事業の補助金ということで、県補助金ということでございます。 

以上です。 



 － 2 0 － 

○税務係長（眞原友紀君） はい、税務係眞原です。 

   ５０ページ、５１ページをお開きください。３項、県委託金の２目、総務費県

委託金、１節、県民税の徴収委託金ということでございまして、調定額、収入済

額同額ですけれども、８５７万５,４１４円という形になっております。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。 

５５ページをお開きください。上から３番目ですね、寄付金、５３万５,０００

円調定、収入済額も５３万５,０００円ですが、これはふるさと納税の寄付金と消

防団退団者の寄付金がここに入っております。ふるさと納税寄付金につきまして

は、昨年６件の５０万円の収入を受け入れております。 

   以上です。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） それでは歳出のほうを説明させてもらってよござい

ますか。補佐の佐伯でございます。よろしくお願いします。 

   ８０ページをお開きください。項の徴税費、目の税務総務費でございます。ま

ず、報酬でございます。節の報酬でございます。固定資産の評価委員さんが３名

おられまして、委員長５万６,０００円、委員が４万９,０００円２人ということ

で１５万４,０００円の出費をしています。 

   続いて、大きなものからご説明させていただきたいと思います。１１節の需用

費でございますが、これは主に納付書の印刷代とコピーのトナー代ということで、

２４万６,８６７円を支出させていただいております。１２節の役務費でございま

す。納付書発送に伴います郵便料、９７万８,０００円を支出しております。続き

まして、１３節の委託料でございます。支出済額は２９７万６,６３４円でござい

ます。これにつきましては、登記済の異動、字図の修正、及び地籍修正図の作成

費用としまして、２９７万６,８３４円を支出するものでございます。 

   固定資産のほうは以上でございます。 

○税務係長（眞原友紀君） 税務係眞原です。 

   ８２ページ、８３ページをお開きください。２目の賦課徴収費でございます。

主なものを説明させていただきます。１１節、需用費、予算額１３２万円に対し

まして、支出済額１３０万８,３５８円ということで、主なものにつきましては、

納付書の印刷代でございます。続きまして１２節の役務費でございますけれども、

予算額２８０万８,０００円に対しまして支出済額２７７万７,７４４円というこ

とで、これにつきましては納付書の郵便代それから口座振替の手数料、こういっ

たものになっております。続きまして１３節、委託料でございますけれども、２

５５万６,０００円の予算に対しまして支出済額２４１万５,１６８円ということ

で、これにつきましては各税のシステム変更それから特別復興支援対応データリ
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ングサービス等の各業務の委託料になっております。続きまして、３目、ふるさ

と納税費でございますけれども、こちらにつきまして報償費、１万５,０００円と

いうことで、１０万円以上寄附をいただいた方に対しまして５,０００円程度の謝

礼品をお送りさせていただくということで、その分の費用でございます。 

   税務係のほうにつきましては以上でございます。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

続きまして、地籍調査の説明をさせていただきたいと思います。資料９０ペー

ジ、９１ページをお開きください。それではご説明をいたします。７項の国土調

査費、１目の地籍調査費でございます。まず１節の報酬でございます。地籍の推

進委員さんの報酬として９７万９,６００円を支出しております。次ページをお開

きください。７節の賃金でございます。支出済額２９万７,０００円ということで、

臨時職員の賃金として支出をさせていただきました。続きまして、１１節の需用

費でございます。１０６万３,３７７円を支出させていただいています。これは事

務費のプリンターのトナー代非常に多ございまして、その分に充てさせていただ

いております。続きまして役務費でございます。４１万３０円の支出済額でござ

います。これは地籍の推進委員さんの保険料として支出させていただいておりま

す。続きまして、１３節の委託料でございます。５,０４０万円で、地籍測量委託

４.２８キロ平方メートルを行っております。続きまして、１４節の使用料及び賃

借料でございます。支出済額が１０９万７,６７３円でございます。これは地籍調

査の支援をするシステムパソコンのリース料として支払っております。続きまし

て、１８節の備品購入費でございます。本年、１７２万８,０９０円を支出してお

りますが、地籍調査に伴います軽車両の購入費として支出をさせていただいてお

ります。 

   以上でございます。 

○税務課長（沼田勝之君） 沼田です。 

以上で決算の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

税務課の一番のやっぱり解決せなん問題、緊急な課題は固定資産税の滞納問題

だというふうに私は思うわけですけれども、現年課税もそれから滞納繰越も未済

額を合わせますと５,０００万円、現年度の収入済額の約５分の１ということで２

割ぐらいにあたりますので、大口滞納者がおられるということで非常に厳しい面

があるかと思いますけれども、今後どういった取り組みをして滞納処分あたりを

されていかれるのかどうか聞きたいと思います。 
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○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。お願いいたします。 

   今、芹口委員からご質問ありました件でございますが、これは大きいところは

法人でございまして、実は３月の終わりに不動産につきましては熊本県が差押え

しております。で、翌月、４月の高森町もこの県の差押えにつきまして参加差押

えを介入しております。そのあとに今度は高森町のほうでこれは広域関係のお手

伝いをしてその分の動産は差し押さえ、９８点差し押さえておりまして、その使

用につきまして２カ月までを限度としてそれに対して更新をし、払わない場合に

はその動産について売りますよ、とういことでしております。まだまだいろいろ

としなければいけないところがあるんですけれども、その効果としまして今まで

全く納付がなかった部分について６月から３７０万円ほどの納付をいただいてお

ります。これと別に入湯税という税金もありましたので、これについては５０万

円をしております。最低でもお約束では毎月１００万円以上売上があった場合に

は２００万円、３００万円をしますということでどうにか履行していただいてい

るんですけどなかなか１年間分の１,８００万円を超す税金でございますので、こ

れにつきましては動産の売買等も含めまして厳しい対応をしていきたいというふ

うに考えており、県のほうも１１月をタイムリミットとして大きなアクションを

起こすという情報を言っております。引き続きましてこの大口滞納につきまして

は全課、全職員を挙げて徹底した徴収にまいりたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○税務課長（沼田勝之君） ちょっと補足をいたします。税務課長の沼田です。 

   今、補佐が話しましたように、税務課としても積極的にというかある程度強く

納税を促すということで、県北の収税課と一緒に来週ここの法人のほうに行きま

して、要は納入の金額の履行をまた強く迫りたいと思います。それとその駆け引

きとしまして先ほど補佐が言いましたが動産の差押えをしております。９月いっ

ぱいを期限としております。そこを駆け引きの材料として強く協議をしていって

一刻も早くこの状態を脱したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（立山広滋君） 後藤委員。 

○委員（後藤英範君） 保証人は取っていないの。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 補佐の佐伯でございます。 

税につきましては保証人等々付ける必要がございませんのでですね。そういっ

た形でうちのほうとしては動産あたり不動産の差押え等が法的に許されているも

のになります。 

○委員長（立山広滋君） 後藤委員。 
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○委員（後藤英範君） 何年も重なってきとっとよな、金額が大きいちゅうことは。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） 佐伯、補佐でございます。 

   これにつきましては２４年に法人が移行しまして２年ほどでございます。１年

が今言いましたように１,８００円を超える大きな額でございますので、今のとこ

ろ１年半ぐらいの滞納金額でございます。ですから当然、２６年度も同じく１,８

００万円きておりますので、これがどんどん重なっていけば大変な金額になりま

すので、先ほど申しましたようにいろいろな法的なものを駆使して完納にすると

言い聞かせて臨んでまいりますのでどうぞよろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） ほかに。芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） それではいろんな方策を取られると思いますけれども、いず

れにしましても固定資産税の中でも占める割合が大きいので、やはり税の公平性

からもですね、ぜひ解決していただきたい問題ですので、また１１月がタイムリ

ミットということであればまた１２月の議会の時でもまたこうして委員会の中で

報告をしていただきたいとも思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ。 

○税務課長（沼田勝之君） 税務課長の沼田です。今芹口委員からありましたように、

１２月にまた詳細な報告をできるようにまた努力をしていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんか。興梠委員。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

監査意見書の中にちょっと私が分からないところがあって、前年度発生の収入

未済額と現年度までの滞納繰越額の合計が当該年度調定額となるのはそのように

なっていないケースが発生しておるということを指摘されました。これはどの部

分を指しておられるんですか。 

○税務課長補佐（佐伯 実君） すみません、補佐佐伯でございます。 

これにつきましては、住民税に滞納繰越金関係でございます。これにつきまし

ては本来なら滞納繰越分がどんどんプラスしてその分が正確に上がっていくのが

本来なんですが、ご存じのとおり町県民税は県民税の仲介部分がございまして、

その按分率等々で非常に積み重なってその按分率を振替える部分でちょっと理解

不足だった部分がありまして、どうもきちんとした数字がもう出せないような、

不可能な状態というかですね、実は平成１５年からしておりまして、その積み重

ねで今、その指摘があってる部分でございます。今年も新年度の振替えの５月、

６月ですね、大変職員のほうも悩んで全職員を呼んで、いろんなことを聞き取り

調査をしたものでございますが、ただ数字が何年もかかって複雑に入り組んだ部
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分がありまして大変申し訳ないんですけど今、そういった状態でございます。こ

れはいずれかですね、数字的には間違いないんですけども按分率で数字が間違っ

ている、計上されている部分ですので、これは電算のところのいろいろ絡みがあ

りまして１回リセットさせていただいてご指摘のとおりきちんとした数字を滞納

繰越し分に上げる方策を講じていくというふうに考えております。よろしくお願

いします。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳

入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

   以上で、税務課に関連する付託案件については終了いたしました。税務課の皆

さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第８、それでは本委員会に付託されました総務課関連

の認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

   職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

   それでは総務課の説明を求めます。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長、佐藤です。それぞれの担当係長が説明をいた

します。 

○財政係長（岩下 徹君） はい、財政係の岩下です。 

   決算書の２６ページ、２７ページから順を追って説明いたします。２６、２７

ページで私のほうで歳入のところで２、３点ご説明をさせていただきたいと思い

ます。一番上のゴルフ場利用税交付金というのがございます。２５年度から５４

０万８,０００円ということでございますが、平成２４年度と比較しまして約２０

０万円ほど増えております。１.６倍ということでございます。これは本町にゴル

フ場がございまして、そのゴルフ場の利益率と言いますかその収入によって増減

されるものでございます。県税でございまして、県が徴収した分の７割が町に
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帰ってくるという仕組みになっております。ということでございますが、ちなみ

に平成２６年度につきましても、８月の段階で約２７０万円ほど入っておりまし

て、本年度もこのゴルフ場利用税交付金につきましては増加する見込みでござい

ます。そういうことでゴルフ場利用税交付金が上がっているということで、ゴル

フ場の景気とかですね、業績が良くなりますと固定資産税にも影響していかなん

ということで財政的には期待しているところでございます。それから、その一番

下のほうの第１０款の地方交付税でございます。決算の監査委員さんの報告にも

ございましたけれども、普通交付税で昨年から３,７００万円程、減額、特別交付

税で５,７００万円ほど減額ということで、特別交付税につきましては九州北部豪

雨災害の関係で納入が減ったということでございますが、若干普通交付税につき

ましては今後も２６年度も減額ということでございますので、今後もちょっと財

政運営には影響してくるかなというところで心配しているところでございます。 

○総務係長（二子石誠君） 総務係の二子石です。よろしくお願いします。 

歳出のほうの６４ページ、６５ページをお開きください。総務管理費、一般管

理費の１０節、交際費ですが、予算現額１２４万円に対しまして、支出済額９０

万３,６７０円、不用額が３３万６,３３０円となっております。これは町長交際

費になりまして、支出の予測等が不確定なもので、このように不用額が残ってお

ります。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係の岩下です。 

次のページをご覧ください。６６、６７ページでございます。第３項の財政管

理費、中段ほどでございます。ここで委託料といたしまして３４２万７,２００円

でございます。これは本年、公会計の整理ということで、財務４表、つまり貸借

対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書のこの４表の作

成の委託をしたものでございます。 

○総務係長（二子石誠君） 総務係二子石です。 

次の６８ページ、６９ページをご覧ください。財産管理費です。この７節、賃

金ですが、こちらのほうは予算現額５０万円に対して、支出済額２７万２,０４０

円で、不用額が２２万７,９６０円となりますが、こちらのほうは庁舎等町の財産

の維持管理費ということで何かあった時に雇って賃金を出すもので、このように

残っております。 

続きまして、次のページの７０、７１ページですが、高森総合センター管理費

の１節、需用費で３８１万５,０００円の予算現額に対して支出済額が３０９万６,

１８０円で不用額７１万８，８２０円となってますが、こちらは主に修繕費のほ

うが５７万６,５５７円不用額として残っておりますが、こちらのほうは総合セン
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ターの修繕費ということで急な修繕等に備えていつでも修繕をできるようにとい

うことでこのように残っております。続きまして、下のほうの車両管理費ですが、

１２節、役務費ですが、こちらのほうは予算現額が１６６万６,０００円に対しま

して、支出済額が１２１万４,８１９円ですが、不用額が４５万１,１８１円で、

こちらのほうは町の車両の保険や車検等の支払いでここから差し引くようになっ

ておりますが、一部担当課のほうで補助絡みの車がありまして、そちらの車は担

当課のほうから引いているということで今回このように不用額が出ております。 

続きまして、ページ数が飛びまして１４０ページ、１４１ページをお開きくだ

さい。消防費になりますが、この中の中段の非常備消防費でございます。こちら

は３節の職員手当等でございますが、予算現額１５９万円に対して、支出済額８

４万８,０００円、不用額が７４万２,０００円となっておりますが、こちらは災

害時とかのときに消防団員の出動されたときに手当として支給するものですが、

災害の予測が不可能なためこういったように残っております。 

続きまして、１４２ページ、１４３ページを開いてください。防災管理費の１

１節、需用費で、予算現額３１１万４,０００円に対しまして支出済額が２２６万

８,１１３円で、不用額が８４万５,８８７円となっておりますが、この中の主な

ものは修繕費で７３万円が出ております。こちらは防災無線が故障した際に防災

無線の自動放送装置ディスクの修繕をする必要があって、予備費から充用したの

ですが、部品が年度内に入らないということで、その分この修繕費が７３万円

残ったものでございます。 

次に、１５節の工事請負費ですが、予算現額が３,９０９万２,０００円、支出

済額１,４８０万円で、こちらのほうが２,４２９万２,０００円を繰り越しており

ます。こちらが風力・太陽光発電街路灯設置工事ですが、太陽光パネルが発注が

とても多いということで、納品が年度内にできないということで、事業を繰越し

ております。 

以上です。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係の岩下です。 

１６６ページと１６７ページをお開きください。第１１款、公債費につきまし

ては元金の額でございます。第１２款の諸支出金におきまして、財政調整基金の

財政調整基金費ということですが、１億４,２００万円ほどを財政調整基金に積み

立てをいたしました。こちら逆に歳入のほうで繰越、繰入金を３,３００万円ほど

繰り入れておりますので、平成２５年度中の増額が１億９００万円程度平成２５

年度分に財政調整基金が出ておりまして、現時点で１３億４,８００万円の財政調

整基金残高ということになりました。 
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   一つご報告でございますけれども、財政調整基金がここ数年でずっと増えてき

たということでございまして、やはり基金の運用のことを考えましたところ、現

在のままの定期預金でやっていくと運用利子があまりにも低すぎる、定期預金の

金利がだいたい０.１５％ぐらいということですので、２５年度の実績で１７８万

円の利子収入でございました。ということで、地方自治法ですとか地方財政法と

財政調整基金の条例等も活かしてこの６月に額面で４億５,０００万円の国債を購

入して運用を始めたところでございます。ちなみに利回りの利率が１.１％ですの

で、年間収入が４９５万円ということになります。１.１％の利回りということで

４億５,０００万円を運用することになりました。ということで財政調整基金の運

用についてご報告でございました。 

   続いて、次の１６８ページと１６９ページをお開きください。これは予備費で

ございます。監査委員からのご指摘にもございました、平成２５年度には７件、

総額で１,０２６万７,０００円の予備費の充用を行ったところでございます。財

政としましては充用する時点におきましてはやはり真にやむを得ないという判断

のもとで財政担当としては予備費の充用をしたというところで認識しております。 

今回の決算の報告について説明については以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） お諮りします。ちょうど１２時ですので、午後から開催し

てよろしいでしょうか、１時から。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。じゃあ、午後１時からまた再開いたしま

すのでよろしくお願いしておきます。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） はい、それでは総務常任委員会を再開いたします。 

   これから質疑を行います。質疑はありませんか。芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） ６５ページ、備品購入費。それから７１ページ、総合セン

ターの備品購入費。これはいつ何を買ったのかちょっとお尋ねしたいと思います

けれども。 

○総務係長（二子石誠君） 総務係、二子石です。 

   ６５ページの一般管理費の備品購入費ですが、これは平成２６年１月１日より

職員の出勤の際ですね、今までは印鑑を出勤簿に押していたんですけど、１月１

日よりタイムカードをによる登庁、出勤等管理を行うためにタイムカードレコー
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ダーを３台こちら購入をしております。それと、７１ページの高森総合センター

の備品購入費でございますが、そちらのほうは現在、今農業委員会として使うと

いう部屋が空調が壊れてまして、エアコンをこちらのほうで購入をしております。 

○委員長（立山広滋君） どうぞ、芹口委員。 

○委員（芹口誓彰君） これはなぜ尋ねたかと言いますと、全額予算流用で買っとる

わけです、両方。緊急の時には災害とか何とかであれば流用すると思うんですが、

これは全額買うた分予備で買えば予算書に載せないまま、何の予算審議もしない

ままこういった時にただ予算が執行されるということになりますので、緊急性が

ないものについては極力、予算書に計上して、予算の審議を経てその予算を執行

するような方向をとっていただきたいというふうに思っております。 

   それからもう１件は、これも同じですけども監査委員の指摘で予算の流用、今

後の予算の流用また予算の運用をしてその増とか減になっとる部分については監

査委員から指摘がしてありますけれども、６９ページ、これは財産管理費の使用

料及び賃借料のように、４万８,０００円持ってきて不用額が５万６,０００円と

いうことです。持ってきた額よりも大きい額が不用として残っとります。こう

いったことについてもちょっと気をつけていただきたいというふうに思います。

これはほかにも点々見受けられますけれども特に総務課は財政のほうも担当して

おりますので、ぜひそういうところについても気をつけていただきたいと思いま

す。 

   それからもう１点は監査の指摘の中で、監査意見書の１６ページの上のほう、

これは中ごろからですけども人的経費、物品費、補助費などの経費節減や、借入

金の繰上償還を実施ということで、このような項目は本来なかったと思いますけ

ども、監査委員のご指摘がしてありますが、これは借入金の繰上償還というのは

本当、難しかですね。予算書の中には期間の短縮とかまた低利に借り換えること

ができるというようなこともありますけれども、現実的には全くできないという

のが現状です。というのが低利に借り換えるということはやはりそういったこと

の利率を承知の上で借っとるわけですし、また期間を短縮する、繰上償還をすれ

ばそれだけ財政的に余裕があれば来年からの借りるとができないじゃないか、と

いうようなこともありますので、現実的には非常に難しい。これはやはり監査委

員さんのところに行って、これは難しい問題ですよとはっきり言ってこういった

指摘はされないような方法をとっていただきたいと思います。やはりさっき言う

た話でも言っとるようにそういった余裕があれば基金をですね、国債を買うとか

基金運用のほうで行うようなことのほうがより現実的ですので、そういった面に

ついても監査委員さんあたりも話してそういった指摘のほうは現実には難しいと
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はっきり申し上げていただいたほうがいいと思います。 

   以上、申し上げておきます。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係の岩下でございます。 

芹口委員、おっしゃられるとおりだと思います。流用の関係でございます。財

政としましても、流用、充用の時には、こと細かく説明を受けて、流用、充用後

にそれを執行する上で残が出ないか、そのあたりまで毎回確認はしているところ

でございますけれども、やはりそれが例えばばらばら５月に出て、７月に出て８

月に出てっていう同じ費目のほうで出ていったりする、そのポイント、ポイント

出ていく、過去のこととかが分からなくなったりする部分もありますが、その都

度確認するようにはしております。それと４万８,０００円の流用費の残額、５万

６,０００円という、これもその時点では残額は出ないということで確認はしてい

るんですが、コピーの使用料が年度過ぎて逆に払い過ぎてたっていうことで戻っ

てきてですね、そういうこともありまして結局その部分が想定できなかったとい

うことがあったりしてこういう結果になっている部分もございますが、財政とし

ては都度都度気をつけて対応させていただいているところでございます。 

   それから言われた繰上償還の関係ですけど、本当におっしゃられるとおりで借

り入れるということは財政的なところで借入れるということ、それと相手方がい

るわけで、繰り上げて償還すると利息の問題が出てきます。だから例えば言われ

るように繰上償還とか簡単にはできないという制度でもありますので、私が担当

して２年目ぐらいの時にも監査委員から言われたんですが、やっぱりそういうこ

とを一度お話したことがあるんですけれども、それでも返したほうがいいんじゃ

ないかということを言われた経緯もございます。また今回こういうふうに上がっ

てきてますので、そういう状況ですね、こういう制度なんですということをもう

一度お話はしてみたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長、佐藤です。 

   今財政係長がお答えをいたしましたとおりで、流用については私が課長補佐時

代も副委員長にはご指摘をいただきまして、流用が多すぎるのではないかという

ご指摘ありましたし、また全くその通りでありまして、今後も流用については十

分検討したうえで、真に必要なもの、急を要するものということで職員の意識を

高めていきたいというふうに思います。総務関係で２つ、先ほど副委員長のほう

から指摘がありましたけれども、１件は壊れた空調ということで理由もそれなり

に分かるものでありますけれども、タイムカードにつきましてはやはり購入につ
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いてはもう少し検討すべきだったというふうに考えております。それから、償還

金のことにつきましては、昨日私が報告第４号の中で償還金につきましては一時

的に返還できるものではないというような報告もさせていただいておりますので、

全くそのとおりであるというふうに考えます。いずれにいたしましても流用につ

いては再度、全庁的に意識を高めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願

いしたいと思います 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言ありませんか。後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。 

   先ほど、決算の説明で予備費の最終的な項目で説明があったんですけど、必要

やむを得なく流用したということで、そうだろうと思いますが、やはり監査指摘

でもあっておりますように、定例会議の間にも臨時会等々が今設けられておりま

す。必要があればやはり臨時会等にかけてもらいたいなということが一つ。それ

と今回の予備費で土木の災害復旧だと思うんですけど４２９万７,０００円と、非

常に大きな金額が予備費から充用されております。これもやむを得ないことだっ

たのかなとは思いますけど、やはりこういった大きな金額を予備費から充用する

ということになると先ほど芹口委員が言われたように予算書に何も出てこないと。

最終的に充用したという形になってきますので、注意をしていただきたいと。そ

れから先ほど総務係長が説明しましたけど、１４３ページの防災無線にもやはり

予備費の充用があってるんですよね。先ほどちょっと説明の中では不用額が８４

万５,０２０円と。これは要するにその修繕の部品が現在のところ調達できなくて、

不用額になったということであれば、工事はされてないわけでしょ、現在は。部

品が揃ってないということで。今年中には入らないというお話だったと思うんで

すけど。ということであればなおこれは予算にかけて、やはり計画するべきじゃ

ないかなと。要するにある程度見積出す中で、この部品が今あるかないかとかい

うのは決まってからだと思うんですよ。そうなれば普通の補正で対応して要する

に今年度中に終わらなかったから不用になったんでしょ。ということであればそ

ういう方向でやっぱりそういうふうな方向でとっていただいた方がいいかなと。

それからもう一つ私が思ったのは教育費なんですよ。教育費、同じページなんで

すけど１４５ページ。やはり予備費から充用されてますが負担金補助及び交付金

に充用されてるんですよね。こういうケースがおこりうるんですかどうかですね。

１４５ページ、これはその充用された時に理由は聞かれていると思うんですけど、

その項目で負担金補助及び交付金でこれだけ多く追加が出てくることがあるのか

どうかですね。先ほど言ったように災害とか何とかだったら予期できませんから
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そういったケースもあろうかと思うんですけど、これはただ単に要するに予算計

上ミスだったかどうかですよね。お願いします。 

○財政係長（岩下 徹君） 財政係の岩下でございます。まず、防災管理費関係につ

きましてはその時点では、予備費を充用する時点では調達可能というところで作

業を進めておりまして、その後実際必要があるとか事業を進めている中でちょっ

と厳しくなったという話をさせていただいております。今、言われました教育費

の関係でございますが、これは高森中学校の剣道部と吹奏楽部の九州大会出場と

全国大会出場に伴う助成金という形で負担金補助及び交付金のほうに予備費から

充用させていただいたというところでございます。そういう形で負担金補助及び

交付金での充用でございました。それから監査委員さんからの指摘で、安易な予

備費充用ということでもう一点ほど、これは直接監査委員さんから話を受けたこ

となんですが、これはこの予備費の７項目の中の２番目にあります３の１の７の

２８、これは後期高齢者医療の医療費でございまして、予備費を充用したのが３

月３１日で年度の最終日ということで、そうしますと４月以降になりまして、後

期高齢者医療の特別会計のほうの繰出金が担当のほうから不足するということが

申し入れがございました。その関係で予備費からの充用でしかちょっと対応がで

きない、２５年度の分を２６年度４月の後半ぐらいだったと思うんですが、最終

的に６７万７,０００円が特会の繰出金が不足していたということで対応せざるを

得なかったということでございます。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。はい、どうぞ。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐の後藤でございます。先ほどの１４３ペー

ジの防災管理費充用のほうの予備費充用ですけど防災無線の関係ですが、これは

今、財政係長が申しましたとおり確かに業者の中で結局入らなかったというのが

結論ではございますけども、それ事情としましてうちの型式が昭和６１年導入で

ございまして、要するに一般的には探してもそう簡単には見つからないもので

あったんですが、その当時としましてはあるっていうことで確約を得ておりまし

た。それがそもそも発生したのが２月だったんです、今年の。もう要するに全部

予算も終わってましたので、３月議会に上げる分が、でその後でしたので、もう

臨時会も何もなくて、これはもう予備費充用しか仕方がないという考えで予備費

充用ということでございました。で、この時に２カ所の不具合が生じていまして、

この８４万５,０００円の分につきましては、ハードディスクのほうが揃わなかっ

たということだったと思います。昨年２月６日だったですね。ということで最終

的にはぎりぎりまで待ったんですけどもどうしても揃いませんということで、業

者のほうから案内がありまして、それによって最終的にこういった不用額とした
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形で出てしまいました。 

以上であります。 

○委員長（立山広滋君） 後藤委員。 

○委員（後藤三治君） 後藤です。 

   今お聞きしましたので何も言うことはないですけれども、もう全然相当経過し

て耐用年数が経過している状況である、ましてこの状況で部品が入らなかったと

いうのは障害があったわけですよね。そういうことでこれはもう現在は戻ってい

るのかどうかと、今後の見通しですね。 

○総務課長補佐（後藤一寛君） 課長補佐、後藤でございます。 

   当面はですね、これは当然本年度において物が入るのであればその辺もお願い

しますということでそれは続けておりますけども、今後の見通しとしましては当

然、経年劣化の備品にしましてもかなりの数、出てきております。で、抜本的に

どうするのかという話を今もやっとる最中であります。ただ、こと防災に関しま

しては幾重にも方策を、手だてを持っておる必要があるということからアナログ

はアナログとして、デジタルはデジタルとして、また今ちょうど入られますＴＰ

Ｃ、高森ポイントチャンネルはポイントチャンネルの防災チャンネルとして、複

数の方向性を今検討はしております。ただいかんせんデジタル化にしましても、

デジタルは直接波ですので、要するに山後部とか山が多い地区についてはより中

継局がより多くいる、したがいまして今現在の見積を取っている段階で約５億円

かかるのは間違いないです。でもだからどうするかっていう二の足を踏んでいる

部分も多いです。で、そこでそれなりの事業なりを見つける方向がちょっと今は

急務かなという気はしております。今申しましたことが現段階での回答になりま

す。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳

入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○委員長（立山広滋君） 日程第９、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

総務課の説明を求めます。 

○財政係長（岩下 徹君） はい、財政係岩下でございます。 

一般会計予算書の７ページからお開きください。予算書、７ページの中段ほど

で、第１４款、国庫支出金のがんばる地域交付金でございます。これが本年度の

高森町への交付金の額が出ておりまして、９２１万２,０００円の増額ということ

で、がんばる地域交付金につきましてはトータルで２,６４２万４,０００円とい

う額で決定しております。次のページを見ていただきまして、８ページ中段ほど

の繰入金でございます。基金からの繰入でございまして、財政調整基金からの繰

入れでございます。今回の予算で、予算調整のために６,１６１万６,０００円を

財政調整基金のほうから繰り入れるということで計上させていただきました。次

の第１９款、繰越金です。平成２５年度からの繰越金の額が確定ということで、

昨年度は２４から２５の繰越が、１億４,０００万円ほどございました。その前の

年も９,０００数百万円ほどございました。そういう過去３年ほどの原因を見てみ

ますと、当初予算で８,０００万円の繰越金を見ておりましたけども、結果的に６,

３２５万８,０００円の繰出金から繰り越していることになりましたもんですから、

この繰越金の１,６７４万２,０００円減額をさせていただいております。 

○総務係長（二子石誠君） 総務係二子石です。 

   ９ページをご覧ください。歳出のほうになりますが、２款の総務費の中の１、

一般管理費ですが、これ委託料で人事評価研修委託料としまして６万円計上して

おります。これは今年度より人事評価制度を導入に伴いまして面接者ですね、係

長以上の面接者の研修をするための委託料です。その次に１９節、負担金補助及

び交付金ですが、３７万円。これは昨年度から実施しております、西原村、南阿

蘇村、高森町の３町村の職員交流負担金として組ませていただいております。次

に下の１７、交通安全対策費でございます。１１節の需用費の食料費で２万８,０

００円、これは交通安全の県民大会が阿蘇市のほうで今年開催されますが、こち

らのほうに動員が決まっておりまして、こちらに出られる方の弁当代を計上させ

ていただいております。それと１４節の使用料及び賃借料でこれも同じく交通安

全県民大会の参加でバスを借り上げまして、中型バス２台分の費用をこちらで計

上させていただいております。 

続きまして、１３ページをご覧ください。８款の５、消防費でございます。こ

ちらの非常時消防費の１１節、需用費、消耗品のほうで３８万８,０００円を計上

しておりますが、これは当初機能別団員の法被、ヘルメット、長靴を２５点で見



 － 3 4 － 

込んでおりましたが、実際長靴代が本年度５０名ほど加盟しておりますので、残

りの２５名分の消耗品を計上しております。その下が消防施設費の１９節、負担

金補助及び交付金ですが、こちらは横町区のほうで消火施設整備事業、また上在

等々でも消火施設整備事業ということで予算を組んでおりましたが、事業費の変

更がありまして事業費が増えたことに伴いまして負担金の額もその分増やして計

上させていただいております。 

   以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５８号、平成２６年度高森町一般会

計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

   以上で、総務課に関連する付託案件については終了いたしました。総務課の皆

さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１０、それでは本委員会に付託されました政策推進

課関連の認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。まず、認定第１号。平成２５年度高森町一般会計歳入歳出決算の

認定について説明を求めます。 

   職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。それ

では政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（東 幸祐君） はい、政策推進課長、東です。本日はよろしくお願

いします。それでは歳入のほうからそれぞれ担当係長から説明申し上げます。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係今吉です。 

歳入のほうからご説明いたします。３６ページをお開きください。３６ページ

の１４款の国庫支出金の中の２項、国庫補助金、２目、総務費国庫補助金の中の

１節、過疎地域等自立活性化推進交付金の８００万円ありますけども、こちらの

ほうは２６年も繰り越しておりまして、現在山と森の暮らし研究会ということで
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事業のほうを行っております。その下の１節の過疎地域等自立活性化推進交付金

で５００万円ありますが、こちらのほうはツーリズムビジネス研究会の実践事業

としまして品質の高い農産物の出荷体制に関する調査や、特産品産出に関する調

査等を行いました。 

４９ページをお開きください。この中の６目、商工費県補助金、１節、緊急雇

用創出基金事業としまして５５５万８,６４８円ですが、こちらのほうは今政策推

進課のほうで雇用しておりますツーリズムビジネス研究員としての職員の大野氏

の賃金というふうになっております。それとその下の地域づくりチャレンジ推進

事業補助金を１５７万円ですが、こちらのほうはわくわくドキドキ体験交流促進

事業としまして、観光客の呼び込みとかを図るためにキャッチ型イベントの企画

やリーフレットの作成等を行いました。その下の３節、商工振興費の部分の５３

万８,０００円ですが、こちらのほうは県から補助をいただきまして商工会のほう

で放送設備のほうを購入しております。 

まちづくり係は以上になります。 

○政策推進課長（東 幸祐君） それでは、引き続き歳出をお願いします。 

○政策調整係長（緒方久哉君） 政策調整係の緒方です。よろしくお願いいたします。 

   まず、６４ページをお開きください。項１、総務管理費、目２、文書広報費の

中で、主な事業費につきまして６７ページになります。節１５、工事請負費、９

９２万３,０００円、こちらは自主放送番組スタジオ及び編集室の工事費になりま

す。 

続きまして７２ページをお開きください。目１１、企画費になります。こちら

の中で最も大きなものは１９、負担金補助及び交付金の５億４,０００万円のうち、

５億が情報推進基盤整備事業に対する補助金ということで、高森光ネット（株）

に支払っております。 

続きまして７４ページ、目１３、電算費の中で不用額が２０万円以上のものに

ついてご説明申し上げます。まず１２、役務費。不用額２２万９,６２０円となっ

ていますが、こちらにつきましては確定申告の際に出張所等の出先機関でパソコ

ンを使って申告するためにいろんなＬＡＮ等の設置代、そういったものあります

けれども、今回そのいろいろの電算表なんかの事業の見直しということで合理化

を図るためにうちのほうで新たに入った職員を１人配置して一緒に作業をさせま

した。その分で向こうから上がってくる出来高の請求額について不用額をこれだ

け落とすことができたということです。続きまして、１３、委託料につきまして

も、不用額４１万２８８円でございます。こちらにつきましても合理化というこ

とで以前、行政システムのほうで管理委託等をしておりましたけれども、今回高
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森光ネットワーク会社というのの中にイプスライドという人吉市の会社で専門会

社がございます。こちらにネットワークを移行したときに最終的にその変更業務

の中にそういった変更の委託料についても組むことができましたので、こちらの

不用額が２５万１,０００円減額することができました。続きまして節１４、使用

料及び賃借料につきましては２３万４,００４円が発生しております。こちらにつ

きましては庁舎内で使っておりますパソコンがＸＰからＯＳの変更ということで、

ウィンドウズ７に移しましたけれども、こちら全世界的に公開ということになり

ましたので、圧倒的にその供給量が少なくなりましたので、不用額として２３万

４,０００円が浮いたんですけども、今当初のほうでこちらの設定等できましたの

で、これについてはもうおよそ変更は全て終わっております。 

   政策調整、以前の情報管理含めて担当として私のほうでご説明申し上げました。

私のほうでは以上です。 

○政策推進課長補佐（古澤要介君） ７８ページ、エネルギー対策費です。１９節、

負担金補助及び交付金で、２０万１,０００円の不用が出ておりますが、太陽光発

電及びペレットストーブの施設の補助金でございます。太陽光が１６件、ペレッ

トが１３件となっておりますが、最終補正までにあと２件ほどペレットストーブ

の予約分を残して３月までに２０万１,０００円の不用額が発生しております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係、今吉です。 

   歳出のほうで説明させていただきます。７３ページを開いてください。企画費

の中の１３節、委託費なんですけども、この金額の主なものとしましては高森町

観光立町推進計画の策定業務の委託料としまして支出しております。 

  ８０ページをお開きください。２１目、過疎集落等自立再生緊急対策事業費で、

５１８万２,６２２円ですけども、これは先ほどお話しましたツーリズムビジネス

研究事業としまして実施しております。 

次は１２７ページをお開きください。６款、商工費、１項、商工費の中の２目

商工振興費、１５節、工事請負費ですけども、こちらのほうも４８８万２,５００

円方は、その下の負担金補助で２,６５９万３,２５０円上がっておりますけども、

下のほうについては商工会の街路灯組合のほうにＬＥＤ街路灯の設置の費用とし

まして補助を出しています。それに合わせまして高森小学校通学路の方のスクー

ルゾーンのほうにＬＥＤ街路灯のほうを設置しましたので、その金額としまして

上げております。それと観光費の中の７節、賃金で不用額が５３万３,７３０円に

なっておりますが、こちらは高森峠千年桜祭の協力金徴収員分と交通整理人員分

の賃金になりますけども、出勤日数等が天候等を考慮した費用を最終的に見込め

なかったために不用額が出ております。 
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１２８ページをお開きください。１１節の需用費になります。こちらのほうも

４３万８,４４６円不用額が出ておりますが、こちらのほうは観光施設の光熱費に

なります。冬季の悪天候により予算のばらつきが例年ありまして、最終時点では

見込めなかったために不用額のほうが出ております。 

 以上になります。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。これから質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町一般会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１１、次に認定第１号、平成２５年度高森町鉄道経

営対策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定について、政策推進課の説明を求め

ます。 

○政策推進課長（東 幸祐君）課長の東です。 

３１２ページをお開きください。鉄道会計につきましては２月の最終調整で自

治体基金３０万１００円、民間基金３万３,８３５円という形で、基金の調整とい

う形で行っております。歳入、歳出につきましては利子及び配当金という形で３

３万４,０００円です。歳入、歳出は、事業自体があっておりませんので、その調

整でございます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町鉄道経営
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対策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１２、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計

補正予算についてを議題とします。政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（東 幸祐君） 課長、東です。 

  それでは歳入のほうから順を追って担当係長のほうから説明申し上げます。 

○政策推進課長補佐（古澤要介君） 歳入、県補助金。８ページになります。県補助

金、６目、商工費県補助金になります。地域づくり夢チャレンジ事業の採択を受

けましたので、５８万５,０００円の増額をお願いするものです。歳入について以

上です。 

○政策調整係長（緒方久哉君） 政策調整係の緒方です。こちらの７ページへお戻り

ください。款１４、国庫支出金、項２、国庫補助金、目２、総務費国庫補助金に

つきまして補正額５８０万２,０００円を計上しております。こちらにつきまして

は、後ほど歳出のほうでご説明申し上げますが、高森町が農水省の所管の美しい

農村再生支援事業ということで、今回事業採択の認定を受けましたので、こちら

について計上させていただいております。歳出の件については後ほどご説明をさ

せていただきます。 

以上です。 

○政策推進課長補佐（古澤要介君） ９ページをお開きください。総務管理費、１２

目、地域振興費、阿蘇千年祭助成金で１７３万８,０００円の増額でございます。

主なものはテント等リース料、２４万７,０００円、花火の開催、１００万円、印

刷製本費、２４万４,０００円、牛深ハイヤ関連の賄い費等々で２０万５,０００

円でございます。 

   以上でございます。 

○政策推進課長（東 幸祐君） 同じく９ページですね。２０の情報管理費です。旅

費のほうからいきます。４６万円ほど計上しております。これは栃木県の芳賀町

に視察研修に行くということで当初２名分を計上しておりましたが、追加しまし

て４５万９,２００円を増額しております。続きまして、需用費ですね。３万円。

これはスタジオ用のマイクでございます。スタジオと編集室とのやり取りを行い

ますのでそのマイクになります。委託料７２０万円、これは今回今、職員が２名

でカメラワークから編集やっておりますが、どうしてもちょっと人員が不足する
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ということで専門の編集を２名配置する予定でございます。６０万円の１２月と

いう形で７２０万円を計上しております。で、備品購入費９６万７,０００円を計

上しておりますが、今カメラですね、専用のカメラが２台あります。そのカメラ

のケースを購入いたします。これが８万円。それと下のモニターですね、編集し

たのを返して観るテレビを２台、７０万円です。それと１０ページになりますが、

外付けのハードディスクドライブ、これは保存用ですね、映像を撮ったものを保

存するディスクです。これが１８万６,１００円。今民放の局のＯＢの方からアド

バイスを受けてやっているところですが、どうしてもこれだけは最低限いるとい

う形で今回計上をいたしております。 

以上です。 

○政策調整係長（緒方久哉君） 政策調整係の緒方です。今回、項の２２、政策推進

費ということで新たに設けていただいております。補正額、歳入と同額、５８０

万２,０００円になります。これは１００％全額補助の農水省の補助となりますの

で同額となっております。こちらの計画につきましては、先ほどお配りいたしま

した資料があるということでそちらで説明させていただきます。まずこちらの事

業については今年度と来年度までの２カ年計画となっております。その目的とい

たしましては、本町含む阿蘇地域が認定を受けた世界農業遺産の趣旨と意義を唱

え、平成２６年３月に策定した高森町新農業プランを今回の活動計画のマスター

プラン、基本計画として位置づけ、情報推進基盤の活用等により本町でしかでき

ない、高森町的な全住民レベルでの草地景観に対する事業で、また農業等の啓発

活動を実施し、阿蘇地域における先駆的事例として展開いたします。こちらにつ

きましては九州の中では本町と大分県が今のところ計画の認定を受けているそう

です。世界農業遺産につきましては趣旨の中で草原の維持再生に関わる農業者の

生産活動や貴重な草原性動植物の保全、また美しい草原、農村景観の維持、農村

祭事がいきづく伝統文化等の継承ということで、こちらの趣旨と意義を踏まえて

全町民運動として啓発活動等やっていくためのきっかけづくりとしてこの計画を

活用させていきたいと思っております。２カ年の概要になります。こちら下の１

から４まで数字を付けておりますが、こちらを２年かけてやる計画となっており

ます。まず、ＴＰＣで流す放送番組とあと児童向けの番組も含めまして、９４５

万円、こちら備品等含めましてその金額となっております。こちらについては食

い付きというかですね、番組としての波及効果が良くなるように例えば森高千里

さんであるとかそういったレベルの超有名な、全国的に有名なタレントさん、熊

本出身の方をお呼びして、町内、高森町の専門の番組をですね、また広報用とし

て町外にも広めていく。また同じく素材を使って児童向けの学習番組２０分程度
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をちょっと概要版みたいなものをお作りして自主放送と学校現場で活用しようと

いうことになっております。またきっかけづくりとして新年の１月に今度は全戸

に対して草地保全であるとか、いわゆる高森の世界農業遺産の素材といいますか

そういったものを活用したカレンダーを作って全戸に配ってその中で啓発活動と

して使用しようと思っております。また、草地保全学習教材制作につきましては、

こちらは紙芝居になります。こちらは特にまだ小さいお子さんに情操教育的な啓

発活動をやっていこうということで、紙芝居を製作するということです。食育啓

発の実施ということで、学校給食を利用してこちらに書いてありますように、給

食において前原牧野内で繁殖、肥育一貫経営により生産された赤牛を学校給食の

素材として提供して草地とまた赤牛との関係について安全な食につながる阿蘇の

農業、畜産業というものを意識づけて啓発活動に活かしていこうと思っておりま

す。この中で２カ年、このうち１年目が５８０万２,０００円という計上になりま

す。 

以上です。 

○政策推進課長（東 幸祐君） はい、課長の東です。ただいま２６年度補正の歳入

歳出ですね、ご説明申し上げました。以上でございます。 

○委員長（立山広滋君） はい。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５８号、平成２６年度高森町一般会

計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、政策推進課に関連する付託案件については終了いたしました。政策推

進課の皆さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１３、ただいまから所管事務の閉会中の継続調査に

ついて審議いたします。閉会中の継続調査については、１．行財政の運営に関す

る事項、２．地域振興に関する事項、３．町有財産の管理に関する事項、４．町

税に関する事項、５．防災に関する事項、６．地籍調査に関する事項、７．商工
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の振興に関する事項、８．観光の振興に関する事項、以上、８事項を閉会中の継

続調査事項とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで総務常任委員会を閉会いたします。お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後 ２時３０分 
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平成２６年第３回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２６年９月１２日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。定足数に達しましたので、文教厚生

常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、まず本委員会に付託されました、住民福祉課関

連の認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題

とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、住民福祉課の説明を求めます。よろしくお願いします。 

○住民福祉課長（阿南一也君） おはようございます。住民福祉課の阿南です。 

決算の報告につきましては、決算書のページごとに説明したいと思いますので、

よろしくお願いします。 

それでは、よろしくお願いします。 

各担当係長より説明させたいと思います。よろしくお願いします。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。よろしくお願いします。 

２９ページをお願いいたします。 

歳入予算の１２款負担金及び負担金の第２項負担金、第３目の民生負担金の第

３節児童福祉費負担金現年分ですけれども、２２万８,０００円の収入未済額があ

ります。これは高森保育園に入所されている児童の方の分の保育料の未納分です。

この分は繰り越しをしております。 

続きまして、３１ページをお願いいたします。こちらは１３款の使用料及び手

数料、第１項の使用料の民生費の第２節児童福祉施設使用料現年分ですけれども、

こちらは公立保育園の保育料の未納分となっております。７万１,０００円となっ

ております。 

以上です。 

○住民係長（芹口孝直君） 住民福祉課、芹口です。 

３２ページをお開きください。 

第１３款、第２項手数料、２目総務費手数料の第２節臨時運行許可申請手数料

ですが、こちら特に収入未済等はございません。 
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次のページの３４ページをお開きください。次の第３節、第４節、第５節です

が、各種証明手数料、収入済額が５５万７,４００円、第４節の戸籍住民基本台帳

手数料、収入済額が２５８万８００円、印鑑証明手数料６３万５,６００円、収入

未済等はございません。 

４０ページをお開きください。 

第１４款国庫支出金、第３項国庫委託金、第２目総務費国庫委託金の第１節中

長期在留者住宅地届出等事務委託費、こちらは収入済額が１５万１,０００円、収

入未済等はございません。 

次のページ、４２ページをお開きください。 

第１５款県支出金、第２項県補助金、第２目総務費県補助金の第１節人口動態

事務補助金ですが、こちら収入済額が１万６,５７９円で、収入未済額等はござい

ません。 

すみません。以上です。 

○住民福祉課長補佐（丸山雄平君） 改めまして課長補佐の丸山です。 

５１ページをお開きください。 

１５款県支出金のうち３県委託金、３民生費県委託金のうち１の人権啓発活動

事業委託金が４７万３,０００円、これは満額入っております。 

続きまして、５７ページをお開きください。 

２０款の諸収入の中で３の貸付金元利収入ですが、１貸付金元利収入のうち、

２住宅新築資金貸付金元利収入、これは調定額が３３万５,３３０円に対しまして、

収入未済額が満額３３万５,３３０円残っております。これについては、この納入

者が次にあります過年度分についての支払いを先行して支払いをされておりまし

て、年間大体５０万円近くを支払われておりますので、現年分については大体払

おうと思えば払っていけますが、過年度分のほうの支払いを先行されております

関係で３３万５,３３０円はそのまま残った形になっております。 

続きまして、３の住宅新築資金貸付金元利収入過年度分ですが、今申し上げま

した分も含めて調定額２,５１８万６,３６７円に対しまして、収入済額が９９万

８,０００円です。収入未済額が２,４１８円８,３６７円ございますが、これは長

期にわたります滞納がございまして鋭意皆様のほうの努力をいただいて、収入の

ほうも毎年大体１００万円近くは上がってきておりますので、将来的には解消で

きるものというふうに思ってはおります。ただし、一部の方が何年かにわたって

滞納が収入のほうに入ってきていない方がいらっしゃいますので、９月１日付で

催告等をして鋭意分納等についても相談に応じますということで通知を差し上げ

ております。 
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続きまして、同じく項４雑入、目雑入、節雑入のほうに全体額で、雑入額の内

訳の部分に入りますので細かくは決算書に載っておりませんが、１６３円分が私

たちの係のほうの分で雑入に入っております。この分につきましては、運動団体

への助成金のうち利子が付いた分については払い戻していただくことになってお

りますので、その分について雑入で受け入れております。 

歳入については以上です。 

○住民係長（芹口孝直君） 住民福祉課、芹口です。 

同じく５８ページの第２０款諸収入、第４項雑入、第２目雑入の第３節証紙売

りさばき手数料、こちら調定額９,４５０円に対しまして同額となっております。 

以上です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 歳入につきましては、以上になります。 

続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。同じくページを追って担

当係長より説明させていただきます。 

○住民係長（芹口孝直君） 住民福祉課、芹口です。 

歳出につきまして説明させていただきます。８４ページをお開きください。 

第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費、第３目の戸籍住民基本台帳費です

が、こちら２０万円以上を超える不用額があるものは特にございません。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

９４、９５ページをお開けください。 

第３款第１項第１目の社会福祉総務費でございますけれども、１１節の需用費

で２３万６,０４４円の不用額があります。こちらは内訳としまして消耗品が１８

万４,１０７円、燃料費が４,０３７円、食料費が２万９,９００円、修繕料が１万

８,０００円となっております。不用となった理由といたしましては、地域支え合

い事業としまして災害時に町内の各老人施設と役場のほうを停電とか電話線が切

断された場合でも連絡がとれように無線機を設置しております。その無線機を非

常時でも稼働できるように太陽光の発電をして、そこでバッテリーで電気を蓄え

ていつでも使えるような状態にしております。その機器関係の消耗品としてこの

１８万４,０００円を一応残していたようなことです。 

あと、その次の１９節の負担金補助及び交付金ですけれども、こちらの３４８

万８,５１６円の不用額につきましては、社会福祉協議会の休職者の職員の人件費

の分です。こちらは平成２６年５月３１日付で町の口座のほうに戻し入れがして

あります。 

続きまして第２目の障害福祉費の第１３節委託料で７６万１,８４１円の不用額
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があります。こちらは更生医療などの障害者の診療報酬の分となっておりまして、

更生医療につきましては、突発的に発生するものでありまして、高額の医療費が

かさむものでありますので、これは仕方ないものと思われます。 

以上です。 

○住民福祉課長補佐（丸山雄平君） 課長補佐の丸山です。 

引き続きまして９９ページをお開きください。 

民生費の中で社会福祉費９の同和対策費のところですが、大体予定どおりの支

出ができておりますので２０万円を超える不用額の発生はありませんでした。 

引き続き１０１ページをお開きください。 

１０目の地域改善施設費ですが、こちらのほうも見られたとおりで２０万円を

超えるような不用額は発生しませず、予定どおりの支出ができたものと思われま

す。 

続きまして１１目の男女共同参画推進費ですが、こちらのほうも不用額等につ

いては１万円を超えるものもありませんので予定どおりの支出ができました。 

以上です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

続きまして１０２ページ、１０３ページをお開けください。 

同じく第２項の児童福祉費、第１目の児童福祉総務費のほうですけれども、この

第１２節の役務費で３２万２,０００円の不用額が生じております。こちらは子ど

も・子育てアンケート調査の際の郵送料の分として一応残しておりましたが、ほ

かの他の課の補助事業とかの絡みで郵便料が賄われたということでこの分は不用

となっております。 

次の１３節の委託料ですけれども、２８９万５,０００円の明許繰越費がありま

す。こちらは子育て支援の新制度施行に伴う現行の電算システムの改修委託料と

なっておりまして、２５年度中に契約をしまして２６年度に事業繰越をしており

ます。 

続きまして第２０節の扶助費ですけれども、２５万円の不用額が生じておりま

す。こちらは出生祝金の分でございまして、一応年度内３月３１日までに出生予

定者の子どもさんの分で予算を計上しておりましたので請求がある予定でしたの

で残しておりました。 

続きまして１０４ページ、１０５ページをお開けください。 

こちらは同じく第４目の児童福祉施設費のほうで１３節の委託料ですけれども、

明許繰越費で４１８万円の明許繰越費があります。こちらは高森町立色見保育園

の工事施工に伴う管理業務の委託料です。こちらも年度内に契約をいたしまして
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２６年度に事業繰越をしております。同じく続きまして１５節の工事請負費です

けれども、こちらが１億８０万７,０００円の明許繰越をしておりまして、こちら

は先ほどの色見保育園の建築本体工事の分で事業繰越をさせていただいておりま

す。 

続きまして１０６ページ、１０７ページをお開けください。 

第６目の高森東保育園費のほうで第１３節委託料で４０万４,４２０円の不用額

が生じておりますが、こちらは園児を送迎する際のタクシーの添乗員の委託料で

ございます。冬場に大雪が降ってタクシーが出なかった分と、あとタクシー添乗

員の方が体調不良とか所用によりまして添乗をお休みされる場合があります。そ

ういう場合は東保育園の保育士のほうで対応しておりますので、その分の不用額

が生じたと思われます。１４節の使用料及び賃借料につきましても３８万７,６５

０円の不用額が生じております。こちらは送迎タクシーの使用料として予算計上

していたものでありまして、同じく大雪とかでタクシーが出なかった分の経費が

不用額として残っているものであります。 

以上です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課の阿南です。 

以上で、歳入歳出２５年度分の決算を報告させていただきました。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○委員（三森義高君） ５７ページをお願いしたいと思いますが、毎年のことでござ

いますが、住宅新築資金貸付金が２５年度過年度分、要するにさっきの説明があ

りましたように払っていかれている人はいいとして、要するに全然入っていない、

その人たちに毎年毎年同じような説明をしとっていきよってどうなるのか。結局

払っていない人ばかりなら問題ないが払っている人もおる、全然入れていない人、

その部分をどう対処をしていくのか、そこらあたりはしっかりやっていかんと監

査の中でも出ておりますけれども、そこらあたりが不公平がないようにしとかん

と、特に行政の立場というものがありますので、そこらあたりはしっかりと受け

止めていただきたいと思いますが、どんなでしょうか。 

○住民福祉課長補佐（丸山雄平君） 課長補佐の丸山です。 

今の質問に完全な答えはちょっと難しいと思いますけれども、今現在お支払い

をいただいている方たちも鋭意努力されて、もう本当に無理な生活が苦しい中お

支払いをいただいている状況でございます。今、指摘のありました実際に支払い

がなかなかされていない方たちに対してどうかということですが、お一人につい

てはここ２、３年前ぐらいに一度支払いをされた後、やはり生活的に苦しくてし
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ばらく滞っている状態があるようですので、先ほど申し上げましたように９月１

日付で催告状は出しておりますが、その後分納等についての相談はまだあってお

りませんので１カ月、２カ月ぐらいはちょっと様子を見させていただいた上で直

接のお話し合いをしたいなというふうには考えております。もうお一方について

はかなり遠方においでですので、ご親戚の方等を通じてでもお話ができればとい

うふうには考えておりますが、現時点では具体的にはっきりはどういうふうにし

ていいものかというのは、まだ考えていないのが現状でございます。以前の担当

者等との打ち合わせをした上で連絡が取れるように計らいたいなというふうには

今考えております。 

以上です。 

○委員（三森義高君） 三森です、９番か。先ほども言っていなかったかな。説明は

大体毎年決算のときは同じ説明たいね。そこらをどうとか前向きな取り組みを課

長はじめやっていただきたいなと思います。そうしないと本当にこういう資金は

なかなか不公平があってはならん、この部分については特にですね、どこも一緒

ですけれども、そこらあたりはしっかり受け止めていただかんと、ただその時そ

の時の釈明じゃ本当に前に進まん。そこらあたりをしっかりと執行部あたりとも

検討されてやっていただきたいと思います。お願いしておきます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課の阿南です。 

はい。今、９番の三森委員が言われましたように、毎年同じような言葉になっ

ておりますので、本年度中はそれこそ私も含めて課長補佐といっぺん全然納めて

いらっしゃらないところの家庭等を訪問して事情聴取をしたいと思いますので、

ということで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

先ほど説明があった２９ページの２２万８,０００円、高森保育園の未納分、そ

れと３１ページ、７万１,０００円、公立保育園の未納分、高森保育園が何名い

らっしゃるのですか。それと公立保育園は１つの公立保育園ですか、２つ合わせ

て何名かいらっしゃるのですか。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。内訳につきましては、ちょっと資料

を持ってきていませんでしたのであれですけれども、公立保育園につきましては、

２園ともおられます。はい。この滞納繰越額ですけれども、２６年度に入りまし

て児童手当の第１回目の支給のときに直接この滞納者の方とお話をさせていただ

きまして、何人かはそこで片付いた方もいらっしゃいます。もう一つは債務整理

をされて還付金が生じたということで、その還付金で大口の滞納者がなくなりま

した。人数につきましては、昨年が３０名近くいらっしゃったのですけれども、
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この２５年度の繰越分につきましては、２０名弱でした。公立と私立を合わせま

して２０名弱です。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何か。どうぞ。 

○委員（宇藤康博君） １番、宇藤です。 

先ほど説明がございました出生祝金の詳細と昨年との比較、これはどのように

なっておりますか。よろしくお願いします。 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。出生祝金の分ですけれども、人数的

には第１子が２５年度の実績で１６名。１０２ページ、１０３ページです。よろ

しいですか。第１子の方が１６名、１人当たり５万円となります。第２子の方が

８名、お一人当たり１０万円となります。第３子の方が１７名、お一人当たり２

０万円となります。昨年度の実績と比べまして、ちょっとはっきりと覚えており

ませんけれども、金額的には確か出生されている方が増えていると思います、金

額的にはですね。不用額はそれだけ減っているということですね、はい。 

○委員（三森義高君） できるなら資料ば持ってきて、確認したほうがよかっじゃな

か、せっかくの説明ですのでお願いします。 

○委員長（後藤三治君） 今、委員さんからそういう意見でございますので、先ほど

の滞納繰越金と併せて、できるなら資料がありますなら取りに行ってもらって結

構です。 

○福祉係長（岩下雅広君） 今ですか。はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何か。 

○委員（立山広滋君） 直接関係ありませんけれども、今の質問に関連して、これは

年度じゃなくて年で大体の数字が出ていると思いますけれども、各年各年の死亡

者数と出生は統計か何かとってありますか。 

○住民係長（芹口孝直君） 住民係、芹口です。 

各月ごとにもとっておりますし、年度ごとでもとっております。 

○委員（立山広滋君） 立山です。年度ごととっているというなら年もわかるたいな。

例えば去年の１月から１２月まで何人産まれて何人の方が亡くなられたという。

これは何か一覧表か何か資料はありますか。 

○住民係長（芹口孝直君） すみません。ちょっと作らないと、その年ごとというこ

とであれば。 

○委員（立山広滋君） 年度でもいいですので。 

○委員長（後藤三治君） 年度ごとはありますか。 

○住民係長（芹口孝直君） 月ごとでしか、すみません、今のところないです。 
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○委員長（後藤三治君） 月ごとで。 

○住民係長（芹口孝直君） はい。月ごとで作っています。 

○委員長（後藤三治君） それを提出できるなら提出してもらうとよかたいな。 

今、質問があったことは担当課のほうで資料として作ってください。よろしく

お願いします。 

ほかに何かございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから、本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、議案第５３号、高森町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課長の阿南です。 

私のほうから説明させていただきます。 

先ほど配りました資料に基づきまして、子ども・子育て支援新制度の概要につ

いてご説明申し上げます。 

１ページの一番上に書いてありますけれども、出生率に歯止めをかけるべく子

どもを生み育てやすい社会の創立を目指して制度は成立されました。これにつき

ましては、平成２７年４月の制度導入となる予定になっております。制度の主な

目的につきましては、１つ、質の高い幼児の教育、保育を総合的に提供する、２

つ目に地域の子育ての一層の充実、３、待機児童の解消。地域の保育の支援とい

うのが大きな目的でございます。 

２番目に新制度の概要ということで書いてありまして、要約いたしますと、こ

の新制度は消費税の引き上げによるものを財源といたしまして、１つ、待機児童

の解消の部分に充てられます。それと保育士さんの配置等について大きく対応さ

れるものであります。下のほうに箱書きで書いてあります。１号、２号、３号と

ありまして、何かこれは介護保険と同じような感じに感じますけれども、一応介
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護保険と同じような形で認定を受けるような形になります。今までは基本的には

補助制度になっていましたけれども、今度から給付制度のほうに移行されます。

その関係でこちらに書いてありますとおりに１号、２号、３号認定という形で認

定されまして、それぞれ保育園、幼稚園、認定こども園という形に入所するとこ

ろが振り分けられる形になります。しかしながら、私たちの町につきましては、

幸い待機児童がおりませんので、そんなに混乱はないと思われます。 

続きまして２ページをお願いいたします。 

第５３号におきましては、家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準という

形で今回条例を定めております。 

３ページをお開き願います。 

この制度につきまして条例を今回３本設けました。先ほど言いましたように一

番上に家庭的保育事業の設備、それから第５４号につきまして特定教育、それか

ら第５５号につきまして放課後保育という形で３本の条例をお願いしております。

条例定めておりますけれども、基本的には国が定める基準をうちのほうはもって

きておりますので全然町独自の基準というのは設けておりません。 

５ページに移っていただきまして、家庭的保育事業のこの条例を簡単な箇条書

きに定めております。先ほどから申し上げておりますように国基準案がありまし

て、一番右に高森町の基準の条例をつくっております。真ん中に従うとか参酌と

かありますけれども、一応国の基準をそのままもってきた形にしております。こ

の制度の運用につきましては、後ほど帰られて見ていただけるとわかりやすいよ

うに私たち説明しておりますのでよろしくお願いします。簡単ではございますが、

説明させていただきます。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５３号、高森町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第３、議案第５４号、高森町特定教育保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題としま

す。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課、阿南です。 

資料の９ページをお開きください。 

こちらのほうにも書いてありますとおりに、国基準の案と高森町基準というこ

とで持ってきております。一応基本的に全部国の基準をそのまま持ってきており

ますので、そういうことでよろしくお願いしたいと思いします。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明がありましたが、先ほど５３号で大まかな説

明されまして、これは先ほども言われましたように３条例とも同じ要件での設置

になります。説明が非常に少なかったと思いますが、何かご質疑はありませんか。 

○委員（三森義高君） ９番、三森です。 

今、説明がありましたけれども、施設に関して従来の施設とこの事業の運営に

関する中での施設は対応はどんなですかね、基準は。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 基準は基本的には変わりありません。 

○委員（三森義高君） ほとんど変わりない。 

○住民福祉課長（阿南一也君） はい。ほとんど変わりありません。そうですね、今、

この言ってるあれですよね、これはほとんど変わりありません。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（三森義高君） 特に調理関係とかそういう場所は大体基準どおり今もやって

あろうけんね。 

○住民福祉課長（阿南一也君） そうです。でなければ認定が下りませんので。 

○委員（三森義高君） それは基準どおりにこれには入っているということですね。 

○住民福祉課長（阿南一也君） そうです。すべて国の基準にあわせていますので、

それに基づかないとだめですので、それを厳しくするのは構わないのですけれど

も、それよりも甘くすることはできませんので一応国の基準を参考にさせていた

だいております。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） これから、本案について採決します。議案第５４号、高森

町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第４、議案第５５号、高森町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課の阿南です。 

先ほどと同じように１８ページをお開きください。 

こちらのほうにも国の基準案と高森町基準条例ということで書いております。

こちらに書いてありますとおりに国の基準のとおりということにしております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５５号、高森町放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第５、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

それでは、住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 住民福祉課の阿南です。 

予算書に基づきまして、ページ数を追いまして各担当係長よりご説明を申し上

げます。 



 － 1 2 － 

○福祉係長（岩下雅広君） 福祉係、岩下です。 

補正予算書７ページをお願いいたします。 

１４款、第１項、第３目の民生費国庫負担金で第７節臨時福祉給付金というこ

とで１,１６５万７,０００円を増額補正を計上させていただいております。これ

は臨時福祉給付金の対象者が当初１,０００人を見込んでおりました。ところが平

成２６年度の所得の確定によりまして支給対象とされる町民税の均等割の非課税

対象者が約２,０００名おられることが確定しております。その方たちにすべてに

臨時福祉給付金を申請を受け付けてからの支給になりますが、支給する可能性が

ありますのでその分の予算を今回増額補正させていただいております。この費用

に関しましては、全額国庫負担でくる予定です。歳入は以上です。 

続きまして歳出の１０ページをお開けください。 

第３款、第１項、第１目の社会福祉総務費の１９節負担金補助及び交付金です

けれども、こちらが先ほど歳入で増額補正させていただきました金額をそのまま

歳出のほうでも計上させていただいております。内容につきましては、先ほどの

説明と一緒ですけれども、対象者が先ほど約２,０００名と申しましたけれども、

実際、申請該当者件数を調べましたところ２,０４２件の方がいらっしゃいます。

７月末までの申請を１回受け付けまして、そこで８月８日の日に第１回目の支給

をしております。その方が９５４件の方に支給をしております。８月１日から８

月末までの申請件数が４８５件あっております。残り６０３件の申請がある見込

みですので、この１件当たりに対象者の方が複数いらっしゃる可能性があります。

中にはお一人で１件という方もいらっしゃいますので、その数はちょっと集計が

できませんでしたので、これまでの実績に伴いまして約１.３倍ということで掛け

させていただいて、それに１人当たり１万円の金額を掛けております。それでこ

の金額を算出しております。 

以上です。 

○住民福祉課長（阿南一也君） 以上が今回補正をお願いした分でございます。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということでございますので、続いて討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから、本案について採決しま

す。議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補正予算については、原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 

住民福祉課の皆さん、お疲れさまでした。 

お諮りいたします。 

ここで休憩を取りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 午前１１時から再開したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４８分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 全委員お揃いですので再開したいと思います。 

日程第６、それでは、本委員会に付託されました健康推進課関連の認定第１号、

平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

まず、平成２５年度高森町一般会計歳入歳出決算について健康推進課の説明を

求めます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、健康推進課の説明をお願いいたします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） おはようございます。健康推進課長の馬原でござい

ます。 

一応、決算書のページに基づきまして説明させていきますので、担当はそれぞ

れ替わるかと思うのですが、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、説明に

入らせていただきます。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。決算書の２８、２９ページ

のほうをお開きください、一般会計の。 

下のほうになりますが、老人福祉費負担金、現年度分として４０４万３,４９３

円、養護老人ホームの入所者の負担金として歳入をしております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 続きまして健康推進係、野中です。 

３１ページです。衛生費負担金の第２節健康増進事業健康審査負担金というこ

とで、これはがん検診の個人負担金として２２４万６,６００円歳入しております。 

続きまして３節の健康審査負担金、これは３９歳以下の検診及び骨、腹部超音

波検診の個人負担金として１１６万１,９００円歳入しております。 
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○国民健康保険係長（石田昌司君） 健康推進課、石田です。 

３４、３５ページをお開きください。 

国民健康保険関係をご説明させていただきます。第１４款国庫支出金の第４節

保険基盤安定負担金３８０万５,１９０円ですが、これは低所得者に応じて保険料

の一定割合を補てんするもので、国が２分の１を負担するものです。 

続きまして４０、４１ページをお開きください。 

第１５款、県支出金の第３目の民生費県負担金の第３節保険基盤安定負担金５,

２９９万５,１０３円ですが、これは健康保険分が２,８７７万３,２９５円と後期

高齢者医療分が２,４２２万１,８０８円、これを合わせた額で県の負担が国民健

康保険が支援分で４分の１、軽減分で４分の３、後期高齢者医療が４分の３が県

の負担となっています。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

４４、４５ページをお開きください。 

１００万円以上の歳入ではありませんでしたが、一番下の２９節在宅サービス

提供体制モデルづくり事業補助金として、これは野尻、津留方面に充てました山

間地の地域のサービスといいますか、地域等在宅サービス提供体制モデルづくり

事業というのを２５年度実施しまして、それに係る補助金として９０万円を歳入

しております。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係、石田です。 

５６、５７ページをお開きください。 

第２０款の諸収入、第２節雑入ですが、この中の３５９万２,７５４円、これは

国保関連の歳入となっております。これは平成２４年度の後期高齢者医療給付金、

負担金の返納分となっています。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

次は、歳出のほうに入りたいと思います。９６、９７ページをお開きください。 

本当多いですので主なものについてご説明申し上げます。 

４目の老人福祉費、１３節委託料、これにつきましては救急通報装置システム

の委託とか在宅介護支援の通所事業とかの委託事業費として１５２万７,７６０円

歳出しております。 

１８節備品購入費ですが、これは先ほど言いました山間地域の事業のほうで送

迎車を購入しました分として１５７万５０円歳出しております。 

次が、１９負担金補助及び交付金ですが、これにつきましては阿蘇広域行政事

務組合とか老人クラブ連合会にうちのほうから負担金と、あと補助金として交付

している分で８６６万４,００８円歳出しております。 
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２０節扶助費につきましては、養護老人ホーム湯の里荘なのですが、入所者に

係る老人保護措置費として２,７８９万６,４２１円歳出しております。 

続きまして、飛びまして９８、９９のほうをお開きください。 

一番上の２８節繰出金として、これは介護保険に係る給付費とか、うちの介護

予防事業とかに対する一般会計から介護保険の特会のほうに繰り出す分として１

億１,２９８万７,５０７円を歳出しております。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 健康推進課国民健康保険係、石田です。 

第７目の後期高齢者医療事務費の第１９節負担金補助及び交付金の９,８８３万

４,５００円ですが、これは後期高齢者医療広域連合に支払った負担金で、療養費

分と事務費分となっております。 

次の第２８節の繰出金ですが、こちらは後ほど後期高齢者医療特別会計のほう

でご説明いたします。 

第８目国民健康保険事業費の第２８節繰出金、こちらのほうも後ほど国民健康

保険特別会計のほうでご説明いたします。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

１１１ページです。 

４款衛生費の１目保健衛生総務費の１３節委託料です。これは２０歳から３０

歳代の検診、それから骨、腹部超音波検診の検診料として４３９万８,２２０円支

出しております。 

それから２目予防費の１１節需用費です。１２１万９,３９６円、これは予防接

種のワクチン代として支出しております。 

同じく１３節委託料です。これも予防接種の料金として１,３２２万９,４４０

円の支出になっています。 

１１節の不用額のところに５３万８,６０４円、これもワクチン代で最初の補正

までにその後の接種料が、接種見込みが推測できませんで不用額として上がって

います。 

それから１３節の委託料も同じく今後の接種分未定のために不用額として１１

１万３,５６０円上がっています。 

それから２０節扶助費、これはインフルエンザを町外で接種した人に対する扶

助費なのですが、これも見込みが未定のために３３万３,８００円不用額として上

げております。 

続きまして、３目の健康増進費です。１３節委託料、これはがん検診、それか

ら生活習慣病の２次の精密検査代として委託してある分で８９０万１,８２２円支

出しております。 
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続きまして、１１３ページです。 

５目の母子保健費、１３節委託料です。これは妊婦健診の委託料として３８６

万５,６５０円支出しております。これも最終的な検診の受検者が見込めませんで

したので不用額として４６万２,３５０円出しております。 

２０節扶助費、これは子ども医療費の払い戻しとして１,４４２万８,７９７円

支出しております。 

以上です。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原です。 

以上で、歳入歳出につきまして説明を終わらせていただきます。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

はい、どうぞ。 

○委員（宇藤康博君） １番、宇藤です。先ほど説明ございましたページ４５の在宅

介護モデル事業ですか、その詳細を教えていただきたいと思います。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原です。 

前年度私が担当しておりましたので、今の担当に代わりまして私のほうで説明

させていただきます。これにつきましては、一応高齢者の方が今後は在宅で老後

を過ごしてもらうことを目的として、体制モデルづくり事業というのが県で補助

事業として行われております。一応モデルづくり事業なものですから要はいろい

ろ先進的な事例として試みてくださいというようなもので、高森の場合が一応野

尻、草部地区の中で野尻地区を中心として朋遊館にお風呂があります関係で朋遊

館の施設を拠点として何かやれないかということで社協と協議をいたしまして、

あそこでサロン事業を一応今やっているところでございます。その中で９０万円

につきましては、送迎用の車両を含む事業費の半分、２分の１を県のほうから補

助金としていただいているところでございます。ちなみに今現在のところ、週１

回毎週大体火曜日を主に行っております。地区別に分けまして津留、野尻が１回、

尾下、河原が１回、それから以前行っておりました「どぎゃん会」という認知症

の機能回復が１回、それから北部地区がちょっと距離がありますけれども送迎が

可能だということで北部地区のほうも行っております。ということで週１回の月

４回行っております。昨年の１１月から実施いたしまして、２５年度実績として

大体２６０名の参加ですね。それから２６年度が４月から８月末までで２７９名

ということで大体平均すると１回当たり１７、１８名ぐらいの参加になっており

ます。実際であれば各地域でサロン事業を実施するのを推進するのが簡単といい

ますか、事業としては広がりやすいのですけれども、今回はモデル事業というこ

とで、そういった部分で核とした施設を利用してという部分で県と協議をいたし
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まして実施を行っております。 

先ほどちょっと説明が漏れておりますけれども、施設の整備ということで段差

はないのですけれども手すりがなかったということで手すりを付けたりいたしま

して施設の中でも転倒防止とかに心がけてやっているところでございます。一応

事業実施主体は今のところ社協を中心としてボランティアさんとか民生委員さん、

それから地元の協力委員さんあたりで行っているところでございます。そこにう

ちのほうとしても保健師を派遣したりとか栄養士を派遣したりということで参加

者の健康管理についても気を付けているところでございます。 

以上です。 

○委員（宇藤康博君） もう１点いいですか。ページ９３の先ほど説明ございました

けれども、緊急連絡システムですね、今、どのような形の緊急連絡のシステムな

のかを教えていただきたいと思います。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原です。 

これも昨年度担当しておりましたので、私のほうで詳細を説明させていただき

ます。 

緊急装置につきましては、消防署のほうに一応電話番号を登録いたしまして、

ボタン１つで消防署のほうに連絡がいくというシステムでございます。ただ、緊

急通報装置ですけれども、消防署に連絡をしたからといって救急車がすぐ来るわ

けではなく、消防署に登録してある連絡員さんのほうにこういった通報がありま

したので様子を見てくださいということで様子を見に行っていただいて、それで

必要であれば救急車等を派遣するということですね。ですから、ただどこにでも

通報装置を置けるかというとそういうわけではなくて、緊急の疾患を持っている

方、心疾患とかそういった方である程度、高齢者のお一人暮らしとか、そういっ

た方で一応これについても全世帯ではなく、ある程度制限を持ちましてこちらの

ほうでいろいろ事情をお伺いいたしまして、それで一応やっているところでござ

います。今、それに代わるものとして高森ポイントチャンネルですね、そちらの

ほうにも見守りサービスというものがございます。そちらのほうは光のケーブル

を使いまして本人の移動とか電気器具に対するスイッチが入ったりとか、それに

も緊急的なメールを送る部分とかいうサービスがございます。一応緊急通報装置

と合わせて今住民の方にご紹介をしているところではございます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） これで質疑を終わります。 
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続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから、本件について採決しま

す。認定第１号、平成２５年度高森町一般会計歳入歳出決算の認定については認

定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 次に、平成２５年度高森町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について。 

健康推進課の説明を求めます。よろしくお願いします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

今から３会計、特別会計について決算についてご説明させていただきます。た

だ、特別会計でございますので、ある程度目的がはっきりしております。ただ、

その中で支出の大きいものについてこちらのほうで選んで説明させていただきま

すので、ご了承いただきたいと思います。 

では、担当のほうから説明を行わせます。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係の石田です。 

平成２５年度高森町国民健康保険歳入歳出決算についてご説明させていただき

ます。１８４、１８５ページをお開きください。 

第１款国民健康保険税、第１目一般被保険者国民健康保険税、第１節医療給付

費分現年課税分は１億２,３８６万７,７６６円の収入がありまして、収納率９５.

６３％、滞納者１１０名となっております。 

第２節後期高齢者支援金分現年課税分は３,０２９万２,３５３円の収入があり

まして、収納率９５.６３％、滞納者１１０名となっています。 

第３節介護納付金分現年課税分は１,４８５万７,７０７円の収入がありまして、

収納率９４.９５％、滞納者７８名となっています。 

第４節医療給付費滞納繰越分は６５５万１,２０６円の収入がありまして、収納

率１１.５％、滞納者１８６名となっています。 

第５節後期高齢者支援金分滞納繰越分は１３４万１,１０９円の収入がありまし

て、収納率１８.７４％、滞納者１４４名となっています。 

第６節介護納付金分滞納繰越分は９０万１,２５７円の収入がありまして、収納

率１４.０９％、滞納者１３４名となっています。 

続きまして、第２目退職被保険者国民健康保険税、第１節医療給付費分現年課
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税分は７００万４,４００円の収入がありまして、収納率９８.０９％、滞納者４

名となっています。 

第２節後期高齢者支援金分現年課税分は１６９万３６０円の収入がありまして、

収納率９８.０７％、滞納者４名となっています。 

第３節介護納付金分現年課税分は１５９万３,７８４円の収入がありまして、収

納率９８.０９％、滞納者３名となっています。 

第４節医療給付費滞納繰越分は３３万１,３１９円の収入がありまして、収納率

１８.０３％、滞納者８名となっています。 

第５節後期高齢者支援金分滞納繰越分は６万３,５３１円の収入がありまして、

収納率２８.８０％、滞納者６名となっています。 

第６節介護納付金分滞納繰越分は６万９８円の収入がありまして、収納率２３.

７８％、滞納者８名となっています。 

続きまして、１８６ページ、１８７ページをお開きください。 

第４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目療養給付費等負担金の第１節の

現年度は２億１,７２９万４,５３５円の収入がありまして、こちらは保険給付費

をもとに国からの負担金となっております。 

第２項国庫補助金、第１目財政調整交付金の第１節の普通調整交付金は９,４３

２万７,０００円の収入がありまして、これは市町村間の財政力の不均衡などを調

整するために国から交付されるものです。 

続きまして、１８８ページ、１８９ページをお開きください。 

第５款療養給付費等交付金の第１節現年度は３,８４４万１,０００円の収入が

ありまして、これは退職被保険者に係る医療費が社会保険診療報酬支払基金から

交付されるものです。 

第６款前期高齢者交付金、第１節現年度は２億１,１５９万３,９８９円の収入

がありまして、これは前期高齢者に係る医療費が社会保険診療報酬支払基金から

交付されるものです。 

１９０、１９１ページをお開きください。 

第７款の県支出金、第２項県補助金、第１目財政調整交付金の第１節普通調整

交付金は５,４６９万１,０００円の収入がありまして、これは市町村間の財政力

の不均衡などを調整するために県から交付されるものです。 

続きまして、第８款共同事業交付金、第１節高額医療費交付金は１,９３４万６

６７円の収入がありまして、これは高額な医療費発生による国保財源の急激な影

響の緩和を図るため国保連合会から交付されるものです。 

第２節保険財政共同安定化事業交付金は１億４,４５３万１,１４７円の収入が
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ありまして、これは市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るために

国保連合会から交付されるものです。 

第１０款繰入金、第１目一般会計繰入金の第１節保険基盤安定繰入金は国民健

康保険税の軽減相当分を一般会計から繰り入れるもので４,３４３万７,９８０円

を繰り入れました。 

１９２、１９３ページをお開きください。 

第３節の財政安定化支援事業繰入金４,２００万円は、法定内繰入金として１,

７００万円、法定外繰入金として２,５００万円を繰り入れました。 

第１１款繰越金、第１節その他繰越金６,５７４万８,０４８円、これは平成２

４年度の国民健康保険の特別会計からの繰越金となっております。 

１９６、１９７ページをお開きください。 

第１２款の第１節の弁償金ですが、これは横領事件での弁償金として２５年度

は８万円の入金がありました。残金が９,２８３万７８３円となっております。 

続きまして、歳出のほうに移らせていただきます。 

２００、２０１ページをお開きください。 

第２款保険給付費、第１目一般被保険者療養給付費は一般被保険者の診療報酬

として国保連合会に６億１８０万２,７７９円を支払いました。 

第２目退職被保険者療養給付費は退職被保険者の診療報酬として国保連合会に

支払ったもので２,９８２万３,６４３円を支払いました。 

２０２、２０３ページをお開きください。 

第２項の高額療養費、第１目一般被保険者高額療養費は一般被保険者の高額療

養費該当者への払い戻しとして８,４５０万６,７８０円を支出しました。 

２０４、２０５ページをお開きください。 

第３款後期高齢者支援金等、第１目の後期高齢者支援金は国民健康保険税の後

期高齢者支援金分として社会保険診療報酬支払基金に１億３,８９０万２,０６８

円を支出しました。 

２０６、２０７ページをお開きください。 

第５款介護納付金は国民健康保険税の介護納付金分として社会保険診療報酬支

払基金に６,５０１万１,５５１円を支出しました。 

続いて第６款共同事業拠出金、第１目共同事業医療費拠出金は高額な医療費発

生による国保財政の急激な影響の緩和を図るための負担金として２,１５５万９,

５９１円を国保連合会のほうに支出しました。 

第２目保険財政共同安定化事業拠出金は市町村の国保間の保険料の平準化、財

政の安定化を図るための負担金として国保連合会のほうに１億２,２４２万３,０
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４２円を支出しました。 

２１０、２１１ページをお開きください。 

第１０款諸支出金、第３目一般被保険者償還金は平成２４年度の国民健康保険

療養給付費等負担金の交付確定による返還金として２,１９９万７,１２４円を熊

本県のほうに返還しました。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（後藤三治君） ただいま、説明が終わりましたので、これから質疑を受け

たいと思います。質疑は何かございませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○委員（宇藤康博君） １番、宇藤です。ページ１９７の件でございますが、この８

万円の収入となっておりますが、かなりの金額が残っているのですが、今後の対

応は。よろしくお願いします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

現在、本人さんと面談した場合、本人さんが糖尿病からくる体調不良もありま

して、入退院の繰り返し、それから白内障の手術等をされていましてなかなか仕

事が思うように就けないという部分があります。後ほど報告しようと思っている

のですが、実は９月の頭に竹田市のほうに転出されております。この理由といた

しましては、非常に生活が困窮しておりまして、高森のほうで生活するのは厳し

いという部分で竹田市のほうにお身内の方もいらっしゃるという部分と、あとは

国のほうから若干の保護をどうにかしたいという部分と、その辺をお考えで一応

竹田のほうに転出されております。一応高森のほうに町のほうで差押えしており

ます家屋敷、それから田んぼ、山林ございます。今後はちょっとご本人さんとも

協議を続けながら、うちの顧問弁護士もおりますので、その辺を含めて競売のほ

うも視野に入れていきたいと思っております。ただ、相続が一部まだ未了なもの

ですから、お兄さんともご相談させていただきまして、早急なる相続の手続きと

その後の競売についてもお話をさせていただきたいと思っております。収入につ

きましては、そういった事情で、今後もちょっと非常に厳しいのではないかと

思っております。ただ、これで幕引きというわけではなくて一応収入が終わって

いない部分の一部として競売を一つの方法と考えておりまして、それが終わった

あとに今後についてはご本人及びご家族の方、ご親族の方と協議をさせていただ

きたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 私のほうからいいですか。今の件ですが、後藤です。仕事

しよると。 
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○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

仕事は荻町のほうでお身内の方が養豚業をなさっておられまして、そちらのほ

うに雇っていただいているという形らしいんですよ。ですから、休みながらでも

来ていいよということで、行くのは行きよるということで本人はおっしゃってい

ます。ただ、長時間の立っての作業が困難だったりとか、やっぱり運転が距離が

長いので厳しいという部分もあって、一つはそれもあって転出をされたところも

ございます。ですから、お身内の方が今度は近くになられましたので、その部分

で若干の仕事に行く上での負担は減ったのではないかと。あとは体調不良を治し

ていく病院も多分今後は竹田のほうでかかられると思います。そうすると野尻か

ら熊本まで行くよりも近くなりますので、本人の負担も若干は減るのではないか

と思っております。ですから、仕事についてはできるだけやりますという本人は

そういった意思でおられますので、その意思は尊重したいと思っております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かご質疑ありませんか。 

私のほうからもう一つお願いします。後藤です。 

監査意見書の中で高額療養費の支払基金貸付金ということで、これはここのこ

とだろうと思うんですけれども、従前は５００万円の基金を持っていたけれども、

ほとんどの活用がなかったということで今年から１００万円に落としたんですよ

ね。落としたところ、今度は借られた方がおられるのですね。その方が未納とい

うことで、その辺をちょっとご説明していただけないかなと思います。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

前年度の担当者だったので私のほうから説明させていただきたいと思います。 

高額医療費の貸付金につきましては、平成２０年度からずっと２５年度にかけ

まして貸し付けの実績はゼロでした。それもありまして、監査委員の指摘があり

まして、もうゼロならこの際なくしたらどうかという話がありましたが、今、ゼ

ロになったという理由がありまして、それは限度額認定証というものが交付され

るようになりまして、それを持っていれば高額医療費分は負担しなくて済むとい

う制度があります。それを交付するようになったおかげで貸付の制度がゼロに

なったという経緯がありまして、ですが、限度額認定証というのがあくまでも滞

納がある方には発行しないという決まりがありまして、それがありましたので今

まである方については納めてからしか発行できませんとか断って当たり前に出し

て、普通に高額医療費の払い戻しを受けてくださいという形とかでいろいろ指導

しておりましたお陰でずっと２５年度にかかるまでは貸付実績はありませんでし

た。ですが、今回１件ちょっと高額な滞納がある方でおりまして、どうしても困
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るという、生命にかかわる危険もありましたので、話がありましたのでその方に

ついては確定申告自体もまだしていない、だからちゃんとするということでして

くださいと言うけれども緊急でどうしてもというお話でしたので、協議した結果

もうやむを得ない、生命の危険あたりもありますので、そういうのも鑑みました

ところで特別に今回は貸付基金のほうを利用して貸し付けという形で利用があり

ました。それについての貸し付けでしたのですが、いろいろ治療にも関わらず本

人さんはお亡くなりになられたんですが、それについて今度は確定申告していた

だかないとこの方が高額医療費の自己負担金額が確定しない。ですから、確定申

告をやってくださいよという話をしておりまして、この前やっとやったと思いま

したら違う年度の確定申告をやっとやったぐらいなもので、当該年度の平成２４

年度の確定申告をするべきですよということで、またお伝えしたのですが、２４

年度は亡くなった方がいろいろやっていらっしゃったというのもあって、いろい

ろわからないところがあって、あと資料が紛失しているとかそういうともあって

からですね、すみません、もうしばらく待ってくださいという話で話が合ってお

りまして今まで確定申告が終わっていないためにそちらの高額療養費の払戻額が

確定しないために貸し付けの精算が終わっていないという状況に今なっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

この世帯はどういう世帯ですか。１人、２人。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

奥さんと旦那さんの２人で事業をやっていらっしゃった。今もやっていらっ

しゃいますけれども、世帯です。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

使われた方はお亡くなりになった。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

そうです。奥さんのほうが亡くなられました。 

○委員長（後藤三治君） この基金での救済も必要だろうと思うばってん、生活状況

が非常に厳しいのであれば保護という方法もあるわけたいな。保護になると医療

費はこちらの方は入れんでいいわけだけん、そっちのほうの指導はできなかった

のかたい。結果的に今までそういうことで申告して、納税しない人はそういうの

を発行してなかったわけだろう。やむを得ず発行したというのはわかるばってん

たい、結果的に今度は取れんごつなったんだろう。その辺が経緯がまだ見えんけ

ん、もう少し詳しく説明していただけますか。 
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○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

この方は事業というのが清掃業です。夫婦でやっていらっしゃいまして、景気

がいいときもありまして、あれのときは結構事業というか所得が上がっているこ

ともあります。本人さん自体も病気がちでなかなか仕事が行けないということが

あって、最近は低迷していたみたいで、それもありまして国保保険税あたりも滞

納が大分していたという経緯があっております。ただ、本人さん自体今でも仕事

をしていらっしゃいますし、ちなみに奥さんが亡くなられたことで生命保険料が

出ましたもので、今現在は、滞納はすべて一掃されています。ですので、それが

もっと早ければ限度額認定証が出せたと思いますが、当時滞納したという経緯も

ありまして、そのときは出せなかったというのがあります。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

今、滞納額は全額生命保険で賄ったということで、高額療養費の返還は、そう

いう処理をせんとできんわけ。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

一応、本人さんには高額療養費の払い戻し、それ以前にも高額療養費は大分

払っているみたいなのですよ。何カ月もかかって放射線治療とかかなり高額な医

療を受けていらっしゃいまして一部につきとても払えないところがありまして、

そのときどうしても制度を利用させていただきたいという話がありました。です

ので、高額医療費の払い戻しがもし受けられたとした、申告が終わってですね、

したら結構な額の払い戻しがあると思っております。それがないと本人さんは返

せないということで話になっています。 

○委員長（後藤三治君） 委員はおわかりですか、今の内容で。 

ちょっとお願いします。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原です。 

私も一応元の担当から話をいろいろ聞き及びましてご説明させていただいたわ

けなのですけれども、先ほど言いましたとおり、現在は限度額認定というものが

あるものですから、ある程度所得に応じて払う金額が決まっております。ただ、

それは先ほど言いましたとおり未納がある方についてはとりあえず原則として限

度額認定証は出さないと。この方についてはそういったことで簡単に払える額の

未納ではなかったものですからプラス医療費がかかっていたということで、じゃ、

限度額認定証は出せませんという話になって。じゃ、高額の貸し付けにしましょ

うということで、状態としてもう急を要するということで限度額認定のほうを貸

し付けしたわけですね。原則的にはそれを申告すれば限度額認定の部分の段階度

が決まりますので、その段階が決まれば、要は限度額認定と一緒である程度自分
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の負担分が決まります。そうすると、それ以上のものについては払い戻しがある

ということですね。この方についても、これは憶測ですけれども、今の状況から

いえば申告が終われば限度額認定が認められて払い戻しがあると、それで今回の

高額療養費の返還というのは十分足りるだろうという、今は計算が成り立ってい

るわけなのですよ。ですから、本人に申告をしていただかないと限度額認定をす

る上での段階が決まらないから、それで申告をしてくださいという話になってい

るわけですね、今は。貸し付けしていただくときには、もう向こうも奥さんの生

命的な危機が急を要することだったものですから、そういった部分でお願いされ

ている、町としてもそういったことであればということでちょっと情状酌量では

ないのですけれども、そういった要望をしているところもあったりしているもの

ですから、そういった部分でお互いの信頼のもとに一応このときには貸し付けと

いうのをやっているわけですね。今後はそれに基づいて信頼関係がありますもの

ですから申告をしていただければこの限度額が確定して高額療養費の返還も済む

という計画にはなっているのですけれども、いかんせん奥さんがまだ生きてい

らっしゃった頃会計、経理をしていらっしゃった関係でその分の詳細がなかなか

把握できないということです。ただ、会社の法人税の申告は終わっているみたい

なのですよ、２４年度分が。ですから、それに基づく今度は個人の申告をしてい

ただければいいだけなのですけれども、まだそこに着手されていないというのが

ちょっと問題点があります。うちのほうもちょっと再三連絡はしているみたいな

のですけれど、ちょっとすみません、電話でしか連絡をしていないものですから

これについては私たちのほうも対応にちょっと足りないところがあると思います。

ですから、やっぱり面談をしてその分の何でこれが必要なのかという分とかそう

いった分を説明いたしまして、これまでの流れとか、そういった部分を説明して

早急に解決するような形でやっていかなければいけないというふうに思っており

ます。これは先日の監査のときにもそのような指摘があっております。ですから、

今後はとりあえず申告をなされないのであれば、この貸し付けた分を現金でこち

らに返していってほしいと。将来的に高額療養費の返還があれば、それはもうご

本人にいくことになりますからということで、ですから２つの選択でお願いした

いというふうにはちょっと考えております。ですから、一つとしては先ほど言い

ましたとおり、申告を早急にしてもらってランクを、限度額認定を決めて払い戻

しを受けるか、もう一つはとりあえずお金を返してもらってあとは申告が終わっ

た時点で高額療養費の払い過ぎについてはお返しするかということで、そういっ

たふうな対応をしていきたいというふうに考えております。 

今のでよろしいでしょうか。 
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○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

内容としては見えてきたのですが、さっきからいわゆる生命保険やら入ってい

るお金があって、滞納額は払ったと言わすなら、これはいくら借りておられるの

かたい、この基金から。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

約４０万円です。 

○委員長（後藤三治君） ４０万円。申告すれば確定してすぐ払い戻しがあるわけだ

ろう。自分の決められたしこしか払わないでいいわけだろう。何でそれができな

いのかたい。これはすぐできるような気がするとばってんな。もう、これは多分

年度をずっとまたいできよるともう全然打ち合わっさんでこれはずっと残ってい

くよ、また。今まで厳しくして必要があっても滞納があればこの基金から貸し付

けをしよらんやったわけだろう。でも生命の危険があったということはもう十分

わかった上で言うとばってん、ならやっぱりそれに対する申告するとかなんとか

いうのは、当然本人もしてもらわにゃいかんし、役場のほうもそこら辺はちゃん

と指導していかんとたい、監査でこういう指摘をされるということ自体がちょっ

とおかしいような気がするとばってんな。だけん、十分こういう問題については

すぐに対応してたい、申告すればこれは終わっとることだろう。監査から指摘も

なかったことだろうと思うとたい。先ほどちょっと宇藤委員が言いなはったごつ、

例の問題のこともやっぱりそういうことでずっと残ってきよるわけだけん、やっ

ぱり担当係だけでなく課をあげてたい、課というか町あげてこういうものには取

り組んでもらわにゃいかんと思うばってんな。もうその辺気を付けてよろしくお

願いしたいと思いますが。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

委員長のおっしゃるとおり、やっぱり事務的に怠慢があったといわれればそれ

までなんですけれど、どうしても交渉ということは経験が必要なのですよね。長

くやっぱり交渉をする立場にいる者にとっては面談して話をするというのは苦痛

ではないのですけれども、その立場になかった者というのは、とりあえず電話で

お願いして相手が「はい」と言うとどうしてもそれも鵜呑みにしてしまうという

傾向はあると思います。ですから、今まではその部分で安心していた部分があっ

たと思うので、今後は電話で「はい」と言われてもそれだけで済むわけではなく、

やっぱり出向いて行って本人と会う、その上で話をするということが必要だと

思っておりますので、今後はその部分をうちの課一丸となって課題といたしまし

て認識して今後は対応していきたいと思っております。 

○委員長（後藤三治君） よろしくお願いします。 
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ほかに質疑ございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないということでございますので、これから討論を行いた

いと思いますが、討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから、本件について採決しま

す。平成２５年度高森町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 次に、平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について健康推進課の説明を求めます。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係、石田です。 

平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明させ

ていただきます。まずは、歳入のほうから説明させていただきます。 

２２４、２２５ページをお開きください。 

第１款後期高齢者医療保険料、第１目特別徴収保険料、第１節現年度分は３,９

１９万９,０００円の収入がありまして、収納率は１００％、滞納者はなしとなっ

ております。 

続きまして、第２目普通徴収保険料、第１節現年度分１,３４３万１,０００円

の収入がありまして、収納率９９.４９％、滞納者９名となっております。 

続きまして、第３款繰入金、第２節保険基盤安定繰入金の３,２２９万５,７４

５円ですが、これは低所得者の保険料軽減分を一般会計から繰り入れたもので、

県が４分の３、町が４分の１の負担となっております。 

続きまして、歳出のほうを説明させていただきます。 

２３０、２３１ページをお開きください。 

第２款後期高齢者医療広域連合納付金８,５２８万４４５円ですが、これは保険

料負担金分と保険基盤安定負担金分を後期高齢者広域連合に支払ったものです。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を受けたいと思い

ます。何か質疑はありませんでしょうか。 

私のほうから一つお聞きしたいと思います。後藤です。 

２２５ページ、後期高齢者医療保険料の現年度分で先ほどちょっと１００％と
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いうことですが、１００％を超えているわけですね。過納があっとるわけですね。

この過納が起きた理由というのは何かありますか。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係、石田です。 

こちらは還付金ですね。還付金が出た分でまだこの２５年度内では返していな

かった分が出ております。 

○委員長（後藤三治君） 還付金が出ているばってん、納付が二重発行になっとるわ

け。過納だろう、現年度分の。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係、石田です。 

こちらはですね、後期高齢者医療保険料の場合、所得の更正とかがあった場合

に遡って保険料が更正されますので、そちらのほうで実際にはこれは特徴なので

年金で払ったのですけれど、所得更正等があって返さないといかん分が出てくる

ということです。 

○委員長（後藤三治君） 後藤です。 

これから本人には還付されるということですか。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） そうです。 

○委員長（後藤三治君） 後期高齢でちゃ出るとたいな。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係、石田です。 

出ます。これは国民健康保険の話なのですけれど、こちらの後期高齢のほうで

もあります。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

補足いたしますと、特別徴収というのは年金から天引きさせていただいており

ます。年金が２カ月に１回なものですから、どうしても先取りという形なもので

すから、先ほど言いましたように所得更正もありますし、もう一つが要は先にも

らってお亡くなりになった方ですね、そういった方については還付が発生するわ

けですね。それが一応年金基金のほうで確定しましたという通知が来ないと発送

できないという理由もありまして、それで年度内に処理できなかった部分もござ

います。 

以上でございます。 

○委員長（後藤三治君） はい、わかりました。 

ほかに質疑はございませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないようでございますので、これから討論を行いたい

と思います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから、本件について採決した

いと思います。平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

お諮りいたします。 

あと２分ほどで１２時になりますので、切りがいいところで休憩を挟みたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 午後は１時から再開したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、再開したいと思います。 

ただいまの健康推進課長のほうから先ほどの国民健康保険の高額療養費支払基

金貸付金の一連の資料をいただきましたが、これは各委員さんだけで収めていた

だくように、ほかに出されないようによろしくお願いしたいと思います。なお、

最終的に歳入歳出決算の報告のあとに一応こういう意見が出たと、早急に対応し

てくださいという意見を付けて報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それでは、続きまして、平成２５年度高森町介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定について健康推進課の説明を求めたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

平成２５年度高森町介護保険特別会計歳入歳出決算書についてご説明申し上げ

ます。決算書別の明細書の２４８、２４９ページからご説明申し上げたいと思い

ます。 

まず、１款保険料の１目第１号被保険者保険料です。現年分につきまして調定

額１億１,３９７万６,５００円につきまして収入済額１億１,４６１万６,３５０

円。収入未済額が三角という形で出ておりますが、これについては後期でも説明

申し上げましたけど還付対象者の方がおりまして、その方が１３１万３,３００円

ほどありまして、歳入額が調定額を上回っているような状態になっております。
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実際の歳入額は１億１,３３０万３,０５０円です。徴収率は９９.４１％。２番の

滞納繰越金につきましては、５２６万円に対して５８万３,２５０円の徴収率１１.

０９％です。 

続きまして、下のほうにいきまして３の国庫支出金、１款の１目介護給付費負

担金です。介護保険の給付に係る国の負担金として１億５,７８６万５,４８９円

を歳入しております。 

次に、２５０、２５１ページのほうにお進みください。 

同じ国庫補助金として調整交付金として、これも給付金として８,３９４万６,

０００円を歳入いたしております。 

下のほうにいきまして、４支払基金交付金、１目介護給付費交付金として現年

度分２億３,４１７万８,０００円歳入しております。これも介護保険の給付に係

る交付金です。 

次に、飛びまして２５３ページのほうをお願いします。 

次は款項の県支出金ですが、１県負担金の目１介護保険給付費につきまして現

年度分１億１,６７７万８,４５０円、給付に関する給付金として交付されており

ます。 

続きまして、下のほうにいきまして、繰入金、６款繰入金の一般会計繰入金で

すが、１目介護給付費繰入金として一般会計から１億１４０万１円歳入いたして

おります。これも給付に関する繰り入れです。 

次に、２５５ページのほうにお進みください。 

７款繰越金の１目繰越金、これは平成２４年度の繰越金として保険給付費の繰

越金として２,３５７万１,５８１円繰り越しております。 

続きまして、２５７ページをお願いいたします。 

雑入なのですが、雑入の２返戻金、２目の返納金なのですが、ここの２節滞納

繰越金として２０６万８,５４６円の調定額に対して、歳入済額がゼロとしてここ

に上がっておりますが、これにつきましては、パスファインダー、ただいま係争

中でありますが、それについてのパスファインダーからの賠償金というか、その

分の返納金として計上していて、まだ入っていないということでここで一応ご説

明申し上げます。 

以上が歳入の主なものです。 

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。２５９ページのほうにお進み

ください。 

次にいきますと、まず歳出の主なものとして、３総務費の介護認定審査会費の

１目介護認定調査等費、これにつきまして１２節役務費２４３万６,１０５円歳出
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しておりまして、不用額として２３万５,８９５円となっております。これにつき

ましては、介護認定の審査費として町が毎月払っておりますが、それについての

分について限度額の数字がかたまりませんもので、毎月審査の件数によって額が

変わってきますので、それについてこの分については予算が結局はこれだけ残る

ことになりました。 

続きまして、２６１ページにお進みください。 

款保険給付費の１介護サービス等諸費の１目介護サービス等諸費につきまして、

１９節負担金補助及び交付金として歳出７億２８２万５,５４８円歳出で残りが不

用額として３７６万８,４５２円を給付額として計上しています。この分につきま

しては、先ほどから申しますように介護保険医療の給付についての支払いが毎月

ありますので、それについての支払い分について、これだけ額がはっきりしませ

んのでこの辺については残ることになりました。 

続きまして、２６３ページのほうにお進みください。 

項４高額介護サービス費等の目１高額介護サービス等費の１９節負担金補助及

び交付金につきまして支出済額１,６９８万３,２９３円、不用額が６４万７,７０

７円となっております。これにつきましても同じく高額介護サービス費というの

が実質の数字の見込みができませんのでこれだけ計上させていただいて結果的に

これだけ不用額として残ったものです。 

中段あたりになりますが、項６特定入所者介護サービス等費の１目特定入所者

介護サービス等費ですが、これにつきましても１９節負担金補助及び交付金で３,

９９７万７,９６０円、不用額として６３万８,０４０円。これにつきましても同

じように毎月のサービス費というのが確定しませんので、この分について歳出に

対してこれだけの不用額が発生したものです。 

続きまして、２６５ページのほうにお進みください。 

５款の地域支援事業費なのですが、１目介護予防等の事業費の１３節委託料で

す。これにつきまして歳出５４５万４,４５９円に対して、不用額２１万７,５４

１円となっております。これにつきましては、うちが介護予防としていろいろ施

設とか社協あたりにお願いしてやっておりまして、それにつきましての実績につ

いてお支払いしていますが、それが毎月締めでやっておりますが数字がこれも確

定しませんので、最終的に２１万７,５４１円不用額となったものです。 

下のほうにいきますが、目１包括的支援等事業費につきましての１３節委託料

ですが、これにつきましては４８２万９,４２０円の歳出に対して、２４万５８０

円が不用額として上がっております。これにつきましては、うちのほうが介護の

ケアプランとか作成を事業者とか国保連合会のほうにお願いしている分がありま
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して、これについての実績について、うちが委託料としてお支払いしている分に

つきましても、これも額が確定していませんので、月極めで支払っていきました

結果２４万５８０円残となったものです。 

○委員（三森義高君） 高崎君、大変失礼ばってんたい、慌てんでいいけん。もう

ちょっとわかりやすく言うて。言葉がつながっとってね、聞きとれんとたい。 

ごめん、注文つけて。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 申しわけありません。先ほどのご指摘どおりゆっく

り話させていただきます。 

先ほどの１３節委託料です。４８２万９,４２０円ですが、これにつきましては、

熊本県国民健康保険団体連合会のほうに介護予防のケアプラン原案の作成委託料

として毎月月締めで委託料をお支払いしておりますが、それについての月締めで

請求いただきますもので、大体月当たりが３０万円とかお支払いしておりますが、

この分について額が月締めで確定しませんのでこの分は２４万５８０円が不用額

として残ったものです。 

大体主なものについては以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明がありましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないようでございますので、これから討論を行いたい

と思います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論ないようでございますので、これから、本件について

採決します。平成２５年度高森町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

は、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第７、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

これから先につきましても予算書別で担当者のほうで説明させていただきます

ので、ご了解いただきたいと思います。 

では、歳入のほうから説明させていただきます。 
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○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

一般会計予算の補正に係る歳入について説明させていただきます。予算書の８

ページをお開きください。 

１８の繰入金なのですが、２目特別会計繰入金として２４８万９,０００円計上

させていただいております。これにつきましては、２５年度の介護保険事業交付

金あたりの額が確定しましたことによりまして繰り入れ過ぎた分ですが、これに

ついて特別会計から繰り入れるということで計上いたしたものです。 

歳入のほうは以上です。 

先ほどの１０ページのほうにお進みください。今度は歳出のほうです。 

２段目の款３、項１、目４老人福祉費につきましてですが、これは１０月４日

から栃木県にて開催される予定の全国健康福祉祭ねんりんピックに本町の住民で

ある田上さんが弓道の部で熊本県代表として出場されることになりまして、これ

について他の国体等の選手に支給されます助成金と同額程度を町のほうから助成

するということで２万円を計上させていただいております。 

同じく款３、項１、目５、節２４の繰出金につきまして先ほどもありましたが、

今度は昨年度の介護給付費等の実績により追加繰出し、２５年度分のですね、実

績によって追加繰出しがない分については過年度分を計上として、追加交付分の

あります包括的支援事業に係る地域支援事業について５,２９７円という額になり

ましたが、現年度分、非常勤職員、これは特別会計の補正予算でまた説明申し上

げますが、非常勤職員を雇用することに関わります追加の一般会計のからの繰入

金の分として２５万７,７３８円を計上させていただいております。 

以上です。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

１１ページです。 

４款、１項、２目予防費です。これは１０月１日より予防接種法の改定で水痘、

成人肺炎球菌が追加になりましたので、それに伴う費用を上げさせてもらいまし

た。需用費として消耗品、問診票とかワクチン代に８２万円、郵便料として６万

２,０００円、１３委託料、予防接種の委託として町内、町外で１３９万９,００

０円。それから扶助費、これは成人肺炎球菌を町外で接種された方への払い戻し

として９万３,０００円計上しています。 

３目健康増進事業費、これは健康高森２１を策定したところですけれども、広

く町民に町の健康状態ということを知っていただき、主体的な増進ができますよ

うにということで概要版の印刷を図って周知に役立てていきたいと思っておりま

す。事業費として印刷製本費２７万３,０００円を計上しております。 
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以上です。 

○健康推進課長（馬原恵介君） 健康推進課長の馬原でございます。 

今の野中の件について補足を説明させていただきたいと思います。 

肺炎球菌の予防接種につきましては、町外については一応全額負担で、その分

を扶助費としてお渡しいたします。委託料については、成人肺炎球菌が１,１５０

円になっていますけれども、これとの差額が医薬材料費として町内の医療機関に

対して液をあちらが負担するということでその分の委託料の差が出ておりますの

で、ですから、町外と町内では金額の差が発生しております。 

以上、説明させていただきました。 

○委員長（後藤三治君） 以上、説明がありましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということでございますので、続いて討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから、本案について採決しま

す。議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補正予算については、原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第８、議案第５９号、平成２６年度高森町国民健康保

険特別会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係の石田です。 

議案第５９号で提案しました平成２６年度高森町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）についてご説明します。６ページをお開きください。歳入予算につ

いて説明します。 

第１１款繰越金、第１目療養給付費交付金繰越金ですが、前年度からの繰越金

がなかったため減額しています。 

第２目その他繰越金を３６０万１,０００円減額していますが、これは平成２５

年度分国民健康保険特別会計の繰越金が４,０４０万６４８円に確定したことによ

る減額、それと介護繰越金がなかったことによる減額です。 
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続きまして、歳出、７ページをお開きください。 

第１款総務費、第１目一般管理費を２０万４,０００円増額していますが、これ

は特定健診の受診率向上に向けて効果を上げている健康ポイント制について先進

的な自治体で採用されている現状を視察するため３名分の旅費を増額しておりま

す。場所につきましては、現在選定中ですが、先進地が数カ所見られます大阪府

を念頭に旅費を計算しております。 

第１１款予備費、第１目予備費につきましては、繰越金を減額したことなどに

伴い予備費を減額しております。今回の補正による歳入歳出予算の総額は１１億

２,６４１万７,０００円となっております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行いたいと思い

ます。質疑はありませんか。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

今、健康ポイント制という話が出ましたけれども、どういう内容でしょうか。 

○健康推進課長補佐（新井堅太郎君） 健康推進課の新井です。立山委員のご質問に

答えさせていただきます。 

健康ポイント制というのは、簡単にいいますと町がやります健康診断ですとか

がん検診、あと子どもさんの健診、そういうものを受けられた方に対してポイン

トを交付するというものになります。ポイントを交付することによって町の方、

インセンティブといういい方をしますけれども、町の方々によりたくさん健診を

受けていただいて、そのポイントを貯めていただいた方には事例でいいますと例

えば抽選会をやってプレゼントを差し上げるですとか、あとは町内施設の例えば

温泉施設とかがあるところはその温泉の利用券とか、そういうものとポイントを

引き換えるというような制度になっております。繰り返しですけれどもインセン

ティブ、町民の方にたくさん健康診断を受けていただくためにそのような制度を

つくるということになっております。 

以上、説明を終わります。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

今、新井補佐から説明を受けましたけれども、県下でそういうポイント制導入

している自治体があるのでしょうか。 

○健康推進課長補佐（新井堅太郎君） 健康推進課の新井です。 

県内にも幾つかあるのはあります。私が知っているところでは、人吉球磨地域

などで数カ所、あと荒尾市でやっているというのは一応聞いてはおりますが、

ちょっと概要はあまり調べておりません。数カ所あることはございます。 
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以上です。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということでございますので、続いて討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということでございますので、これから、本案に

ついて採決いたします。議案第５９号、平成２６年度高森町国民健康保険特別会

計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第９、議案第６０号、平成２５年度高森町後期高齢者

医療特別会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○国民健康保険係長（石田昌司君） 国民健康保険係、石田です。 

議案第６０号で提案しました平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）についてご説明します。６ページをお開きください。歳入予算に

ついて説明します。 

第４款繰越金、第４目繰越金を２５万２,０００円増額していますが、これは平

成２５年度後期高齢者医療特別会計の繰越金が６４万９,２０８円に確定したこと

による増額です。 

７ページをお開きください。歳出予算についてご説明します。 

第５款予備費、第１目予備費につきましては、繰越金を増額したことに伴い同

額を予備費に増額しております。今回の補正による歳入歳出予算の総額は９,３８

４万８,０００円となっております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行いたいと思い

ます。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないということでございますので、続いて討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 



 － 3 7 － 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということでございますので、これから、本案に

ついて採決します。議案第６０号、平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計

補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１０、議案第６１号、平成２６年度高森町介護保険

特別会計補正予算についてを議題とします。 

健康推進課の説明を求めます。 

○介護保険係長（高崎康誌君） 介護保険係、高崎です。 

議案第６１号でご提案いたしました高森町介護保険特別会計補正予算について

ご説明申し上げます。６ページからお願いします。 

まず、６ページから７ページにかけてなのですが、平成２５年度の介護給付費

負担金と介護予防事業費に係る実績額が平成２５年度の実績額が確定しましたこ

とによる過年度分の受け入れがない分につきましては、その分の予算はそれぞれ

落とさせていただいております。 

まず、６ページ、２段目の款３、項２、目３国庫支出金と、７ページ１段目の

款５、項３、目２の県支出金及び２段目の款６、項１、目３一般会計への繰入金

につきまして、これは包括的支援事業に係る地域支援事業として歳出のところで

申し上げますが、非常勤職員の雇用にかかわる費用についてのそれぞれの交付金

として、それぞれ５１万５,０００円、２５万７,０００円、同じく２５万７,００

０円を計上させていただいております。また、平成２５年度の同事業の交付額が

決定しましたもので、これについてのまた追加歳入があります分につきまして、

それぞれまた同じように１万１,０００円と５,０００円と５,０００円を、それぞ

れまた同じように過年度分として計上させていただいております。 

次に、６ページ、３段目の款４、項１、目１の社会保険診療報酬支払基金から

の介護給付費交付金につきまして平成２６年度分の交付決定がありましたことに

より予算額２,０１６万２,０００円を増額補正で計上させていただいております。 

続いて７ページ、３段目の款７、項１、目１の繰越金につきまして、これは昨

年度からの繰越金としてそれぞれ予算費目ごとに１,３２２万１,０００円と７２

万４,０００円として、それぞれ繰り入れるものとして計上させていただいており

ます。 

続きまして、歳出のほうに入りたいと思います。８ページからご覧ください。 
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まず、８ページから９ページの２段目までですが、これは歳入が増えた分につ

きましてそれぞれの財源を組み換えましたもので、歳出額は変わっていないので

すけれども財源額が変わったことによることでここに計上してあります。 

９ページ、３段目の款５、項２、目１の包括的支援事業につきまして、先ほど

申しましたが非常勤職員の雇用に係る費用として報償費１１２万２,０００円、手

当等でいきまして、合計の１３０万５,０００円を計上させていただいております。

これにつきましては、うちの包括的支援センターの介護認定調査に係る調査費と

して保健師あるいは看護師を今回雇用するということとして計上させていただい

ております。 

次に、９ページ、４段目の款７、項１、目２の償還金ですが、平成２５年度分

の介護給付費等負担金や介護予防事業に係る地域支援事業交付金等の額が確定し

ましたことにより、今度はそれぞれ国・県あたりに還付します分につきまして、

合わせて１,３２２万７,０００円計上しております。 

次に、１０ページ、款７、項３、目１の他会計繰出金ですが、これにつきまし

ても同じように先ほどの平成２５年度分の介護給付費負担金あたりの額が確定し

ましたことによる一般会計のほうに繰り出す分につきまして、２４９万円計上し

ております。 

最後に２段目の予備費につきまして、昨年度の繰越金あたりから歳出を差し引

ました１,８１２万８,０００円を今回計上させていただいております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行いたいと思い

ます。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということでございますので、続いて討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということでございますので、これから、本案に

ついて採決します。議案第６１号、平成２６年度高森町介護保険特別会計補正予

算については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後１時４０分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） お疲れでございます。ただいまから再開します。 

日程第１１、それでは、本委員会に付託されました教育委員会関連の認定第１

１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言ってください。 

それでは、教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

それでは、認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算について各担

当係長よりご説明申し上げます。 

まず、学校教育係長より説明をお願いします。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津でございます。 

まず、決算書の１４５ページをお開きください。 

○委員長（後藤三治君） 歳入もありますので、順を追ってお願いしたいと思います。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部ですけど、歳入のほうが項目

がばらばらになっているのですよ、社会教育係と学校教育係となっていますけれ

ど。 

○委員長（後藤三治君） ばらばらで言ってください。ページごとに。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） ページごとにですね、わかりました。では、

３３ページにつきましては、社会教育係のほうでやりますので。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。よろしくお願いいたします。 

３３ページの社会教育施設使用料になっています。調定額２３４万６,０００円、

収入額２３４万６,０００円、同額になっております。これにつきましては、各社

会教育施設の使用料となっております。 

以上です。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津でございます。 

３８ページをお願いいたします。 

９目の教育費国庫補助金ですが、２項へき地児童生徒援助費補助金ですが、調

定額が７１９万５,０００円、収入済額が７１９万５,０００円となっております。

これは、主に高森東校区のほうで購入を行いましたスクールバスの補助金になっ

ております。 

９目の教育費国庫補助金繰越明許ですが、こちらは緊急経済対策理科教育設備

事業費等補助金として１１６万６,０００円の調定に対し、１１６万６,０００円
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の収入となっております。 

４０ページをお願いいたします。 

教育費国庫委託金としてコミュニティスクール推進事業委託金を上げまして３

３万４,８２６円の調定に対し、同額の収入となっております。 

以上です。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

４９ページをお開きください。 

放課後子どもプラン補助金、県の補助金になります。調定額６７万３,０００円

に対して、収入済額６７万３,０００円となっております。これにつきましては、

わくわく土曜日放課後子ども教室に係る県の補助金となっております。 

以上です。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津でございます。 

その下の同じく４９ページとなります。水俣に学ぶ肥後っこ教室補助金として

６万７,０００円があります。こちらは高森東小、東中学校の校外学習として水俣

市のほうに行きまして水俣病の学習を行った際のスクールバスの利用料を計上し

ております。 

続きまして、５３ページをお願いいたします。 

一番上、地域改善対策奨学資金返還事務費交付金として４万１,０００円の調定、

４万１,０００円の収入済となっております。こちらは、県のほうの事業で同和対

策地域に対する学生への奨学金として貸し付けを行っておりましたが、それの返

済事務が発生しておりますので、それに係る事務費としての交付金をいただいて

おります。 

下の方ですね、スクールバス、財産収入になりますが、財産運用、財産貸付収

入としてスクールバス事務所等貸付収入として２万４,０００円が計上されており

ます。こちらは高森東校区のスクールバスを収納するところの貸付金を委託事業

所からいただいたものになっております。 

５７ページをお開きください。 

貸付金元利収入として上げてありますが、こちらは５１５万４,０００円の調定

に対し、４９１万４,０００円の収入となっております。こちらは町のほうで奨学

金の貸し付けのほうを行っておりまして、その返済分となります。収入未済額が

２４万円となっておりますが、年度内に返済猶予の申し出を２名分いただいてお

りましたが、こちらのほうを調定を下げるところを怠っておりまして、その結果、

収入未済額として上がっているところでございます。 

収入については、以上となります。 
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○委員長（後藤三治君） 歳出をお願いします。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津でございます。 

こちらについては、１００万円以上の事業。 

○委員長（後藤三治君） １００万円以上と不用額が２０万円。少額であってもこれ

は言っておきたいというところはお話してください。お願いします。 

○学校教育係長（法花津和明君） １４５ページをお願いいたします。 

事務局費の委託料として４,３９５万８,９８２円の支出をしております。こち

らはスクールバスの委託金として南阿蘇交通に。 

○委員（立山広滋君） 係長、節ば言って。探すのがおおごつじゃけん。 

○学校教育係長（法花津和明君） 失礼しました。１３節です。１３節の委託料にな

ります。こちらは４,３９５万８,９８２円の支出となっております。こちらは主

にスクールバスの委託料が主な支出となっております。南阿蘇交通に対しておお

よそ３,４６５万円、株式会社たくまに対し８１８万円の支出となっております。

１８節の備品購入費ですが、こちらは２,４００万７,７９２円の支出となってお

ります。こちらは先ほどの歳入のほうでもありました高森東校区のほうに新たに

導入しましたスクールバス５台がおよそ１,８００万円と、ＩＣＴ環境の整備とし

て電子黒板等でおよそ４００万円と高森中央小学校に対する教務支援費として１

３０万円の支出となっております。１９節の負担金補助及び交付金として３１５

万９７７円となっております。こちらは高森中学校のほうで剣道の全国大会のほ

うの支出が１４８万７,０００円、吹奏楽部の南九州大会の出場に対し約３８万円

の支出となっております。 

続きまして、２０節の扶助費ですが、５４万７,６４４円となっておりますが、

こちらは新入学の児童等に対する就学支援費の支出となっております。 

１４７ページをお願いします。 

３目学校教育費の１３節委託料になります。こちらが７７３万２,６７５円と

なっておりますが、主な支出として英語教諭のＡＬＴの助手の費用として４２２

万円ほどの支出となっております。また、不用額が１４０万４,３２５円となって

おりますが、こちらは高森小学校等で特別指導員として授業の補助をしていただ

く相談員さんを５名分当初計上しておりましたが、実際は勤務された方が４名い

らっしゃったので、１名分が不用額として上がっております。 

その下、６目緊急経済対策理科教育整備事業費の１８節備品購入費ですが、支

出済額２３３万３,３１０円となっております。こちらは先ほどの収入のほうであ

りました緊急経済対策のほうで理科教材のほうを導入した費用となっております。 

１４９ページをお願いいたします。 
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１目学校管理費の１４節使用料及び賃借料ですが、こちらは支出済額８２７万

６２１円の支出ですが、こちらはパソコンのリース料が主な支出となっておりま

すが、不用額が２６万３,３７９円となっております。こちらはスクールバスの校

外活動の費用となっておりますが、当初の金額を３月前のほうでおよそ使い切っ

てしまいまして、３月でも活動が必要ではないかということで補正で２０万円ほ

ど上げさせていただいたのですが、実際その後主だった利用がありませんで、そ

の分が不用額として上がっております。 

続きまして、３目学校施設管理費ですが、１１節需用費になります。こちらが

４３３万５,１６６円の支出となっておりまして、主に中央小学校の教室の塗装に

１４８万円ほど支出させていただいております。不用額が２２万４,８３４円と

なっておりますが、こちらは修繕費と原材料費の未使用分を合わせて２０万円を

超えたということになります。 

１５１ページをお願いいたします。 

３項中学校費の１目学校管理費の１４節使用料及び賃借料ですが、支出済額が

８１１万１,７６１円となっております。こちらは学校のほうのパソコン教室等で

使われているパソコンのリース料金が主な支出となっております。 

１５３ページをお願いいたします。 

３目学校施設管理費の１１節需用費ですが、支出済額２４５万６,６２８円と

なっております。この中には高森中学校の防球ネットの修繕費として１１７万６,

０００円を計上しております。 

続いて１３節の委託料ですが、１１８万２,３００円の支出となっておりますが、

こちらは高森東中学校、高森中学校の体育館のバスケットコートの整備として支

出をしております。１５節の工事請負費で１２５万４,９６０円の支出となってお

ります。こちらのほうが高森東中学校の防水工事として計上させていただいてお

ります。 

学校教育係からは以上です。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

１５５ページをお開きください。 

まず、第２目の１９節負担金補助及び交付金２３２万３,９００円となっており

ます。これの内訳といたしまして公共的整備事業で公民館の整備を行っておりま

す。西丁公民館、野尻１公民館、津留公民館、この３地区の公民館の修繕を行っ

ております。あと残りが青少年育成町民会議の補助金と各種婦人会の助成金と

なっております。 

続きまして、３目の１９節負担金補助及び交付金になります。１７２万４,００
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０円となっております。これの内訳といたしまして、大阿蘇絵画展の補助金、文

化協会の補助金、阿蘇世界文化遺産事業への補助金、あと無形文化財補助金とい

たしまして４万円×６団体に支給をさせていただいております。 

続きまして、４目の１報償費１６８万円、これの内訳といたしまして社会教育

指導員の方の２名の方に８４万円×２名を支給させていただいております。 

続きまして、１５７ページの、４目の８節報償費４２万４,５００円の支出済額

に対しまして、不用額が３２万５,５００円となっております。これの不用額につ

きましては、上在憩いの家で行われておりますふれあい子ども会の学習会がござ

いますが、それが３月末でございます。学校の先生方が毎週行って授業をされて

いますが、これの１回の報償費が１,５００円となっておりまして、確定が３月末

でわからなかったということで３２万５,５００円の不用額が出ております。 

続きまして、同じく１９節の負担金補助及び交付金、支出済額１７６万６,００

０円、これの内訳といたしまして高森町人権同和推進協議会へ１５０万円の助成

と阿蘇郡市人権同和推進協議会への１８万円の補助金とその他補助金の助成と

なっております。 

続きまして、５目の１３節委託料６１７万５,２６０円、これの大まかな内訳と

いたしまして色見太陽光発電実施設計委託料としまして１６４万８,５００円、同

じく色見太陽光発電設置事業の管理委託といたしまして８１万９,０００円、草部

生涯学習センターの防水設計委託といたしまして５７万７,５００円となっており

ます。その他委託料といたしましては、社会教育施設の浄化槽委託、電気保安委

託、消防設備委託、施設の委託等となっております。 

続きまして、同じく１５節工事請負費１,８０７万５００円、これの内訳といた

しまして先ほど委託でもご説明いたしましたように色見総合センター太陽光の設

置工事といたしまして１,５５４万円と、あと高森自然学校と教職員住宅解体工事

といたしまして２５３万３００円となっております。 

続きまして、１８節備品購入費２２２万８,６６５円の主なものの内訳といたし

まして町民グランドの乗用芝刈り機を購入いたしております。それが１０７万６,

２５０円。あと高森自然学校のほうにテーブルといすを購入させていただいてお

ります。これが９３万７,７５５円となっております。 

続きまして、１５９ページ、第７項１目の保健体育総務費の１９節負担金補助

及び交付金の６９９万５,２００円の主な内訳といたしまして阿蘇郡体育協会への

負担金といたしまして１１７万２００円となっております。これにつきましては、

昨年の天草が県大会だったということもございまして、若干負担金が増えており

ます。あと、高ＳＰＯへの補助金といたしまして３９９万６,０００円と高森町体
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育協会へ１４４万４,０００円の主な支給をさせていただいております。 

以上です。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係長の中川です。よろしくお願いします。 

１５９ページの第２目学校給食費、１節報酬、支出済額１,４４２万５,９３９

円に対しまして、３１万４,０６１円の不用額が出ております。これは調理従事員

の出勤日が見込みより少なかったため不用額が発生しました。 

同じく１５９ページ、２目学校給食費、７節賃金６２万３,７７５円に対しまし

て、２０万５２２５円の不用額が発生しております。これは給食稼働日に調理従

事員の休暇が少なかったので代替従事員の勤務も見込みより少なかったのがこの

不用額が出た要因です。 

続きまして、１６１ページの第２目学校給食費、１１節需用費６１６万７,４５

９円に対しまして、不用額５７万８,５４１円。これは主に燃料費が見込みより少

なかったため不用額が発生しました。 

同じく１６１ページの第２目学校給食費、１８節備品購入費７６６万８,１５０

円の内訳は、真空冷却器を東中給食共同調理場に１台２１０万円、中央小学校給

食共同調理場に同じく１台３３３万９,０００円、スチームコンベクションオーブ

ンを東中給食共同調理場に１台２０７万２,７００円で購入しました。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明がありましたので、これから質疑を行いたい

と思います。質疑はありませんか。何かありませんか。 

「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますけれども、私のほうから２点お願い

したいと思います。後藤です。 

各予算とも需用費の不用額が非常に大きく目立っております。今年は特に雪等

があって積算に非常に苦労されたと思いますけれども、もう少し需用費の不用額

を小さくしていただきたいというのが１つと、それと先ほどの１５７ページ、社

会教育施設費のほうでご説明いただきましたが、このことにつきましては、昨日

総務委員会の中で財産管理課のほうからも説明いただきました。財産管理課のほ

うにもちょっと申し上げたのですけれども、できるなら来年度からはもう少しす

み分けをぴしゃっとして両方から言われても、金額的にも間違いないかと思いま

すけれども、やはり課としての予算をつくっていただいたがいいなということで

今年度中にすみ分けをぴしゃっとして予算編成をしてくださいとお願いしており

ましたので、その課と協力されてすみ分けをお願いしたいと思います。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部ですけど、今年から財産管理



 － 4 5 － 

課と教育委員会ということで４月以降に変わったのですよ。ですから、次年度か

らは平成２７年度からはすみ分けがきれいにできると思います。今年度まではど

うしても教育委員会のほうで予算を組んでおりましたが、４月以降については財

産管理課というのを新しく設けて、そこでごちゃごちゃというか、すみ分けが

ちょっと難しくなっておりますので、平成２７年度からはすべてできると思いま

すので、よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） 今言われるように、２６年度の決算まで、またこういう形

になるということ。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 決算までおそらくこういう形ですると思いま

す。 

○委員長（後藤三治君） だけん、早く予算項目を整理して。でないと、どっちが

どっちかわからんごつなってしまうので、よろしくお願いしたいと思います。 

ほかに質疑ございませんね。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないようでございますので、討論を行います。討論は

ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから、本件について採決しま

す。認定第１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認

定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１２、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計

補正予算についてを議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補正予算について各担当よりご説

明を申し上げます。 

○学校教育係長（法花津和明君） 学校教育係長、法花津です。 

予算書の１３ページをお開きください。では、説明させていただきます。 

２款事務局費の１１節需用費からご説明申し上げます。本年度からコミュニ

ティスクールを高森東校区、高森中校区のほうで立ち上げたところですが、高森

東校区の高森東学園においては、教職員やＰＴＡ、地域住民の協議がこれまで以
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上に頻繁に行われることから現在使用されていない高森東中の教職員住宅を整備

し、コミュニティスクールの拠点施設として活用できないか検討を進めておりま

す。この高森東中学校教職員住宅の修繕費を２０万円とスクールバスのエンジン

部分の修繕費１００万円を合わせた金額１２０万円を修繕料として計上させてい

ただいております。 

続きまして、１４節使用料及び賃借料の説明をさせていただきます。現在、修

繕中のスクールバスの代替バスについて、当初２カ月間の借り上げ期間を見込ん

でおりましたが、予定より修繕に時間がかかることから、さらに１カ月分の借り

上げ料１５万２,０００円を計上しております。 

１５節工事請負費についてご説明申し上げます。高森中央小学校通学路の側溝

整備工事費として計上させていただいております。高森町中央小学校の通学路の

横町の（大阪寿司屋）の角から小学校方面に向かう約５０メートルの通学路で、

通学児童が側溝に足を落とし込むおそれがあるということから側溝を取り替えて

蓋を設置し、通学路の安全を確保するための工事費を計上しております。 

続きまして、教育費の３項中学校費の３款学校施設管理費の１３節委託料につ

いてご説明申し上げます。本年１２月に高森町小中学校研究発表会が高森中学校

で行われます。前回は１月に高森中学校で行われたものです。会場となる高森中

学校の校舎のうち、生徒が清掃できない２階部分の窓ガラスについては清掃が必

要な状態であることから万全の体制で発表会の参加者を迎えるため窓ガラスの清

掃委託料として２８万円を計上するものです。 

以上、説明を終わります。 

○社会教育係長（住吉勝徳君） 社会教育係の住吉です。 

１４ページをお開きください。 

第５目社会教育施設費、第１１節需用費、この中で先ほど委員長が申しました

ように、財産管理係と一緒にここが計上されております。社会教育係としての計

上額といたしましては、３０万円を計上させていただいております。この３０万

円につきましては、町民体育館の維持修繕ということで３０万円上げさせていた

だいております。 

続きまして、第１４節使用料及び賃借料８万２,０００円、町民グランド整備機

械借上運搬代といたしまして、８月３日に阿蘇郡市人権同和教育研究大会が高森

のほうで行われました。当日天候が悪くて一応町民グランドのほうを駐車場にし

ましたけど、非常にグランド状態が悪くなりました。その整備機械借り上げの整

備代といたしまして８万２,０００円を今回計上させていただいております。 

以上です。 
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○委員長（後藤三治君） 以上、説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということでございますので、これから討論を行

います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。

議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補正予算については、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、教育委員会に関連する付託案件については終了いたしました。教育委

員会の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１３、ただいまから所管事務の閉会中の継続調査に

ついて審議いたします。 

閉会中の継続調査については、 

１．社会福祉と健康に関する事項 

２．環境衛生に関する事項 

３．健康保険税に関する事項 

４．保育園に関する事項 

５．学校教育及び社会教育の振興に関する事項 

以上、５項目を閉会中の継続調査事項とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

これで、文教厚生常任委員会は閉会します。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時３３分 
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平成２６年第３回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２６年９月１６日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） おはようございます。定足数に達しましたので、建設経済

常任委員会を開会します。本日、辻中氏から委員会の傍聴の申し出がありましたの

で、委員会条例第１７号の規定により、傍聴を許可することにしました。このこと

により、１名の傍聴を許可いたします。 

傍聴の方に申し上げます。委員会開催中における私語、発言等があった場合に

は、退場をしていただきます。なお、録音機器の持ち込みは禁止いたします。携

帯電話につきましては、電源をお切りいただきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。傍聴者の方は、すべて係員の指示に従っていただきますよう、

お願い申し上げます。 

それでは、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第１、本委員会に付託されました建設課関連の認定第

１号、平成２５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

まず、平成２５年度高森町一般会計歳入歳出決算について、建設課の説明を求

めます。 

職員の方に申し上げます。発言をされる前に、所属と指名を言ってください。

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） おはようございます。建設課 松本です。 

建設課関係の歳入歳出の決算について、各担当係長のほうからページを追いま

して、ご説明申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（興梠壽一君） じゃあ、係ごとにご説明を。どやんですか。係ごとじゃな

く、ページごとに行きますか。 

○建設課長（松本満夫君） ページごとでお願いします。 

○委員長（興梠壽一君） お願いします。 

○住宅係長（村嶋立章君） それでは、ページごとということでありますので、住宅

係の村嶋です。まず、３３ページをお開きください。 

２５年度住宅使用料現年分です。調定額４,５９１万７,８５０円に対しまして、

収入済額が４,５３３万３,９２０円です。収納率が９８.７％でした。また、住宅

使用料滞納繰越分として、２０５万７,７１０円に対しまして、収入済額が７５万
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７,９２０円でした。収納率が３６.８％です。 

次は、３７ページです。３７ページの環境衛生費補助金です。 

これは、浄化槽の国庫の分です。３４７万２,０００円です。 

それから、３９ページです。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係 荒牧です。 

土木係の７、土木費国庫補助金、１、土木社会資本整備総合交付金事業、調定

額２,０３４万３,０００円に対しまして、収入済額２,０３４万３,０００円です。

これにつきましては、橋梁補修の設計、上町・横町１号線、中学校線のカラー舗

装、中原線の測量設計委託費です。なお、２６年度への繰り越しが１,３７８万２,

０００円となっております。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。 

２、住宅社会資本整備総合交付金です。これは、２５年度におきまして、上在

団地２棟の外壁塗装を実施しました。この分に係る国庫補助金２１３万６,０００

円でございます。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 続きまして、４節です。狭あい道路整備等促進事業

基金補助金、調定額１,４６６万８,０００円に対しまして、収入済額１,４６６万

８,０００円です。これにつきましては、狭あい事業の社倉・水迫線、それから、

村山・旭通線、下村線、久原・東西線の工事費に対する補助金でございます。な

お、２６年度への繰り越しとしまして、４,０３３万２,０００円を繰り越してお

ります。 

続きまして、５、緊急経済対策社会資本整備総合交付金です。これは、大戸ノ

口・本河原線で、失礼しました。これは、中原・久原線と色見環状線の分です。

１億２,５６７万２,０００円に対しまして、収入済額１億２,５６７万２,０００

円が収入済として上がっております。 

続きまして、４３ページをお開きください。 

２、県補助金の総務費補助金、５、道整備交付金です。調定額９７万２,０００

円に対しまして、収入済額９７万２,０００円です。これは、大戸ノ口・本河原線

の用地補償分です。なお、２６年度への繰り越しとしまして、３,０３７万８,０

００円を繰り越しております。 

以上です。 

○住宅係（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。４７ページをお開きください。 

環境衛生費県補助金になります。事業費の３分の１、３４７万２,０００円が、

歳入として交付されました。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。４９ページです。 
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災害復旧費県補助金、１、農業災害復旧事業費補助金、調定額１,３９７万５,

２９０円に対しまして、１,３９７万５,２９０円です。これは、農災補助金分で

す。 

それから、２、林道災害復旧事業費補助金８４０万９,０００円、調定額に対し

まして、収入済額８４０万９,０００円です。林道災の災害復旧費の補助金でござ

います。 

続きまして、５１ページをお開きください。 

これは、農災の繰り越し分になります。１、農業災害復旧費事業費補助金１,７

５３万８,１１８円の調定額に対しまして、同額の１,７５３万８,１１８円、農災

の繰り越し分の補助金でございます。 

それから、林道災の災害復旧費事業費補助金、調定額１,０７９万４,０００円

に対しまして、収入済額１,０７９万４,０００円、林道災の補助金でございます。

以上です。 

続きまして、歳出です。１３３ページをお開きください。 

２、道路橋梁費の１、道路維持費。まず、使用料及び賃借料２３万９,０６３円

の不用額が発生しておりますが、これは、除雪作業が予想されまして、補正に間

に合わなかったということで、不用額が生じております。 

それから、１５、工事請負費、支出済額２,５４１万３,３３９円。これは、道

路橋梁補修工事。それに伴いまして、繰り越し後に発生しました繰り越しの調整

によって、３８万３,６６１円不用額として発生しております。 

それから、１３５ページをお開きください。 

まず、道路新設改良費の１２、役務費です。支出済額２５４万６,４８２円支出

しております。これは、町道の登記手数料等となっております。それから、１３、

委託料２,７６９万８,１６８円、道路改良の設計委託となっております。１５、

工事請負費、支出済額２,９９９万５,０００円です。町道の改良工事となってお

りまして、１億４,０６５万円が繰り越しております。１１１万６,０００円の不

用額が出ておりますけれども、前年度からの繰り越しの不用額となっております。 

続きまして、１３７ページをお開きください。 

１７、公有財産購入費２１０万６,９５１円を支出しております。町道の用地の

購入分です。６００万円を２６年度に繰り越しております。それから、１８、備

品購入費５０８万５,７８０円を支出しています。これは、測量機器、トータルス

テーションの購入費でございます。それから、３、地域の元気臨時緊急経済対策

費３,６６７万６,５００円を支出しております。１３２万３,５００円が、前年度

からの繰り越しとなっております。設計委託のみです。これは、永野原・河原線、
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それから、色見環状線の分でございます。それから、１５、工事請負費１億６,８

０７万３,５００円支出しております。５４２万６,５００円、不用額として出て

おりますけれども、これにつきましては、色見環状線が当初、側溝並びに路盤ま

での修繕工事をしておりましたけれども、県との協議で、その分は補助対象には

ならないということで、オーバーレイと一部、側溝というふうなことになりまし

たので、当初設計より減額となりました関係で、５４２万６,５００円の不用額が

発生しております。工事については、永野原・河原、それから、色見環状線の分

です。それから、河川費になります。１、河川総務費、１９、負担金補助及び交

付金１,００７万１,０００円です。これは、前原谷川、それから上色見川の単県

補助の負担金分でございます。 

土木係は、以上でございます。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。 

１３９ページの住宅費ですけど、特に大きな不用額はありませんでした。事業

費としては、１５、工事請負費４２７万３,５００円。これは、上在団地２棟分の

外壁塗装の事業費でございます。それから、１９、負担金及び交付金として、合

併浄化槽１,０４４万円が、合併浄化槽の事業費として、歳出しております。５人

槽が１４基、７人槽が１４基でありました。 

以上、終わります。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） それから、１６１ページをお開きください。 

１３、委託料４４０万８,９７１円。これは、黒岩・大戸ノ口線の法面保護の設

計委託でございます。それから、１５、工事請負費３,５９１万９,９１１円と

なっております。２５年発生の災害復旧費と、それから、繰り越し分の４４０万

９,０００円につきましては、黒岩・大戸ノ口線法面保護工事を繰り越しておりま

す。その後の２９万９,０８９円につきましては、不用額が発生しております。 

それから、１６３ページをお開きください。 

２、公共土木施設九州北部豪雨災害復旧費、１５、工事請負費です。３,２７５

万２,０００円を計上しております。これにつきましては、山鳥・上ノ原線の災害

復旧費の工事でございます。それから、２、公共土木施設九州北部豪雨災害復旧

費繰越明許費であります。７４３万２,５００円です。これも山鳥・上ノ原線の分

でございます、繰り越し分でございます。それから、河川等九州北部豪雨災害復

旧費９,９３２万５００円を支出しております。それから、２、農林水産業施設災

害復旧費の林道災害復旧費、１５、工事請負費です。林道災害復旧費でございま

す。８８７万２,５００円を支出しております。 

続きまして、１６５ページをお開きください。 
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２、農地等災害復旧費、１５、工事請負費でございます。１,６４８万９,２０

０円を支出しております。農災分の工事請負費でございます。３、林道九州北部

豪雨災害復旧費。１５、工事請負費１,１４３万８,５００円支出しております。

林道災害復旧費の工事請負でございます。４、農地等九州北部豪雨災害復旧費、

１５、工事請負費９８２万１,８９５円を支出しております。九州北部豪雨の災害

復旧費でございます。それから、４、農地等九州北部豪雨災害復旧費（繰越明

許）、同じく３,９０２万９,０００円、繰り越し分の工事請負費でございます。 

これは、１６７ページになります。 

１５、工事請負費です。これは、上仁田水、それから、色見の繰り越し分の農

災の工事請負費でございます。 

土木係につきましては、以上でございます。 

○委員長（興梠壽一君） 歳出については以上ということですね。水道なんかの。 

○住宅係長（村嶋立章君） 特別会計。 

○委員長（興梠壽一君） まだまだ。 

○住宅係長（村嶋立章君） はい。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

最初がですね、３３ページ。住宅使用料、滞納繰り越し分が、調定額が２０５

万７,７０９円。収入済額が７５万７,９２０円。かなり、まだまだ滞納額が多い

と思いますが、こういった滞納整理について、どのような取り組みをされてるの

か。また、収入済額が、滞納繰り越し分で、７５万７,９２０円ありますけれども、

その分について、督促手数料、延滞金の発生はなかったのかどうか、お尋ねした

いと思います。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。 

滞納繰り越し分につきましては、６月に高額滞納者に通知を出しまして、面接

をしました。その面接の中で、計画的に、毎月毎月納めてもらうように誓約書を

書いてもらいまして、その後、今現在のところ、毎月誓約書どおりに納めていた

だいておりますが、まだまだしばらくは様子を見ないと、これが、いつまで続く

かっていう確約ができませんので、しばらくは注意をしながら、計画通り納めて

もらうように指導をしていこうと思っています。 

ですので、今のところですが、確実に滞納整理に繋がっているんではないかと

思っております。 

それから、督促手数料等は、住宅の場合は発生しませんし、延滞金もありませ

んので、今のところはそういうところで、少しでも滞納額が減るように努力して
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きたいと思います。 

○委員（芹口誓彰君） 住宅使用料については、種別階層ごとに決まっていますので、

多分無理はないと思いますので、さらに督促については、滞納がないようにやっ

ていただきたいと思います。 

それから、１３５ページ。道路新設改良費の中で、工事請負費から原材料費に

１７０万７,０００円流用していると思うんですけども、この流用理由は、何か

あったのかをお尋ねしたいと思いますが。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

１７０万７,０００円の流用ということですけども、これは、永野原・河原線の

当初設計しましたときに、わだち掘れと言います。両側が大型車両により、凹ん

でる、車の車輪部分が凹んでる。これを、わだち掘れと言うんですけども、その

分の設計が不足しておりましたので、その分の材料代、合材代。その分を流用を

しております。 

以上です。 

○委員（芹口誓彰君） これは、１７０万７,０００円についても、当初は、工事請負

費に必要があるということで、予算を計上して、議会の議決を受けたわけですの

で、ただそれを、期間的に緊急を要するということは、もう仕方ありませんけれ

ども、こういった多額のお金をそのまま補正予算に乗せずに原材料費に持ってい

くということは、あんまり本当のやり方ではないというふうに思いますので、で

きれば、緊急性がなければ、きちっと補正予算に挙げて、それから執行するよう

にしていただきたいと思います。 

以上です。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 確かに、芹口議員の言われるとおりでございます。 

［「名前を」と呼ぶ者あり］ 

○建設課長補佐（荒牧 久君） すみません。土木係 荒牧です。 

確かに、芹口議員の言われるとおりでございます。 

この工事が、発注が遅れたのが一番の原因ではないかと思います。補正後に、

こういったわだち掘れが、工事の中で見つかって、それに対する対応ということ

で、方法としましては、この方法をとらせていただきましたけども、今後十分注

意しまして、早期の発注を心掛けまして、今後注意していきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言ございませんか。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

１３３ページですね、除雪作業の予算ということで、５２５万９３７円。昨年
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は、大雪等の被害で、除雪サポーターが設立されて、その分での詳細な部分を教

えていただきたいと思います。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課 松本です。 

今、宇藤議員の１３３ページの修繕等の部分につきましては、使用料及び賃借

料ですね、これにつきましては、除雪の経費ということではございません。道路

維持費の関係の予算ということになっております。除雪に関しては、また別の項

目のところで、担当のほうが説明したいと思います。 

お願いします。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 除雪に関しましては、予算が総務課の総務係の予算

です。防災管理費です。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

ただ今のご質問の内容につきまして、１４３ページの防災管理費の中の賃金と

使用料及び賃借料の中で、支出されているということでして、中身につきまして

は、総務課のほうになりますので、予算差引きもうちのほうでは行っていない関

係で、詳細がたった今のご返事が出来ないということで、ご了承願いたいと思い

ます。 

○委員長（興梠壽一君） いいですか。じゃあ、あとで宇藤議員のほうにお願いしま

す。 

ほかに発言はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論ありませんか。 

ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２５年度高森町一般会計歳入歳出決

算については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 次に、平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算について、建設課の説明を求めます。 

○水道係長（野尻光也君） おはようございます。水道係、野尻です。 

２８０ページをお願いします。では、歳入から説明させていただきます。 
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使用料及び手数料、調定額１億６７０万３,２６２円に対しまして、収入済額９,

８６３万１,５４２円。その内訳といたしまして、前年分収入済額９,６６３万９,

３４０円、滞納１０９名、１３７万８,７７０円。滞納繰り越し分収入済額１６８

万６,６１０円、滞納７８名、６６９万２,９５０円となっています。続きまして、

繰入金３,３９１万６,０００円。続きまして、財産収入７４８万６,６１９円。続

きまして、繰越金２,５９３万５,８７８円。 

次のページをお願いいたします。 

諸収入、調定額１,１８１万８,９２０円に対しまして、収入済額１３０万５,０

００円。未収入が１,０５１万３,９２０円。この内訳は、弁償金となっておりま

す。 

続きまして、地方債３３０万円の収入です。収入総額１億７,０５７万５,０３

９円となっております。 

続けて、歳出を言っていいですか。 

○委員長（興梠壽一君） はい。どうぞ。 

○水道係長（野尻光也君） 次のページ、２８４ページをお願いします。 

１１節の需用費、不用額１９６万６,２３１円の主な内訳としましては、電気代

１２２万１,５０６円、修繕が５１万２,４４９円が、主な不用額です。 

続きまして、役務費、不用額４８万６,０９４円は、配水地からの非常通報の電

話代の不用となっております。 

１５、工事請負費の主なものといたしましては、高森中央線の水道管布設替え。

これが、３２４万４,５００円。あとは、メーター交換をやっております、１０６

万５００円。 

不用額は以上です。 

○委員長（興梠壽一君） いいですか。終わり。 

○水道係長（野尻光也君） はい。終わります。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。芹口議員、

どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） 簡易水道関係ですが、決算状況を今、見てみますと、決算は

簡易水道事業特別会計決算付属資料の。 

１ページの中で、法非適用企業のの決算状況に関する調べを見ますと、経常収

支比率が、２４年度は８１.９％、２５年度は８９.９％と非常に好転をしており

ます。内容を見ますと、配水管の布設替え工事に伴う負債の減、それから、起債

償還などの減というところが、大きな要因だろうと思っておりますし、また、基

金の取り崩しの状況を見ましても、非常に今年度は取り崩しが少なくて、非常に
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良好な経営を行われているというふうに思います。 

その添付資料の中で、２ページ、次のページです。 

で、基本料金が１,０００円のところ、それから、１,２００円のところ、２,０

００円のところと３段階に分かれておりますが、これは理想とすれば、一元化が

一番いいわけですけれども、事業の開始年度によって、また、事業費の額によっ

て、仕方ないと思いますけれども、やはり、一元化に向けて、また、工夫・取り

組みを行っていただきたいというふうに考えております。 

その次の経営状況ですけれども、供給単価と給水原価の価格で３３円３１銭の

マイナスになっております。やはり、これは供給単価と給水単価の価格は、一定

をするのが一番いいわけですので、どこの地区の水道が、こういったふうに給水

単価と供給単価の差が出ているのか、それを調べていただいて、そこ辺りが問題

があるとすれば、基本料金の設定を見直すとか、そういう取り組みをやっていた

だきたいというふうに思っております。そういうことで、簡易水道全般の経営状

況を見ながら、そういった取り組みを考えていただければいいと思いますので、

よろしくお願いします。 

以上です。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

今、芹口議員のご指摘、ご意見にもありましたように、いろいろ調査しまして、

今後の経営状況の参考にするため調べてみたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言ございませんか。甲斐委員どうぞ。 

○委員（甲斐正一君） 弁償額なんですが、本人さんは、竹田市に移住をされたって

いうようなお話ですが、その後の請求っていうのはどういう。 

これは、弁償額っていうのは、残ってたじゃないですか、８００万か９００万

か知らんけど、その本人が竹田市のほうに移住されたというようなお話も聞きま

すが、請求は。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

なかなか本人に会いださんで、電話をすると、わかった、わかったちゅうて、

その家にたまに通りかかったときもおらんとですよね、その中身はまだ詳しく把

握はしておりませんけど。 

○委員（甲斐正一君） 甲斐です。 

文教厚生委員会のときに、本人さんが病気の都合で、病院の近いところがいい

ということで、竹田市のほうの身内のところに行かれたというですから、あなた

たちはそういうことを知ってるのかなと思ってお聞きしました。 
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○水道係長（野尻光也君） 私も知らんだったけん。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

今、その対象者の方の転出状況というのは、こちらのほうでは把握はしており

ませんでしたけど、この間まではおられたということは、確認しておりましたけ

ど、その後の転出があったのかと思いますけども。 

先ほど、申されましたように、うちばかりじゃなく国保との絡みもありますの

で、お互い情報を共有しながら、対応していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

２８１ページの水道料金のところの使用料の滞納分、１０９人分が３７万８,７

７０円、滞納繰り越し分が６６９万となっておりますが、７８名、この方々は、

何ですか。もう何年も、恐らく滞納されておる人が、こんなおるとだろうと思い

ますが、現在どのような取り組みがされているのか、ちょっと聞きたいんですが。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

一番古い人が、平成１０年です。で、その一番古い人は息子さんに毎月いくら

でもいいけん、少しずつ払ってくれと納付書を送って、今、少しずつ入ってきて

いる状態でございます。で、１０年から１４年ぐらいまでは、滞納が入っており

ません。 

○委員（森田 勝君） 滞納が出とらん。 

○水道係長（野尻光也君） はい。 

で、前も滞納がある人の住所が分からんで、探しようもないという人もいたん

ですよ。だけん、もうこっちも探しようがなかなか。おる人はですね、通知を出

して、水道代を納めてもらうというふうな状態です。 

○委員（森田 勝君） 前、確かこれは、水道の弁を調整してから、いろいろな出る

用水かな、あれば、制約するというような話もちょっと。いつか聞いた話だけど、

あれは今、どういうふうになっているの。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

あれは、去年かなんかの委員会だったと思いますが、あのままです。あのまま

穴掘がしても、圧がるときにはどんどん、絞っても、絞れば絞るほどシューっと

いき、止めるなら、もう完全に止めんと、しかないです。 

○委員（森田 勝君） 今、言われたように、恐らく住宅関係の人たちが引っ越して、

どこに行かれた、それが、足取りが分からんとは思いますが、これは、おそらく

探す当てもないのに、この滞納金の繰り越し分には、十分検討して、挙げてもら
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わんと。これは、探しようがないって言われたって、そこをどうでん探し当てる

のは無理と思いますので、そういうところがですね、少し滞納の中で、整理ばし

てですたい、またこの中で知らせるようにしてもらったが、よかっじゃなかです

か。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

今、ご指摘の滞納の関係に関しましては、先ほど住宅でもご指摘がありました

ように、以前から重要視されてる案件ではあります。で、建設課内でも一係でと

いうことでなく、課全体で班体制を取りながら、徴収あたり、滞納整理等は実施

してるとこでございます。それと、課だけでなく、町、庁内、、税、ほかの料と

かありますけども、その辺りも一体的になって、徴収対策を実施されてる中では

ありますけども、ご指摘のようになかなか思うように進んでいないというのが、

現状でありますので、今後さらに町、庁舎内一体となって取り組んでいきたいと

思います。 

滞納者におかれましては、水道料ばかりでなく、ほかの分も重なってる方もお

られておりますので、そういった意味合いもありまして、一体的に財布は一つで

ありますので、対応をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○委員長（興梠壽一君） 今の件で、町内、課を挙げてされておるということで、そ

ういう一覧表は作ってあるんですか。個人ごとに、また、水道係にとか住宅係、

税務課とか、そういう名寄というか、そういうのは１冊も作ってないんですか。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

水道は、水道だけしか画面上、電算上、ネームが固定資産が町県民税いくらで

すとか、見られる人と見られん人がおって、水道分だけは、ちゃんと作っており

ます。 

○委員長（興梠壽一君） だから、協議するときには、そういう資料を持ち寄って、

すり合わせんと分からないということですよね。それを一発に名寄が出来るとい

うことはないでしょ。 

ほかに発言ございませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。今の件ですけれども、水道使用料、これはどうし

ても取れない、行方が分からない、所在が分からないと、徴収不可能だというこ

とであれば、不納欠損じゃなくて、水道ですから債権放棄をせんといかんと思う

ので、やはり、そういったことで、１回、委員会の中でも、だいたい所在不明の

方がどれぐらいおられて、どれぐらいの滞納があるのかといった資料を出してい

ただいて、そしてやっぱり、いつの時点でこれは整理せんと、いつまでも所在不
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明で徴収不可能な人を、延滞金を残しては本当じゃないと思いますので、そこ辺

りすぐまた、提示してから、委員会の中で提案をしていただきたいというふうに

思います。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

今、ご提案をいただきました内容につきまして、早速資料を作成しまして、ま

た、委員会の中で、検討をしていって、対応をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、質疑を終わります。 

   続いて討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２５年度高森町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 次に、平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入

歳出決算について、建設課の説明を求めます。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

２９８ページをお願いします。 

歳入。財産収入です。調定額９６９万１,２２３円に対しまして、収入済額９６

９万１,２２３円となっております。続きまして、繰越金。繰越金調定額７７７万

１,９９１円に対しまして、収入済額７７７万１,９９１円。歳入合計額１,７４６

万３,２１４円となっております。 

次のページをお願いします。 

歳出です。１１節の需用費不用額３４万６,２８６円。主な内訳としましては、

電気代３３万６,３２８円が、不用となっております。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、質疑を終わります。 

   続いて討論を行います。討論はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本件について採決します。平成２５年度高森町農業用水供給事業特

別会計歳入歳出決算については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第２、議案第５６号、高森町景観条例の制定について

を議題とします。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 建設課、松本です。 

１１日ですね、ご提案をさせていただきました景観条例につきまして、６月の

全員協議会の中でも事前に概要を説明しましたとおり、７市町村で世界文化遺産

登録に向けまして、登録の条件を満たすための作業を進めております。その中で、

登録の暫定リスト入りをするために景観法に基づきます景観行政団体に交付する

必要があるということは、説明したとおりでございます。 

今回、９月の議会に条例を定めるということで、７市町村、足並みを揃える方

向で、進めておるわけでございます。 

現在、景観法に関しましては、県の景観条例がございまして、それに今回、権

限移譲という意味合いもございまして、今回、その景観条例をベースに７市町村

協議し、また条例等は指導等も受けながら、策定を進めていたわけでございます。

あくまでも、今までの規制といいますか、そういうのが、今まで以上でもなく、

以下でもないという今までの景観条例を基本ベースとした内容で、今回、町の条

例も策定をさせていただくということで、ご提案をさせていただいておりますの

で、慎重にご審議いただいて、ご決定をいただきたいと思います。 

内容につきましても、だいたい７市町村、概ね統一した内容で、策定しており

ますことを申し添えたいと思います。 

あと、何か係のほうから補足といいますか、詳しい概要をちょっと申します。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。 

上程する理由としては課長が説明したとおりでございます。 

阿蘇７市町村の担当の人たちと今、いろいろと協議を進める中で、今後も権限

移譲ということでありますので、事務としては、粛々とやっていかなければなら

ないのかなと思っております。 

また、先日、阿蘇地域振興局土木係の担当の方とちょっと協議したんですけど、

とにかく色、建築物に対しての色は、これは、お願い要請、お願いするしかない
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ということですので、とにかく自然にマッチした色合いとか、緑化に努めてくだ

さいとか、そういうお願いするしかないということらしいです。で、今、高森に

も、そこのコスモスとかダイレックス等出来ていますけど、あの辺のところにな

ると、どうしてもあの色、先に作り上げてしまって、結局、言うことは聞いてく

れないというのが、現状らしいです。実際ですね。考えてみれば、確かにあの色

はないだろうというのが１つあるのかなというのがありますし、逆に言うと、強

制退去とか強制撤去とかというそういう権限もありませんので、向こうが１枚も

２枚も上手かどうか知りませんが、結局はそういうふうになってしまうと。旗だ

し来店みたいな感じで、先に作ったりする業者もおられるということですよね。 

１番、優良事例としては、そこの俵山に行くところのローソン。角にあります

けども、あれは、とにかく木材を使った、色も外してしまって、自然に近い材質

を活かした優良事例として、この間、取り上げられていました。 

そういうところで、ここは、景観ということでありますので、条例に準じたや

り方でお願いしていくしかないのかなと思っております。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

私が、１番景観を害しておるとは、俵山のこっちのかざぐるま、風車。 

あれが１番景観を阻害すると思うんですけど。そういった点について、県から

何か説明かなんかあったですか。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。 

あれは、確かに、あの風車は出ました。あれ自体は、もう出来上がってしまっ

ておるもんで、俗に言う、ここで言う大規模行為になっているんですよね。高さ

１３メートル以上ということでありますので、ですので、今後、太陽光あたりも

ちょっと話が出てきております、確かに。通産省あたりは、エネルギーが少ない

から、どんどんやっていただきたいみたいなことを言っているし、国交省あたり

になると、ちょっと規制をかけたり、その辺のところも兼ね合いが、だいぶ違っ

たりもしているので、難しいところであるんですけど、今後、もしそういう案件

とか申請等がありましたら、十分検討しながらやっていきたいと思っております。 

とにかく、お願い行政、交渉っていうことを担当の方は言われました。 

○委員長（興梠壽一君） 今の話では、出来上がったのはもう仕方がないという、な

んか条例の意味も何もない。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

今回のうちの条例の中にも罰則規定とかそういうのは設けてないんです。やっ

ぱり、先ほど言いましたように、今まで以上でも今まで以下でもないというふう
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なそこら辺のもどかしさもあるのは現状ですけど、今までは、県の景観条例に基

づいて、運用してきたということで、それに沿う形になるということに、現段階

現在ではなってます。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに。 

○住宅係長（村嶋立章君） 住宅係の村嶋です。 

補足でありますが、県の条例の中には、罰則というか罰金規定を、最後に設け

ているんですけど、３万円以下の科料を科すということで、今まで、罰金を徴収

したことは、１件もないとのことです。 

○委員長（興梠壽一君） ほかに発言はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５６号、高森町景観条例の制定に

ついては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第３、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算についてを議題とします。建設課の説明を求めます。 

○建設課長（松本満夫君） 松本です。 

一般会計の補正予算につきましては、土木係の予算となっておりますので、土

木係に説明をお願いします。 

○建設課長補佐（荒牧 久君） 土木係、荒牧です。 

歳入につきましては、ございません。 

歳出の、１３ページをお開きください。 

７の１、道路維持費の修繕料、１１、需用費の修繕料です。３００万円を計上

しております。これは、現在の修繕料が、５０万円ほどしかございません。各要

望は、緊急修繕あたりに使用していた関係で、残がそれぐらいしかないんですけ

ども、今後、予想される緊急対応の修繕といたしまして、３００万円を計上して

おります。 

それから、１４ページをお開きください。 
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１０、災害復旧費、２、公共土木施設九州北部豪雨災害復旧費の委託料を計上

をしております。これにつきましては、上色見の洗川の集落の大戸ノ口よりの洗

川牧野付近に流木が野積みされております。これは、根子岳からの流木が、２４

年災の九州北部豪雨災害によりまして、流れ出しまして、新たに河川が発生した

わけでございます。県によりまして、その部分の流木を除去しました。除去した

分については、県のほうでやっております。 

ただ、この処理につきましては、町のほうに依頼がありましたので、その分の

産廃の委託料１６５万円を計上しております。なぜ、今まで、なかったのかと申

しますと、県工事の用地交渉に時間を要しまして、工事が遅れた関係で、今回の

補正になったわけでございます。 

以上、説明を終わります。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、質疑を終わります。 

   続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５８号、平成２６年度高森町一般

会計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第４、議案第６２号、平成２６年度高森町簡易水道事

業特別会計補正予算（第２号）について、議題とします。建設課の説明を求めま

す。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

高森町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。 

歳入歳出それぞれ１,５５１万６,０００円を追加しまして、総額を歳入歳出そ

れぞれ１億８,８１６万３,０００円とするものであります。 

６ページをお開きください。 

繰越金です。１,５５１万６,０００円を補正しまして、総額２,７５１万６,０

００円となっております。 

続きまして、歳出です、予備費に対しまして、１,５５１万６,０００円を補正
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いたしております。総額１,９１４万７,０００円となっております。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６２号、平成２６年度高森町簡易

水道事業特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第５、議案第６３号、平成２６年度高森町農業用水供

給事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とします。建設課の説明を求

めます。 

○水道係長（野尻光也君） 水道係、野尻です。 

高森町農業用水供給事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明いたし

ます。 

歳入歳出それぞれ１１３万４,０００円を追加しまして、総額、歳入歳出それぞ

れ１,６２０万２,０００円とするものであります。 

６ページをお開きください。 

歳入、利子及び配当金２０万６,０００円を補正いたしまして、総額１,２１９

万７,０００円。繰越金９２万８,０００円を補正いたしまして、総額４００万５,

０００円となっています。 

続きまして、歳出です。管理費は財源組み替えで、総額は変わりません。予備

費に１１３万４,０００円を補正いたしまして、総額１２１万２,０００円となっ

ております。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、質疑を終わります。 
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   続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第６３号、平成２６年度高森町農業

用水供給事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決するこ

とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、建設課に関連する付託案件については、終了いたしました。建設課の

皆さん、お疲れさまでした。 

お諮りします。 

２５分まで休憩したいと思いますが、よございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） ２５分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 委員会を再開します。 

日程第６、本委員会に付託されました農林政策課関連の認定第１号、平成２５

年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言ってください。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長、後藤です。 

平成２５年度高森町一般会計の決算報告につきまして、歳入のほうより担当係

長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

歳入項目から歳出項目に移りますが、その順番で、主だったところにつきまし

て、ご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

決算書、歳入、４６ページよりご説明申し上げます。４６ページ、歳入決算で

す。 

１５款、県支出金、２項、県補助金、５目農林水産業費県補助金です。農業振

興費補助金決算額２,０７３万５４７円です。主に、青年就農給付金の補助金１,



 － 1 9 － 

８００万円が、主だっております。 

続きまして、５節、林業振興費補助金、決算額４,２０５万４,３００円。この

うち、１,３００万円が、平成２６年度に繰り越し財源となっております。残りは、

森林組合等林業費に関する補助金となっております。 

続きまして、８節、畜産振興事業費補助金、決算額２９６万５,０００円です。

こちらは、阿蘇赤牛草原再生事業補助金分となっております。 

続きまして、１０節、農業個別所属補償制度推進事業費補助金１２５万９,００

０円。こちら、高森町水田地域農業再生協議会に対します事務補助金となってお

ります。 

続きまして、４８ページ、４９ページをお開き願います。 

１１節、団体営農業農村整備事業補助金、決算額４,３０５万円。こちら、主に、

芝原地区の溜め池改修工事に伴う補助金の決算額となっております。 

続きまして、１３節、経営体育成支援事業補助金３０９万６,０００円うち、１

億５,４７７万７,０００円、雪害対策補助金が、次年度に繰り越しとなっており

ます。 

続きまして、５目、農林水産業費補助金繰越明許収入済額９,１７０万円。こち

ら、平成２６年度へ繰り越し財源となっております。繰り越し財源２,９６３万８,

０００円を除きました補助金額収入済額は、主に、草部地区のずい道工事に伴う

収入となっております。 

続きまして、１３節、経営体育成支援事業補助金収入済額９８７万４,０００円。

こちらも経営体育成支援事業７名分の補助金となっております。 

収入、以上です。 

○農地係長（津留大輔君） 農地係長、津留です。 

４６、４７ページをお開きください。 

目５、農林水産業費県補助金、節４、農業委員会補助金決算額２２０万４,００

０円です。こちらは、主に、農業委員会の委員に対する報酬の交付金となってお

ります。１５８万２,０００円が、農業委員会交付金となっております。 

残額、残りについては、耕作放棄地解消緊急対策事業補助金並びに農地制度実

施円滑化事業費補助金の３つの歳入で構成されております。 

以上です。 

○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） アグリセンター室長の安藤です。 

３３ページをお開きください。 

農林水産業費使用料、農業機械使用料としまして、８３万１,０７５円です。滞

納者分が１０万３,９５０円ございました。 
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続きまして、５３ページをお願いいたします。 

財産収入で、生産品売払収入。主に、たい肥の販売ですけども、６９３万２,４

１０円です。こちらも滞納として、次年度で処理しておりますのが、６２万１６

２円ございます。 

それから、雑入ですが、諸収入で、５６ページをお開きいただくと、中身が書

いてありませんけども、雑入の雑入として、丸美屋から２３０万円の入金があっ

ております。 

歳入については、以上でございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 続きまして、歳出決算について、ご説明申し上げま

す。 

決算書１１２ページ、１１３ページをお開きいただきたいと思います。 

１１２ページ、５款、農林水産業費、１項、農業費、２目、農業振興費からご

説明を申し上げます。１１４ページです。 

２目、農業振興費のうち、１節、報酬、９、旅費、報酬決算額１４５万１,２０

０円及び旅費決算額１５０万５,８０１円。こちら、新農業プラン作成に伴います

委員への報酬及び旅費等となっております。 

続きまして、１３節、委託料決算額５０９万８,６５６円。こちら、昨年度まで、

２年間実施しましたＪＡからの農業専門員の招集によります委託料の決算額と

なっております。 

続きまして、１１６ページをお開きいただきたいと思います。 

１９節、負担金補助及び交付金決算額５,８１４万４,４２２円です。２億８５

万５,０００円、平成２５年１２月から２６年２月までの雪害対策によります補助

金を除いた補助金額となっております。 

続きまして、２目、農業振興費繰越明許、１９節、負担金補助及び交付金です。

決算額９８７万４,０００円です。こちら、農業者が補助金を利用されまして機械

利用をされます補助事業、経営体育成支援事業７名に対する補助金となっており

ます。 

続きまして、３目、畜産事業費、１９、負担金補助及び交付金です。決算額６

０２万１,９３９円です。内訳としましては、阿蘇赤牛草原再生事業２９６万５,

０００円。 

残りにつきましては、畜産に関します野焼きに対します補助、保留牛１頭につ

きます１万円に対します補助分の合計となっております。 

○農地係長（津留大輔君） 農地係長、津留です。 

１１６、１１７ページを引き続きご覧ください。 
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目６、農業委員会費です。２００万円を超える部分について、ご説明いたしま

す。節１、報酬決算額２１９万４,０００円です。こちらは、農業費の報酬の総額

となっております。会長１７万２,０００円、副会長１６万２,０００円、各委員

１５万５,０００円の１２名分の１年間の合計となっております。 

続きまして、１１８、１１９ページをご覧ください。 

節１３、委託料です。決算額２６２万２,８３１円です。こちらの内訳は、農地

台帳のシステム保守３１万５,０００円です。農家台帳データ整備業務委託１７７

万３,５９１円、航空写真を利用したＧＩＳシステム保守管理料２８万１,９２５

円、農業委員会議事録作成・反訳委託料２５万２,３１５円の合計となっておりま

す。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長 村上です。 

決算書１２０ページをお開き願います。 

９目、農地費、１３節、委託料です。決算額１,０８４万９,３７１円です。こ

ちら、平成２５年度芝原地区溜め池改修工事及び草部第２地区測量設計委託料の

合計となっております。 

続きまして、１５節、工事請負費決算額５,２４４万７,４３３円。こちら、平

成２５年度芝原地区溜め池改修工事の工事請負代金となっております。 

続きまして、１９節、負担金補助及び交付金決算額２０６万３,９４０円です。

こちら高森町公共的施設整備事業補助金となっております。内訳としまして、農

道舗装５件、水路改修１件となっております。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 物産館はどちらで報告されていますか。物産館。 

○委員長（興梠壽一君） 去年の会計はどちらですか。去年までの。 

○農林政策課長（後藤健一君） 会計は、うち。 

○委員長（興梠壽一君） なら、言ってもらいます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 物産館につきましては、需用費が、主でございます。 

修繕料が、主でございます、需用費につきましては。それから、あとは、光熱

水費がその大部分を占めております。 

大きいものとしましてはそのぐらいです。備品購入費は、オープン型の冷蔵庫

を購入いたしましたので、その分でございます。 

以上です。 

○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） アグリセンター室長の安藤です。 

同じく、１２０ページの農業活性化施設費をご説明いたします。 
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１、報酬２５７万７,０００円。これは、非常勤職員の報酬でございます。 

それから、需用費ですが、需用費につきましては、主に燃料が２００万円程度

です。それから、修繕料が２５０万円程度でございます。トラクター、タイヤ

ショベル等の修繕が重なりまして、需用費としまして、７０５万５,０００円支出

をしております。 

委託料です。委託料につきましては、町用地の草刈り委託、森林組合がしてる

んですが、３２５万５,０００円です。 

それから、原材料ですね。原材料費につきましては、昨年から直営になりまし

て、その際の平成肉用牛生産組合生産株式会社からの原料の購入等が５６０万円

程度。それから、４月当初からの販売が出来ないような状態でございましたので、

旭志のほうからたい肥の購入をしております。４０万円程度、たい肥代を購入し

ています。それから、年間のたい肥の原料費として、３５万円程度の支出をして

おります。 

１８、備品購入でございます。備品購入につきましては、ヤンマーのトラク

ターのリースをしておりましたけども、残額ということで、８１万９,０００円の

支出をしております。それから、２トン車がございますが、こちらのほうがかな

り古くなりまして、中古ですけども、購入いたしました。トラック代が１３０万

円。備品購入としましては、２３６万円の総額として、支出をしております。 

農業活性化支出費につきましては、以上でございます。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

続きまして、１２目、農業費九州北部豪雨災害対策費について、ご説明申し上

げます。１４節、使用料及び賃借料、決算額１４１万７,５３３円です。こちら、

牧野ですとか、農地に入りました土砂の撤去に対する機械代の決算額となってお

ります。 

続きまして、１９節、負担金補助及び交付金、決算額４７６万８,１０９円です。

こちら、前原牧野組合で取り組みました飼料持久力強化支援事業。前原の牧野組

合に入りました土砂撤去に対します国庫補助事業に対する補助金の町負担分と

なっております。 

続きまして、１２４ページをお開き願います。 

１４目、地域の元気臨時緊急経済対策費（繰越明許）です。委託料決算額１,６

８８万９,８６６円。１５節、工事請負費１億１,４１１万１３４円。こちら、草

部地区隧道改修工事に伴います委託料及び工事請負費となっております。平成２

６年度に事故繰り越ししておりますのは、平成２５年度で１,６５８メートルの工

事が完了しております。残り、今年度９３９メートルの工事を予定しております。 
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続きまして、２項、林業費です。２項、林業費、１目、林業振興費、１３節、

委託料です。決算額２３３万１,０００円。こちら、林道下山久保線開設工事に伴

います用地測量委託料となってます。 

続きまして、１６節、原材料費１０７万２,５７５円決算額です。こちら、林道

越敷線及び化粧田線の舗装を行っております。 

次のページです。１２６ページ。 

１９節、負担金補助及び交付金です。こちら、間伐の補助金ですとか、森林整

備地域活動支援交付金、また、緑の山村再生プロジェクト促進事業補助金、森林

組合等ＮＰＯ法人に対します森林整備に対する補助金が、合計で４,５００万９,

６００円となっております。 

残りました有害鳥獣駆除助成金４５１万７,０００円。鳥獣被害防止緊急捕獲等

対策事業費補助金１,２８０万２,０００円をイノシシ、鹿、猿に対する駆除を合

計しまして、こちらの決算額となっております。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 以上で説明終わりました。よろしくお願いします。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

決算資料の中に財産に関する調書。農林政策課の備品。 

これを見てみますと、籾摺機とか、田植え機が２台、コンバインカーが２台と

か、マニアスプレッダーが１台とか、デスクモアーが１台とか、いろんなのがあ

りますけれども、これは、今、どこに保管してあるんですか。 

○農林政策課長（後藤健一君） これは、地域改善事業等の折の生産組合さんが購入

した分ということだと思います。 

○委員（芹口誓彰君） これは、アグリセンターに置いてあるのとは、また別に生産

組合に貸し付けてあるということ。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい。農林政策の後藤です。 

アグリセンターで管理してる分の台帳につきましては、アグリセンターのほう

にありますし、それぞれ生産組合とか、そういう方向で、購入されたものにつき

ましては、その生産組合ごとに管理をされております。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

確かラジコン草刈り機。これは、まだ生産組合にあるんじゃないかと思います

けども。 

いずれにしても、生産組合にあるにしてもないにしても、やはり、毎年の管理

状況については、きちっと管理されているかどうかについては、確認とか、点検
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とかする必要があると思いますので、これは是非確認をしていただきたいと思い

ます。実際、これが現存するのか、きちっと管理されているのか、これは、是非

やっていただきたいと思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策の後藤です。 

議員さん、お指摘のとおりです。これより、そういうそれぞれの生産組合の備

品の管理状況につきましては、定期的に調査等をして、適正管理されているかを

確認しつつ、管理状況を見ていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○委員（芹口誓彰君） 是非、やってください。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

私のほうから１件、よかですか。アグリセンターの件ですが、滞納等の未払い、

未収金。あれは、年々増えてるんですかね。だいたい１年ぐらいお休みになって

るんで。 

○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） アグリセンター、安藤です。 

６月に補正で、過年度分ということで予算を計上いたしましたが、今現在、た

い肥の支払いのほうで３名、金額にしまして１０万７,１００円。機械修理につき

ましては、２名、６万６,１５０円が過年度分として、まだ徴収が出来ておりませ

ん。 

以上です。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

先ほど、たい肥の収入、直営になってから昨年まで指定管理されとった販売金

額を。直営になってからの販売金額はどのようになっていますか。 

○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） 安藤です。 

販売金額につきましては、ちょっと以前の指定管理費の販売金額との比較は、

申し訳ございません、しておりません。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

これは、町内の農家さんだけですか。今年のこの売上の部分。よそに販売した

ことはないんですか。 

○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） 安藤です。 

繰り越しとして、上げた分につきましては、町外もございました。町外の方に

ついては、収入のほうは終わっております。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

だいたいどのくらいか分かりますか。売上は。 
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○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） 安藤です。 

過年度分ですかね。滞納分ですか。販売ですか。 

○委員（宇藤康博君） いや、もう全体の。 

○農林政策課長補佐（安藤吉孝君） 安藤です。全体ですか。 

年間の販売額としまして、量で１,０７７トン、金額としまして、５３５万円に

なっておりますが、町内、町外を申し上げると、たい肥の量としましては、町内、

町外だいたい同じぐらいですけども、金額にしますと。 

ちょっと申し訳ありません。集計しておりませんので、後からよございますか。

申し訳ございません。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本件について採決します。認定第１号、平成２５年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定については、認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第７、議案第５８号、平成２６年度高森町一般会計補

正予算（第４号）についてを議題とします。農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課 後藤です。 

高森町一般会計補正予算書（第４号）につきまして、担当係長より、歳入から

順を追って、ご説明申し上げます。 

よろしくお願いします。 

○農地係長（津留大輔君） 農地係長、津留です。 

補正予算書の７ページをお開きください。 

１５款、県支出金、２、県補助金、５、農林水産業費県補助金、４、農業委員

会補助金２１６万円。農地台帳システム整備事業補助分を補正計上しております。

これは、後ほど、歳出で説明をいたしますが、農地台帳システムの改正に伴う県

補助金です。こちらは、事業費の１００％補助となっております。 

以上になります。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長 村上です。 
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続きまして、５節、林道振興費補助金です。間伐材供給安定化緊急対策事業補

助金。こちら、当初予算よりも多く決定をいただきましたので、歳出もその分増

やしております。また、歳出の中で詳しくご説明申し上げます。 

続きまして、８節、資源保全施策補助金、補正額１２９万５,０００円です。こ

ちら、本年度より日本型直接支払制度が創設されまして、今、本庁におきまして

も、多面的の支払いの取り組みにつきまして、推進を進めてるところです。それ

に伴いまして、事務費の推進交付金という形で、推進に伴います補助金を申請し

ましたところ、満額決定をいただきましたので、増額分を１２９万５,０００円補

正計上しております。 

続きまして、９節、中山間地域等支払事業推進費県補助金、補正額１万７,００

０円です。こちらも事業費の増額に伴います補助金の歳入の増額となっておりま

す。 

続きまして、８ページ。 

１０節、畜産振興事業費補助金、歳入額６６万８,０００円です。こちらは、歳

出のほうでまた、詳しくご説明を申し上げますが、自給使用増産総合対策推進事

業に取り組みます事業に対する補助金となっております。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課 後藤です。 

歳出のほうに移ります。よろしくお願いします。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長 村上です。 

予算書の１１ページをお開き願います。 

５款、農林水産業費、１項、農業費、２目、農業振興費、１９節、負担金補助

及び交付金です。補正額１,２６１万４,０００円となっております。 

主たるものとしまして、私のほうから多面的機能支払交付金の補助金補正額に

ついて、ご説明申し上げます。 

説明に入ります前に、全員協議会において、こちらの場で、議員の皆さんに対

しまして、農林政策課より、今年より多面的機能支払交付金に取り組みますとい

うところで、事業内容につきましては、詳しくご説明申し上げましたので、中身

については割愛させていただきます。 

その後の動きについて、少しご説明申し上げますと、６月１７日より説明会を

全地区で開催しまして、６月１７日から８月５日まで、高森町内各地におきまし

て、４０回以上、約４５０名の参加、出席のもと、町内全地区で説明会を開催い

たしました。この事業の重要性、取り組まなければいけない理由等を説明しまし

て、８月１７日までに取り組み面積をすべて集計いたしております。今回、補正
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に挙げるものであります。田・畑・原野につきまして、今、取り組みできるとこ

ろというところで、田につきまして１８７ヘクタール、畑５８４ヘクタール、原

野５６４ヘクタールにつきまして、取り組みをしたいという意思を農業者の方か

らいただいておりまして、今回の補正予算に計上しております。補助金は、今か

ら補正予算をいただきまして、また、これから各地区に戻りまして、どれだけの

補助事業を実施できるかどうか、この補正予算の成立後説明会に参りまして、再

度、農家の方の意見を取りまとめ、この補助金を最大限使えるように、農林政策

課としましても、今後、１０月いっぱいまでには完全に形にしていきたいと考え

ております。 

今回、まとめまして、補助金額、多面的機能支払交付金１,３５０万円です。こ

ちら、町の負担金分だけとなっております。１,３５０万円同額を県が補助します。

この１,３５０万円、町と県分を合わせた、いわゆる事業費の２分の１は国が補助

します。その国費、県費分は直接交付されますので、町から補正計上する１,３５

０万円を今回、計上しております。 

伴いまして、農地・水環境保全向上対策事業負担金としまして、当初予算で計

上しておりました１９９万５,０００円分を減額しております。 

多面的機能支払交付金については、以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課 後藤です。 

ＪＡ阿蘇南の野菜センターの引っ越しについて、ご説明を申し上げます。 

議会の開会の折にもお話しいたしましたけども、当初、町長並びに私の農林政

策課に対して、まず、農協のほうからこういう事業を予定しておりますが、それ

について助成をお願いしたいということで、一度、町長に面会をさせてください

という話が５月に参りました。その後、農協さんのほうで、定期の総会があった

り、あるいは役員改選等がございまして、私のところに文書を持って正式に来ら

れたのが、８月の頭でございました。 

そういうことで、当初、６月の補正に計上するところだったんですが、正式な

申し出がないということで、現時点では，まだその段階で出すのは適当ではない

ということで計上はいたしませんでした。今日、今回の議会でご指摘等はござい

ましたけども、決して町当局がそれに対して何ら関与をしなかったことではござ

いませんで、町としましては、正式な文書を持って申し入れがない限り、計上す

るのは適当じゃないという判断で、対応しております。 

内容につきましては、当初、町長の説明にございましたとおり、それぞれの農

家数の割合、それから、生産面積割合等を考慮いたしまして、その割合を南阿蘇

村、それから山都町等の農家の方々と同等の負担割合ということで、今回計上を
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いたしております。 

以上です。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長 村上です。 

続きまして、３目、畜産事業費、１５節、工事請負費及び１６、原材料費につ

きまして、ご説明申し上げます。 

前原牧野組合内におきまして、放牧の際に牛がまたげないテキサスゲートとい

うものが設置されておりまして、そのテキサスゲートが林道鍋の平線に設置され

てるのですが、九州北部豪雨により、前原牧野から上部の山腹工事ですとか、災

害復旧工事ですとか、そういった大型車両の通行の往来ですとか、土砂による被

害もありますが、それによりましてテキサスゲートが変形しておりまして、放牧

牛が脱走する案件が発生しておりまして、安全な放牧に支障を来しておりますの

で、当課のほうで飼料持久力増産総合対策推進事業という単県事業のほうに計画

書を提出しましたところ、採択を受けましたので、工事請負代で１０３万円、テ

キサスゲート代を材料として購入しまして、請負業者さんに設置をしていただく

という方法で事業の採択を受けましたので、合計しまして１４０万６,０００円を

補正予算を計上するものであります。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

５目、農林業地域改善対策事業費、１１節、需用費、修繕料でございます。 

これは、共同畜舎の一番西側の畜舎が今回の台風の被害によりまして屋根のほ

うが破損し、現在雨漏りをしておりますので、それについての修繕料を計上いた

しております。なお、これは風水害の保険の対象となりますので、この修繕料の

うちの約半分は保険金として入ってまいります。 

以上です。 

○農地係長（津留大輔君） 農地係長、津留です。 

６目、農業委員会費、１１節、需用費です。こちらは、当初予算後に購入が必

要となりました図書代を１万９,０００円増額補正計上しております。 

続きまして、１３節、委託料です。こちらは、平成２６年４月１日に施行され

ました農地法の改正によりまして、農地台帳が法定化されました。それに伴いま

して、今現在、使用しております農地台帳システムの改修が必要となりました。

その必要な経費を補正計上しております。なお、本改修に伴います費用につきま

しては、県の基金による補助対象経費となっておりますので、１００％の補助と

なっております。 

以上です。 
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○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長 村上です。 

続きまして、９目、農業費、１５節、工事請負費につきましてご説明申し上げ

ます。補正額、工事請負費５９万５,０００円です。こちらは、平成２５年度に芝

原地区溜め池を農業農村整備事業において改修いたしましたが、受益者が近隣の

住民の方より、火災時等に小型ポンプ車の乗り入れがちょっと難しいと。乗り入

れはできるんですが、緊急に出来ないということで改修の要望が上がってきてお

りますので、危機管理体制をちゃんとしておくために、今回、堤体に進入路を入

れる工事を施工したいと思っております。施工に伴います５９万５,０００円、工

事請負費を補正予算計上しております。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

１２目、農業費、九州北部豪雨災害対策費、７、賃金２４万円。それから、使

用料及び賃借料３５万８,０００円。それから、原材料費２０万１,０００円。こ

れは、いずれも前原牧野の道路の災害復旧でございます。今回、計上となった理

由のご説明を申し上げます。 

当初、補助対象で行っておりました部分が補助対象工事が終わり、またそれに

漏れていた分ということで、再度計上を行いまして、災害復旧を行っておりまし

たけども、その牧野道の最終の流末のところとなります河川に流入するところの

部分につきましては、山林等の所有者の方々のところに進入をするところの側溝

部分が土砂で埋まり、そのまま今現在は、その土砂で埋まった上を通行されて

入っていらっしゃいます。さらに、河川、側溝部分につきましても、土石の撤去

がまだなされていないということで、現在はその上を水が流れているような状態

でございます。さらに、その下流域におきましては、洗掘によりまして一部道路

のよう壁部分に隙間がおきまして、そこのところに現在まだ、水が流入している

ということでございます。直接的に今すぐ被害がどうということではございませ

んけども、今回、もう災害復旧工事がある程度完了しつつある中で、最後に残り

ました部分の工事を行うということで、賃金、それから機械のリース料等、それ

から原材料費等を計上させていただきました。 

どうかよろしくお願いいたします。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

続きまして、５款、農林水産業費、２項、林業費、１目、林業振興費、１９節、

負担金補助及び交付金についてご説明申し上げます。間伐材供給安定化緊急対策

事業、補正額１８３万７,０００円です。こちら、間伐に対します補助が行われて
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おりまして、当初予算で２,１００万円分計上しておりましたが、決定額２,５８

３万７,０００円の決定額をいただきましたので、その差額１８３万７,０００円

を補正で計上しております。実施団体としまして、阿蘇森林組合、ＮＰＯ法人、

個人が１名で間伐に対する補助金に取り組まれております。 

以上です。 

○農林政策課長（後藤健一君） 以上で説明を終わります。 

○委員長（興梠壽一君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。はい。 

○委員（甲斐正一君） 甲斐です。予算や２６年補正予算以外のお話を聞きたいとい

うふうに思います。以外のお話ですが、あらいぐまが町の山付の方のわなに入っ

たっていうお話を聞いたんだけど、本当かな。 

○農林政策課審議員（藤原厚作君） 藤原です。 

タヌキです。あらいぐまっていう話しできたんですけど、確認したら、タヌキ

だったもんで。あらいぐまとタヌキの区別方法とかは指導をして、引き続き、も

し発見されれば、対応していきたいなと思っております。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

１１ページの、ＪＡ阿蘇南部野菜センター機器ですが。これは、実際何ですか

トマトの選果かおそらくなんかの助成ですか。どういうふうな内容かを教えてく

ださい。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課、後藤です。 

これは、センサー装置が主です。色、それから形等々をカメラによって、それ

を識別して、それをその後、選別していくということのその機器自体の更新費用

が、総事業費にしまして、約４,１００万円です。で、そのうちの約２割を該当町

村に助成をお願いしたいということでございます。 

で、その中の本町の２割の中の、さらにその中での割合でございますけども、

生産者数が９名です。これも全体の１２.５％です。それから、栽培面積が２８４

アール。これもまた全体の約１２.５％です。同率でございます。で、生産者割合

と栽培面積割合は、５０％ずつでございますので、計算いたしまして、各々だい

たい５５万３,０００円から５５万５,０００円ぐらいの金額を足しまして、１１

０万８,９５６円が、その負担です。 

で、今回の更新工事につきましては、すでに、耐用年数が経過しておりまして、

いつ壊れてもおかしくないというような状況ですので、早急に改修したいという

ことでございます。で、本町からも共選で出荷されてる農家さんもいらっしゃい

ますし、町としても助成をするべきだということで、計上をさせていただきまし

た。 
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○委員（森田 勝君） 経過年数は何年経っとるとですか。 

○農林政策課長（後藤健一君） １０年経ってます。だいたい、機械の耐用年数が５

年ということですので。 

○委員（宇藤康博君） 宇藤です。 

１１ページの多面的機能支払交付金事業、大変ありがたい事業でございますが、

４５０名の参加ということで、高森町のどの程度の、全体的なものなのか。地区

別にだいたい分かるならば、詳細を教えていただきたいと思います。 

○農林振興係長（村上純一君） 農林振興係長、村上です。 

地区としましては、１８地区。大字はすべてカバーしております。大字ですべ

て組織を立ち上げていただくよう説明会でもお願いしております。 

面積の集計のところによりますと、農振地における取り組み面積ですが、田に

つきましては、６７.７４％、畑につきましては、４３.２％、草地につきまして

は、２５.７４％、合計しまして、農振地に占める取り組み面積としまして、３４.

９６％、３５％の面積を、今回、出だしとして取り組みたいと考えております。 

１期協定は、５年ですので、５年の間に取り組みが出来ないかというところも

県、国に対しても要望を上げております。しかし、予算が伴うことですので、確

約はできないというお話をいただいておりますので、要望は取りまとめますが、

なるべく農振地、ずっとこれから先、農地として維持されるところにつきまして

は、是非取り組みを進めていただきたいというお願いはずっと続けていきたいと

考えております。 

以上です。 

○委員長（興梠壽一君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） これで、討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第５８号、平成２６年度高森町一般

会計補正予算（第４号）については、原案のとおり可決することにご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、農林政策課に関連する付託案件については、終了いたしました。農林
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政策課の皆さん、どうもお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（興梠壽一君） 日程第８、ただ今から、所管事務の閉会中の継続調査につ

いてを審議いたします。閉会中の継続調査については、１．農林水産業振興に関

する事項、２．土木行政に関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に

関する事項、以上、３項目を閉会中の継続調査事項とすることにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（興梠壽一君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで、建設経済常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１２時２０分 


